
第
二
部
　
民
主
主
義
と
並
存
す
る
資
本
主
義

第
三
部
　
民
主
主
義
を
不
可
欠
と
す
る
資
本
主
義

第
四
部
　
グ
ロ
ー
バ
ル
「
帝
国
」
と
ア
ジ
ア
の
民
主
主
義
化
　
（
目
次
・
お
わ
り
）

不
払
い
の
剰
余
労
働
が
直
接
生
産
者
か
ら
く
み
出
さ
れ
る
そ
の
独
特
な
経
済
形
態
は
、

支
配
隷
属
関
係
…
…
を
規
定
す
る
。
…
…
こ
の
経
済
形
態
を
基
礎
と
し
て
、
生
産
関
係

そ
の
も
の
か
ら
発
生
す
る
経
済
共
同
体
の
全
形
態
が
築
か
れ
、
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の

共
同
体
の
独
自
の
政
治
形
式
が
築
か
れ
る
。
生
産
条
件
の
所
有
者
た
ち
の
、
直
接
生
産

者
た
ち
に
た
い
す
る
直
接
的
関
係
…
…
こ
そ
は
、
そ
の
つ
ど
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
う
ち

に
全
社
会
構
造
の
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
主
権
・
従
属
関
係
の
政
治
形
態
の
、
要
す
る
に
、

そ
の
と
き
ど
き
の
独
特
な
国
家
形
態
の
、
最
奥
の
秘
密
、
隠
さ
れ
た
基
礎
を
見
出
す
と

こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。（
Ｋ
・
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
新
日
本
出
版
社
、
新

書

一
三
八
一
―
二
頁
。
訳
文
は
一
部
改
め
た
。）

目
　
　
次

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
資
本
主
義
の
間
―
一
つ
の
歴
史
―

第
一
部
　
民
主
主
義
を
拒
否
す
る
資
本
主
義

は
し
が
き
――
課
題
の
設
定
と
方
法

（１）

イ
ギ
リ
ス
革
命
後
の
国
民
の
参
政
権
喪
失

（２）

労
働
者
階
級
の
参
政
権
獲
得
運
動

（ａ）

第
一
階
梯
モ
デ
ル
・
啓
蒙
的
自
己
規
制

（ｂ）

第
二
階
梯
モ
デ
ル
・
労
働
者
階
級
意
識

（３）

イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
労
働
者
政
党
の
成
立

（ａ）

チ
ャ
ー
テ
ィ
ス
ト
運
動
と
オ
ー
エ
ン
主
義

（ｂ）

急
進
的
中
産
階
級
と
の
連
帯
的
参
政
権
獲
得
運
動

（ｃ）

イ
ギ
リ
ス
社
会
主
義
思
想
と
労
働
党

（４）

む
す
び
に
か
え
て
――
労
働
者
と
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
エ
ン
　
（
以
上
　
本
号
）

二
五

民
主
主
義
を
拒
否
す
る
資
本
主
義
―
―
森

民
主
主
義
を
拒
否
す
る
資
本
主
義

（
名
誉
教
授
）

森
　
　
　
　
　
芳
　
　
三



は
し
が
き
――
課
題
と
方
法

本
稿
は
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
資
本
主
義
――
一
つ
の
歴
史
」
と
題
す
る
歴
史
的

分
析
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
課
題
は
先
学
の
先
行
研
究
が
皆
無
の
故
に
、
本
稿
が

は
じ
め
て
着
手
す
る
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
、
既
存
研

究
の
あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
も
の
が
未
踏
の
空
白
分
野
に
放
置
さ
れ
て
き
た
の
は

何
故
か
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
と
も
に
、
何
故
に
私
が
そ
の
こ
と
に
気
付
い

た
か
を
も
、
述
べ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
分
析
と
叙
述
に
先
立
っ
て
、

主
要
課
題
の
解
説
と
分
析
方
法
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
の
詳
説
は
さ
け
ら
れ
な

い
。さ

て
資
本
主
義
と
民
主
主
義
と
の
関
連
．
．

に
つ
い
て
、
最
初
に
分
析
に
着
手
し
た

名
誉
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
卓
越
し
た
政
治
学
者
ゲ
ー
レ
ン
・
セ
ル
ボ
ー
ン
の
論
文（

１
）

（
一
九
七
七
）
で
あ
っ
た
。
彼
の
言
に
よ
る
と
、
二
十
世
紀
初
頭
ま
で
は
資
本
主

義
と
民
主
主
義
は
両
立
で
き
な
い
と
す
る
説
が
支
配
的
で
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
よ

う
な
民
主
主
義
に
は
理
解
と
同
情
の
深
い
研
究
者
さ
え
、
両
者
の
並
立
に
は
反
対

し
て
い
た
。
逆
に
Ｋ
・
マ
ル
ク
ス
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
は
「
ご
ま
か
し
」

（sham

）
で
あ
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
議
会
（
民
主
共
和
制
）
さ
え
、
宣
伝
の
場
ほ
ど

の
役
割
が
相
当
と
み
て
い
た（

２
）。

セ
ル
ボ
ー
ン
は
こ
う
の
べ
て
い
る
。「
民
主
主
義

と
資
本
の
支
配
と
の
重
要
な
関
係
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
社
会
科
学
者
、
歴
史
家
そ

し
て
憲
法
理
論
家
た
ち
か
ら
殆
ん
ど
注
意
さ
れ
な
い
ま
ま
に
過
ぎ
て
き
た
こ
と

は
、
驚
く
べ
き
で
さ
え
あ
る
。」
と
。
今
日
で
さ
え
関
心
が
な
い
の
は
、
す
で
に

民
主
主
義
と
「
小
数
特
権
者
」（
つ
ま
り
、
大
ブ
ル
ジ
ョ
ジ
ー
）
と
の
間
の
問
題

は
解
決
済
と
し
て
、
す
っ
か
り
念
頭
に
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
な
い
か
、
と
さ
え

思
い
た
く
な
る
と
附
記
し
た
。
現
在
は
、
民
主
主
義
は
「
ご
ま
か
し
」
ど
こ
ろ
か
、

す
で
に
発
達
し
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
資
本
主
義
国
の
な
か
に
も
、
さ
ら
に
前

進
し
て
「
人
民
的
勝
利
」
近
し
と
み
る
向
き
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
研
究
の
方

は
、
ゼ
ロ
か
ら
の
出
発
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
多
く
の
貢
献
は
他
の
課
題
と

の
か
か
わ
り
で
、
つ
ま
り
附
随
的
に
な
さ
れ
て
き
た
。
し
て
み
る
と
、
セ
ル
ボ
ー

ン
の
研
究
が
、
実
際
上
、
資
本
主
義
と
民
主
主
義
と
の
関
係
を
真
正
面
か
ら
と
り

上
げ
た
最
初
の
論
文
で
あ
る
と
い
う
事
実
も
、
理
解
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
彼
の
論
文
に
は
、
発
表
の
時
期
に
よ
る
制
約
や
方
法
上
の
問
題
点
も
い

く
つ
か
あ
り
、
ま
た
扱
う
時
期
的
意
味
で
の
範
囲
も
狭
い
と
い
う
弱
点
を
補
充
し

よ
う
と
意
図
す
る
と
き
、
資
本
主
義
と
民
主
主
義
関
係
の
歴
史
的
、
分
析
的
扱
い

と
い
う
広
汎
な
視
角
と
と
も
に
、
彼
の
分
析
を
学
際
的
、
比
較
史
的
に
深
め
た
提

案
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
解
説
す
る
に
は
、
さ
し
当

り
セ
ル
ボ
ー
ン
の
分
析
成
果
の
紹
介
と
特
徴
ず
け
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
下
、
こ
の
よ
う
な
課
題
意
識
に
立
っ
て
、
彼
の
論
説
の
分
析
的
深
化
と
視
角
拡

大
を
念
願
し
つ
つ
、
私
の
意
図
を
の
べ
よ
う
。

第
一
に
、
彼
の
分
析
の
焦
点
は
、「
資
本
の
支
配
」
を
着
眼
し
つ
つ
民
主
主
義

が
い
か
な
る
資
本
支
配
の
間
隙
（
資
本
の
危
機
、
分
裂
、
敗
北
の
危
機
）
に
讓
歩

二
六

山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
四
巻
第
一
号



を
か
ち
取
っ
た
か
に
主
眼
を
お
い
た
。
そ
の
た
め
、
資
料
と
し
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

（
経
済
協
力
開
発
機
構
）
加
盟
国
二
四
カ
国
の
う
ち
、
先
進
資
本
主
義
国
一
七
を

選
び
（
発
達
の
お
く
れ
た
国
を
除
き
）
分
析
の
対
象
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
主
に

欧
州
諸
国
が
選
出
さ
れ
、
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
等
は
含
ま

れ
な
か
っ
た
。
た
だ
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
二
カ
国
が
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
の
ゆ
え
、

例
外
的
に
含
ま
れ
て
い
た
が
、
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
ル
国
、
途
上
国
は
含
ま
れ
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
民
主
主
義
」
と
い
っ
て
も
事
実
上
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主

主
義
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
い
つ
の
時
点
で
カ
ッ
コ
な
し
の
、
民
主

主
義
に
変
じ
た
か
の
区
分
が
不
分
明
な
傾
向
を
お
び
た
。

つ
ぎ
に
、
彼
が
民
主
主
義
の
「
獲
得
」
な
い
し
民
主
主
義
達
成
の
指
標
な
い
し

基
準
は
、
普
通
（
男
女
）
参
政
権
（U

niversal
franchise
）
ま
た
は
平
等
投
票
権

（equal
suffrage

）
を
さ
し
、
男
子
参
政
権
な
い
し
女
子
の
み
の
場
合
は
、
こ
れ
を

含
ま
な
い
と
し
て
い
る
。
な
お
こ
こ
で
は
、
完
全
参
政
権
（com

plete
franchise

）

を
も
普
通
参
政
権
（
男
女
と
も
）
と
同
等
に
扱
う
。

私
の
考
え
で
は
、
セ
ル
ボ
ー
ン
の
指
標
に
は
い
く
つ
か
の
疑
問
が
あ
る
。
普
通

男
子
参
政
権
の
み
賦
与
し
た
（
さ
れ
た
）
場
合
、
な
い
し
労
働
者
が
要
求
の
一
部

と
し
て
獲
得
し
た
場
合
の
、
政
治
的
、
経
済
的
、
心
理
的
、
家
族
文
化
的
影
響
が

無
視
さ
れ
易
い
傾
向
が
あ
る
。
他
方
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
南
部
の
男
女

参
政
権
が
（
白
人
女
子
参
政
権
も
と
も
に
）、
長
期
間
「
賦
与
」
さ
れ
な
か
っ
た

事
実
（
一
九
七
〇
年
ま
で
）
は
、
州
権
の
早
期
賦
与
の
ゆ
え
を
も
っ
て
、
人
種
差

別
を
し
易
く
す
る
弱
点
（
人
権
の
無
視
と
主
権
意
識
の
稀
薄
化
）
を
ふ
く
む
こ
と

に
な
る（

３
）。

そ
れ
ゆ
え
、
セ
ル
ボ
ー
ン
の
論
文
の
題
に
あ
る
「
資
本
の
支
配
」
は
、
私
は

「
資
本
関
係
の
諸
矛
盾
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

第
三
に
、
最
後
の
問
題
に
ふ
れ
る
。
彼
の
論
文
は
自
ら
は
意
識
せ
ず
に
、
権
利

の
問
題
を
政
治
学
、
法
学
お
よ
び
経
済
学
の
学
際
的
分
析
に
帰
結
し
た
。
実
証
研

究
の
場
合
多
か
れ
少
な
か
れ
学
際
的
研
究
の
性
質
を
帯
び
る
こ
と
は
、
珍
し
く
な

い
。
し
か
し
彼
合
の
よ
う
に
、
テ
ー
マ
そ
の
も
の
が
経
済
学
と
政
治
学
の
混
合

（m
ix

in
g

）
し
て
い
る
と
き
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
が
も
つ
固
有
の
独
自
性

（
な
い
し
法
則
性
）
の
明
確
さ
と
と
も
に
制
限
性
な
い
し
境
界
性
（delim

it
or

definition

）
を
承
知
し
て
お
か
な
い
と
、
統
一
さ
れ
た
論
理
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
を
、

モ
デ
ル
化
で
き
な
い
。
そ
れ
は
先
行
パ
ラ
ダ
イ
ム
へ
の
破
壤
的
効
果
を
著
し
く
減

ず
る
で
あ
ろ
う
。

本
論
文
を
ふ
く
む
全
体
の
シ
ナ
リ
オ
は
、
以
上
の
検
討
を
へ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う

に
組
立
て
ら
れ
る
。
第
一
に
時
期
的
範
囲
と
し
て
戦
後
ア
ジ
ア
の
近
代
化
と
民
主

化
を
ふ
く
め
る
。
セ
ル
ボ
ー
ン
の
類
別
に
よ
る
と
、
自
主
的
に
民
主
化
を
達
成
し

た
国
は
、
前
述
の
十
七
カ
国
の
う
ち
三
カ
国
の
み
、
即
ち
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
お
よ
び
ス
イ
ス
に
す
ぎ
な
い
。
多
く
は
戦
争
の
敗
北
な
い
し

大
戦
に
お
け
る
民
主
勢
力
の
対
フ
ァ
シ
ズ
ム
勝
利
を
契
機
と
し
た
、
ポ
ス
ト
・
コ

二
七

民
主
主
義
を
拒
否
す
る
資
本
主
義
―
―
森



ロ
ニ
ア
ル
国
が
大
半
で
あ
る
が
、
資
本
主
義
的
近
代
化
も
民
主
化
過
程
も
、
先
進

国
を
模
做
、
追
随
す
る
タ
イ
プ
と
は
全
く
違
っ
て
い
た
。
と
り
わ
け
（inter

alia

）

民
主
主
義
化
は
途
上
国
に
「
外
か
ら
」（ab

extra

）
成
文
憲
法
を
賦
下
さ
れ
る
の

を
常
と
し
、
ワ
イ
マ
ー
ル
・
モ
デ
ル
を
有
し
て
い
た
ド
イ
ツ
の
み
自
力
で
急
ぎ
コ

ピ
ー
し
て
間
に
合
わ
せ
た
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
を
含
む
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
諸

国
は
、
今
日
で
さ
え
、「
成
文
憲
法
」
を
「
一
皮
む
け
ば

．
．
．
．
．

」
現
実
の
生
活
は
昔
通

り
に
、
賣
買
春
、
法
治
主
義
の
無
視
・
空
白
、「
地
方
自
治
」
の
欠
落
な
ど
が
、

む
き
出
し
に
露
出
す
る
。
最
近
（
朝
日
新
聞
、
二
〇
〇
二
年
十
一
月
一
日
）
東
北

学
院
大
学
院
教
授
と
院
生
（
女
性
）
が
、
オ
ニ
ギ
リ
と
柿
の
種
を
交
換
す
る
よ
う

に
、
長
い
間
、
単
位
と
セ
ッ
ク
ス
を
交
換
し
て
い
た
事
実
が
明
る
み
に
出
た
。
最

高
学
府
の
方
々
で
あ
る
。
ま
た
（
ジ
ャ
パ
ン
タ
イ
ム
ズ
、
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
二

七
日
）
別
の
記
事
で
は
、
約
八
〇
〇
人
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
女
性
と
幼
児
が
、
中
国

に
妻
、
女
中
お
よ
び
売
春
婦
と
し
て
（
過
去
三
カ
年
だ
け

．
．
．
．
．

の
数
字
だ
が
）
売
却
さ

れ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
政
府
当
局
の
公
式
発
表
と
あ
る
。
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
当
局
は
一

九
九
九
年
以
来
の
七
九
六
件
の
う
ち
二
一
五
件
の
内
容
を
公
表
し
て
警
告
し
た
た

め
、
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
婦
人
新
聞
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
担
当
大
臣
の
言
明
と
し
て
、
中
国

警
察
当
局
が
四
一
〇
件
を
「
戻
し
た
」
と
の
記
事
を
の
せ
た
と
い
う
。
実
際
の
と

こ
ろ
の
数
字
は
誰
も
知
ら
な
い
。
中
国
内
で
大
規
模
な
売
春
業
も
最
近
英
字
新
聞

で
報
ぜ
ら
れ
た
。「
社
会
主
義
国
」
相
互
の
民
衆
生
活
の
実
態
も
「
一
皮
む
け
ば

．
．
．
．
．

、」

非
民
主
的
生
活
慣
習
も
「
魔
術
（
呪
術
）
か
ら
の
解
放
の
欠
落
」
も
、
禁
欲
的
自

己
規
制
の
皆
無
の
実
態
、
さ
ら
に
合
理
的
判
断
の
欠
如
、
な
ど
な
ど
、
野
放
し
の

粗
野
な
部
落
差
別
の
生
活
の
真
只
中
に
埋
ま
っ
て
い
る
の
を
知
る
。
こ
こ
で
は
民

主
化
が
、
成
文
憲
法
一
枚
の
出
し
放
し
で
十
分
と
は
で
き
ず
、
内
発
的
自
成
を
傷

つ
け
ず
、
外
発
的
誘
因
を
黒
子
．
．

に
圧
え
つ
つ
、
両
者
の
均
衡
と
諸
要
素
の
バ
ラ
ン

ス
、
も
し
く
は
諸
階
梯
モ
デ
ル
の
も
つ
固
有
の
歴
史
的
役
割
に
そ
っ
た
社
会
的
手

だ
て
が
配
慮
さ
れ
、
支
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
モ
デ
ル
（
ま
た
は
手
だ
て
）

は
歴
史
的
で
比
較
史
的
に
導
出
さ
れ
る
の
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。
本
稿
が
歴
史
的

．
．
．

で

な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
す
る
所
以
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
国
際
的
に
、
ま
た
日
本
の
憲
法
学
会
の
問
題
の
と
り
上
げ

方
を
考
察
す
る
の
が
、
一
助
と
な
ろ
う
。
高
名
な
憲
法
学
者
樋
口
陽
一
氏
は
氏
の

『
自
由
と
国
家
』（
岩
波
新
書
、
一
九
八
九
年
）
の
末
備
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。「
非
西
欧
社
会
で
の
西
欧
立
憲
主
義
〔
民
主
主
義
と
読
む
も
可

―
引
用
者
〕
の
将
来
に
関
し
て
…
私
た
ち
は
、
つ
ぎ
の
苦
し
い
問
い
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
自
分
自
身
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を

放
棄
す
る
こ
と
な
し
に
、
非
西
欧
世
界
に
西
欧
立
憲
主
義
を
確
立
で
き
る
の
か
？
」

と
。
続
け
て
氏
は
、
立
憲
主
義
の
価
値
は
普
遍
的
で
あ
る
。
ゆ
え
に
そ
れ
を
擁
護

す
る
た
め
に
、
人
々
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
か
ら
自
分
自
身
を

切
り
は
な
す
だ
け
の
、
勇
気
．
．

と
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

．
．
．
．
．

（
傍
点
・
引
用
者
）
を
持
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
と
。
な
お
こ
こ
で
指
す
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と

は
、
そ
の
国
民
の
固
有
の
持
ち
来
っ
た
文
化
と
生
活
慣
習
を
指
し
、
国
際
的
に
価

二
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値
あ
る
も
の
も
非
民
主
的
な
も
の
も
含
ま
せ
て
お
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。（
前
掲

書
、
二
一
四
〜
五
頁
）

樋
口
氏
の
右
の
言
説
は
必
ず
し
も
誤
っ
て
い
な
い
が
、「
勇
気
あ
る
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
」
は
憲
法
学
者
だ
け
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
研
究
上
か
ら
云
っ
て
も
、
歴
史
的
、

学
際
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
な
し
に
、
展
望
―
勇
気
と
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
切
り

拓
く
展
望
を
期
待
は
で
き
な
い
と
い
う
論
理
を
着
想
で
き
ず
に
い
る
と
い
う
弱
点

は
、
指
摘
で
き
る
と
思
う
。
同
時
に
、
西
欧
立
憲
主
義
の
普
遍
的
価
値
の
強
調
さ

え
も
、
民
主
主
義
の
形
式
化
や
稀
釈
化
に
よ
る
価
値
低
下
が
避
け
難
い
傾
向
に
あ

る
と
き
、
そ
れ
を
ど
う
吸
収
、
解
決
し
て
ゆ
く
か
の
着
想
も
あ
っ
て
然
る
べ
き
と

思
う
。
立
憲
主
義
が
民
主
主
義
を
邪
魔
し
て
い
る
と
の
見
解
さ
え
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
私
は
、
不
成
文
憲
法
の
イ
ギ
リ
ス
で
、
バ
ジ
オ
ッ
ト
に
た
い
し
て
、
成
文
憲

法
を
主
張
す
る
、
チ
ャ
ー
タ
・
88
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
、
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
バ
ー
ネ
ッ

ト
の
貴
重
か
つ
徹
底
し
た
批
判
を
支
持
し
て
は
い
る
が
（A

nthony
B

arnett
ed,

P
ow

er
and

the
T

hrone,1994

）、
立
憲
主
義
の
限
界
も
視
野
に
入
っ
て
く
る
現
況

と
な
っ
て
い
る
、
と
考
え
て
い
る
。

附
言
す
る
な
ら
、
一
九
九
一
年
八
月
仙
台
市
で
行
わ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ

ム
（
主
催
・
宮
城
県
）
席
上
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
の
日
本
研
究
者
と
し
て
名
高
い
、

ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ー
ア
教
授
（
当
時
ロ
ン
ド
ン
大
学
）
は
、
ど
こ
の
国
に
も
聖
域
は

あ
る
〔
そ
の
国
の
固
有
文
化
、
樋
口
氏
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
〕

と
の
意
見
に
対
し
、「
聖
域
」
は
必
ず
消
滅
す
る
と
思
っ
て
い
ま
す
と
断
言
し
て

い
る（

５
）。

も
ち
ろ
ん
各
国
の
固
有
文
化
の
中
に
は
、
人
類
に
共
通
な
も
の
も
、
世
界

的
共
感
を
え
る
に
足
る
誇
り
う
る
文
化
も
あ
り
う
る
か
ら
、
こ
こ
で
の
課
題
は
普

遍
的
基
本
価
値
を
お
い
て
は
あ
り
え
な
い
と
云
え
よ
う
。
本
稿
で
は
そ
れ
を
問
題

に
の
せ
る
。

さ
て
最
後
に
、
方
法
上
の
こ
と
を
と
り
上
げ
、
決
定
的
に
重
要
な
問
題
は
学
際

的
、
歴
史
的
、
批
判
的
に
し
か
解
決
の
糸
口
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、

そ
れ
な
の
に
、
経
済
学
（P

olitical
E

conom
y

と

E
conom

ics

の
区
別
の
つ
か
ぬ

日
本
は
除
外
）、
政
治
学
、
社
会
学
は
そ
れ
ぞ
れ
に
分
離
、
独
立
し
た
存
在
と
し

て
固
有
の
法
則
に
よ
っ
て
自
己
発
展
す
る
と
の
言
説
に
至
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
最

後
に
、
学
際
的
に
綜
合
化
す
る
こ
と
と
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
置
換
の
必
然
的
関
連
性

を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
と
は
い
え
、
そ
れ
を
詳
説
す
る
場
所
で
は
な
い
の
で
、
多

少
の
関
説
は
行
論
中
に
ふ
れ
る
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
簡
略
な
趣
旨
に
止
め
た
い

と
思
う（

６
）。

（一）

本
稿
の
最
初
に
引
用
さ
れ
て
い
る
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
第
三
巻
か
ら
の
一

節
は
、
英
語
圏
の
政
治
学
な
い
し
政
治
経
済
学
の
論
文
で
は
、
し
ば
し
ば
出
発

点
に
据
え
ら
れ
て
、
手
あ
か

、
、
、

の
つ
い
て
い
る
程
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
章
の

解
説
は
今
は
省
く
が（

７
）、

メ
タ
フ
ォ
ー
ル
と
し
て
の
土
台
と
上
部
構
造
の
内
容
や
、

マ
ル
ク
ス
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
よ
せ
て
」（
一
八
四
四
）
に
お
け
る
政
治
的
解

放
に
お
け
る
政
治
と
社
会
の
分
離
の
意
味
も
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
よ

り
根
源
的
発
現
と
特
殊
性
を
も
っ
て
し
て
い
る
故
、
こ
こ
で
は
そ
の
上
に
立
つ

二
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デ
イ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
進
ん
で
ゆ
く
。
経
済
と
政
治
そ
し
て
国
家
の
自
立
的
、

中
立
的
ス
タ
ン
ス
に
お
け
る
正
統
化
を
伴
う
分
離
は
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
領
域

を
区
分
し
て
こ
そ
、
自
由
な
活
動
を
保
障
し
う
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、

生
産
手
段
の
非
所
有
者
に
も
自
由
．
．

が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
職
を
え
て
生
活
資

料
を
獲
得
は
で
き
な
く
な
る
。
賃
金
、
労
働
時
間
、
労
働
規
律
、
休
憩
、
休
暇
、

負
傷
や
疾
病
な
ど
、
一
切
が
折
衝
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
資
本
蓄
積
が

規
定
的
要
因
で
あ
る
か
ら
に
は
資
本
関
係
の
総
体
性
の
ふ
く
ん
で
い
る
諸
矛
盾

が
た
え
ず
、
資
本
蓄
積
の
進
行
に
よ
る
切
迫
と
緩
和
そ
し
て
危
機
に
お
い
て
、

切
迫
に
追
い
や
ら
れ
、
こ
こ
に
階
級
闘
争
が
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
く
み
込
ま

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
円
滑
化
を
保
障
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
資

本
の
再
生
産
の
維
持
・
拡
大
に
、
階
級
支
配
（class

dom
ination

）
が
不
可
欠

の
社
会
構
成
体
の
一
部
と
し
て
、
つ
ま
り
国
家
と
し
て
立
ち
現
れ
、
対
立
関
係

と
強
制
関
係
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
経
済
、
政
治
そ
し
て
国
家
の
各
分
野
に
抗

争
を
分
散
・
拡
大
し
、
国
家
は
中
立
性
と
現
実
対
応
と
の
矛
盾
を
、
非
人
間
的

機
構
つ
ま
り
「
物
」
と
し
て
存
在
す
る
と
し
て
、
つ
ま
り
現
実
性
と
欺
瞞
性
の

か
ら
み
合
い
に
お
い
て
対
応
の
合
法
化
と
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
か
ら
す
れ
ば
、

視
角
が
「
資
本
の
支
配
」
つ
ま
り
経
済
に
限
定
さ
れ
た
、
セ
ル
ボ
ー
ン
の
問
題

提
起
を
拡
大
・
深
化
す
る
方
向
性
が
見
出
せ
る
と
思
う
。

（二）

と
こ
ろ
が
資
本
制
社
会
の
社
会
関
係
に
内
在
す
る
欺
瞞
発
生
装
置
に
よ
っ

て
、「
経
済
」
は
政
治
的
機
能
を
、「
政
治
」
あ
る
い
は
「
国
家
」
の
「
自
立
・

中
立
性
」
も
、
経
済
的
機
能
を
稼
動
し
つ
つ
、
こ
れ
を
自
己
固
有
の
も
の
と
云

い
な
す
こ
と
で
、
切
り
抜
け
る
。
各
分
野
は
極
度
に
細
分
化
さ
れ
て
い
る
故
に

（
例
え
ば
立
法
者
の
族
議
員
の
発
生
を
思
え
）、
労
働
者
側
の
方
も
ま
た
分
散
化
、

区
分
化
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
労
働
者
の
労
働
と
市
民
権
の
分
離
が
恒
久
化
さ
れ

る
と
と
も
に
、
労
働
者
意
識
ひ
い
て
は
シ
テ
ズ
ン
シ
ッ
プ
（
主
権
意
識
と
人
権

意
識
）
の
希
薄
化
と
日
常
化
的
埋
没
（
な
い
し
消
滅
化
）
が
急
速
に
進
行
し
て

ゆ
く
。
私
が
セ
ル
ボ
ー
ン
の
論
文
に
お
い
て
、
普
通
（
男
女
）
参
政
権
の
み
で

は
不
十
分
で
な
い
か
と
述
べ
た
の
は
そ
の
た
め
で
、
本
稿
で
は
、
普
遍
的
人
間

解
放
に
近
似
的
表
現
と
し
て
の
「
草
の
根
」（G

rass-roots

）
民
主
主
義
を
も
う

一
つ
の
着
眼
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
上
述
の
理
由
に
よ
る
。

（三）

右
に
述
べ
た
こ
と
は
始
源
の
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
は
つ
ね
に
過
去
は
固
定
し

て
お
り
、
現
実
つ
ま
り
今
日
は
未
来
指
向
を
包
摂
し
つ
つ
変
化
す
る
の
を
常
と

す
る
。
未
来
は
つ
ね
に
「
ど
こ
に
も
な
い
」
奥
行
き
を
も
ち
（
ト
ー
マ
ス
・
モ

ア
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
は
「
ど
こ
に
も
な
い
」
と
い
う
意
味
の
ラ
テ
ン
語
と
し
て

有
名
）、
終
り
な
き
タ
ー
ゲ
ッ
ト
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
大
転
換（

８
）」

と
い
い
う
る
。

本
稿
は
そ
れ
ゆ
え
、
資
本
主
義
の
始
源
と
執
権
す
な
わ
ち
主
権
（sovereignity

）

の
取
得
の
主
体
形
成
を
ス
タ
ー
ト
と
す
る
。
そ
れ
が
終
り
の
始
り
と
な
る
。
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第
一
章
　
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
後
の
支
配
階
級
の
民
主
主
義
拒
否

Ａ
　
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
起
源
に
関
す
る

ブ
レ
ン
ナ
ー
の
問
題
提
起
に
よ
せ
て

「
ブ
レ
ン
ナ
ー
討
論
」（T

he
B
renner

D
ebate （

９
）

）
の
意
義

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
は
か
ね
て
、
学
派
や
学
問
的
立
場
を
こ
え
、
互
い
に
そ
の

立
場
を
認
め
合
い
協
力
し
合
い
、
研
究
者
の
国
際
的
協
力
集
団
の
形
成
・
促
進
に

向
っ
て
き
、
実
際
に
大
学
出
版
局
と
し
て
、
雑
誌
「
過
去
と
現
在
」（P

ast
and

P
resent

）
を
発
行
し
て
き
た
。
九
百
年
の
歴
史
を
誇
る
ボ
ロ
ー
ニ
ア
大
学
、
七
、

八
百
年
を
へ
て
来
た
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
が
、
自
由

と
平
和
、
ユ
マ
ニ
ス
ム
と
学
問
の
自
由
を
阻
害
す
る
障
害
を
と
り
除
き
、
こ
こ
ま

で
諸
科
学
と
社
会
の
発
展
を
支
え
て
き
た
長
い
歴
史
と
誇
り
を
ふ
ま
え
、
大
学
と

諸
科
学
の
新
た
な
時
期
を
画
そ
う
と
す
る
、
時
代
的
潮
流
を
先
導
す
る
秘
め
た
る

意
思
を
、
自
ら
、
つ
ま
り
、
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
と
し
て
切
り
開
く
主
体
的
活
動
の

一
部
で
あ
っ
た（

10
）。

こ
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
雑
誌
に
、
ア
メ
リ
カ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
史
学
者
ロ

バ
ー
ト
・
ブ
レ
ン
ナ
ー
が
「
前
産
業
時
代
に
お
け
る
農
業
階
級
と
経
済
発
展
」

（
注
（
10
）
を
参
照
）
と
い
う
画
期
的
大
論
文
を
投
稿
し
た
。
こ
の
論
文
は
、
マ

ル
ク
ス
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
二
十
四
章
で
、「
い
わ
ゆ
る
本
源
的
蓄
積
」
の
と

こ
ろ
で
イ
ギ
リ
ス
に
例
を
と
る
の
は
、「
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
の
み
典
型
的
な
形

態
」
を
と
る
（
④
一
二
二
六
頁
）
と
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
お
よ
び
「
ヴ
ェ

ラ
・
ザ
ス
ー
リ
ッ
チ
へ
の
手
紙
」（
草
稿
一
八
八
一
年
）
で
は
、「
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

．
．
．
．
．
．

の
他
の
す
べ
て
の
国

．
．
．
．
．
．
．
．

」（
傍
点
、
原
文
）
も
同
一
の
運
動
を
経
過
し
て
い
る
と
し

た
点
を
と
り
上
げ
、「
同
一
の
運
動
」
を
経
過
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
実
証
的
に

検
討
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
自
主
的
に
資
本
主
義
化
し
た
の
は
、
つ
ま
り
典
型

的
形
態
を
と
っ
た
国
は
、
イ
ギ
リ
ス
以
外
に
は
な
い
こ
と
、
ま
た
あ
り
え
な
い
こ

と
を
証
明
し
た
の
で
あ
る（

12
）。

な
お
典
型
的
と
は
、
私
の
見
解

．
．
．
．

で
は
標
準
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
例
外
．
．

と
み
た
方
が
誤
り
は
さ
け
ら
れ
る
と
思
う
。

内
容
に
立
ち
入
る
前
に
、
本
書
の
解
説
的
序
文
を
書
い
た
ヒ
ル
ト
ン
（
ケ
ン
ブ

リ
ッ
ジ
）
の
述
べ
て
い
る
の
と
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
一

言
こ
の
「
討
論
」
か
ら
汲
み
と
れ
る
こ
と
に
觸
れ
る
と
、
社
会
科
学
研
究
者
は
、

研
究
者
の
自
立
的
主
体
性
を
確
乎
と
樹
立
し
、
真
理
に
忠
実
（integrity

for
truth

）

な
「
自
主
的
自
由
」
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
ふ
く
む
諸
々
の

立
場
の
研
究
者
と
協
立
し
互
に
認
め
合
い
な
が
ら
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
こ
と
。
研
究
者
に
も
「
天
職
の
禁
令
」（B

erufsverbot

）
が
あ
り
う
る
以
上
、

研
究
者
に
特
有
の
モ
ラ
ル
は
あ
り
う
る
。
研
究
者
に
は
国
民
に
奉
仕
す
る
気
高
い

任
務
（noblesse

oblige

）
が
あ
る
の
だ
が
、
国
民
を
先
頭
に
立
て
て
こ
そ
果
し
う

る
。
こ
れ
を
誤
っ
て
指
導
者
、
先
導
者
と
勘
ち
が
い
し
た
営
み
は
避
け
ね
ば
な
る

ま
い
。
ボ
ロ
ー
ニ
ア
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
は
決
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し
て
そ
う
は
し
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
国
民
が
先
頭
に
立
ち
、
自
ら
を
立
ち

上
げ
る
力
を
備
え
た
。
第
二
は
、
研
究
者
集
団
の
形
成
は
セ
ク
ト
的
で
あ
っ
て
は

な
ら
ず
、
学
問
の
自
由
を
、
互
い
に
認
め
合
い
協
力
し
て
、
守
り
推
進
す
べ
き
こ

と
。
と
く
に
定
職
を
え
る
こ
と
を
得
な
い
研
究
者
、
女
性
研
究
者
、
民
間
の
ア
マ

チ
ュ
ア
知
識
人
、
専
門
家
に
、
学
歴
、
人
種
、
国
籍
等
に
か
か
わ
ら
ず
、
研
究
上

の
不
利
を
助
け
合
う
互
助
の
精
神
（reciprocity

）
を
も
っ
て
解
放
．
．

に
向
う
こ
と

を
痛
感
し
て
い
る
こ
と
を
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
か
つ
て
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
大
学
は

家
業
・
紡
績
業
の
資
料
を
も
つ
女
性
に
「
研
究
員
」
の
採
用
を
し
、
一
冊
の
本
に

ま
と
め
る
結
果
を
あ
げ
た
が
、
彼
女
は
小
学
校
出
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
が
陰
な
が
ら
後
押
し
し
た
「
ブ
レ
ン
ナ
ー
討
論
」

は
、
一
つ
の
エ
ポ
ッ
ク
を
画
し
、
大
き
な
成
果
を
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
実
ら
せ
た
と

私
は
考
え
て
い
る
。
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
『
過
去
と
現
在
』
誌
は
一
つ
の
歴
史
を
も

つ
が
、
ス
ト
ン
教
授
の
努
力
（P

rofessor
S

tone

）
で
、
非
マ
ル
ク
ス
論
文
と
マ

ル
ク
ス
論
文
に
平
等
に
門
戸
を
開
放
し
た
こ
と
で
一
挙
に
国
際
化
し
た
と
い
う
。

（Perry
A

nderson,E
nglish

Q
uestions,P284-5

）

資
本
主
義
の
起
源
に
つ
い
て
の
新
提
案

ブ
レ
ン
ナ
ー
の
新
提
案
は
前
述
し
た
よ
う
に
、『
過
去
と
現
在
』
七
〇
号
（
一

九
七
六
年
）
に
発
表
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
賛
否
は
数
多
く
あ
っ
た
が
、
ほ
ぼ
貢
献

の
抜
群
に
大
き
い
こ
と
に
異
論
は
な
く
、
と
く
に
エ
レ
ン
ウ
ッ
ド
は
新
鮮
な
ス
タ

イ
ル
で
、
ブ
レ
ン
ナ
ー
見
解
を
整
備
さ
れ
た
明
解
な
モ
デ
ル
の
深
化
を
も
っ
て

『
資
本
主
義
の
起
源
』（
一
九
九
九
年
原
文
、
邦
訳
、
平
戸
友
長
、
中
村
好
孝
訳
二

〇
〇
一
年
）
を
発
刊
し
、
理
解
を
容
易
に
し
深
め
る
に
貢
献
し
た
。
そ
の
た
め
、

ブ
レ
ン
ナ
ー
＝
ウ
ッ
ド
提
案
と
し
て
把
握
す
る
向
き
も
生
ま
れ
た
。
両
者
と
も

数
々
の
著
作
論
文
が
あ
る
の
で
、
後
掲
一
覧
に
供
す
る
が
、
Ｅ
・
Ｐ
・
ト
ム
ス
ン

の
自
主
独
立
の
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
家
の
卓
越
し
た
貢
献
に
学
ん
で
い
る
点
で
は

共
通
し
て
い
る
と
思
う（

13
）。

さ
て
ブ
レ
ン
ナ
ー
の
見
解
は
、
イ
ギ
リ
ス
封
建
制
の
早
期
的
解
体
を
、
そ
れ
は

そ
れ
と
し
な
が
ら
、
つ
ま
り
封
建
体
制
と
そ
の
上
に
立
つ
主
権
（
な
い
し
権
力
）

が
ど
う
崩
壊
し
て
ゆ
く
か
、
あ
る
い
は
シ
ス
テ
ム
が
堅
固
で
漸
新
的
で
あ
る
の
か

と
い
う
問
題
は
、
そ
の
ま
ま
資
本
主
義
の
生
起
と
重
複
し
て
理
解
す
る
の
は
疑
問

と
し
た
。
そ
れ
が
ド
ッ
プ
ー
ス
イ
ジ
ー
論
争
以
来
の
常
識
的
知
識
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
今
や
根
底
か
ら
問
い
直
さ
れ
た
。
そ
れ
を
問
い
返
し
た
上
で
、
一
方
で

領
主
階
層
と
他
方
で
農
民
各
層
が
、
封
建
的
従
属
関
係
の
弛
緩
に
伴
い
、
事
実
上

．
．
．

の
近
代
的
所
有
、
財
産
化
し
て
ゆ
く
実
態
を
確
認
し
て
ゆ
く
。

こ
の
過
程
は
、
資
料
的
に
は
決
し
て
困
難
と
は
い
え
な
い
研
究
成
果
の
累
積
に

恵
ま
れ
て
い
る
、
と
私
は
考
え
る
。
例
え
ば
一
三
八
一
年
の
ウ
ィ
ッ
ク
リ
フ
の
大

農
民
一
揆
で
は
す
で
に
ロ
ン
ド
ン
が
交
渉
の
場
と
な
っ
て
お
り
、
農
奴
制
（
賦
役

制
）
の
廃
棄
や
金
納
化
さ
え
要
求
し
た
。
賦
役
の
金
納
化
の
研
究
に
著
名
な
成
果

を
上
げ
た
、
コ
ス
ミ
ン
ス
キ
ー
教
授
の
研
究
（
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
・
ロ
ー
ル
ス
研
究
）

で
は
、
す
で
に
、
一
二
七
九
年
と
い
う
早
期
に
さ
え
、
労
働
地
代
（
賦
役
）
が
領

三
二
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主
の
主
要
な
収
入
源
で
な
か
っ
た
と
云
う
し
、
十
四
世
紀
後
半
（
つ
ま
り
農
民
大

一
揆
の
頃
）
金
納
化
は
決
し
て
新
し
い
現
象
で
は
な
か
っ
た
と
い
う（

14
）。

ま
た
領
主

層
の
方
は
、
余
り
の
長
期
間
に
す
ぎ
る
戦
争
（
一
三
三
七
―
一
四
五
三
年
の
百
年

戦
争
、
一
四
五
五
―
一
五
一
四
年
の
バ
ラ
戦
争
）
に
よ
る
消
尽
の
果
、
従
臣
を
放

ち
従
兵
は
解
放
し
、
称
号
持
ち
（
爵
位
を
も
つ
）
土
地
保
有
は
裸
と
な
っ
た
。
こ

う
し
た
実
態
の
上
の
日
常
生
活
と
感
情
は
、
早
く
か
ら
著
し
い
変
化
を
経
過
し
て

い
た
。
さ
き
の
農
民
一
揆
頃
の
ウ
ィ
ッ
ク
リ
フ
の
旧
教
批
判
が
あ
り
、
チ
ョ
ー
サ

ー
の
『
カ
ン
タ
ベ
リ
物
語
』（
一
四
七
八
年
）
や
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ラ
ン
グ
ラ
ン
ド

作
と
い
わ
れ
る
『
農
夫
ピ
ア
ス
の
夢
』（
一
三
六
二
年
？
）
な
ど
、
ル
ネ
サ
ン
ス

の
思
想
を
伝
え
る
と
い
わ
れ
、
と
く
に
後
者
は
写
本
が
約
五
〇
種
に
及
ぶ
と
云
わ

れ
る
ほ
ど
、
普
及
し
た
と
い
う
。
そ
の
内
容
を
紹
介
す
る
余
裕
も
知
識
も
な
い
が
、

一
例
を
引
用
す
る
と
、「
罪．
に
反
対
す
る
平
和
．
．

の
請
願
〔
を
納
れ
る
か
ど
う
か
〕

は
理
性
．
．

と
法．
の
規
制
の
テ
ス
ト
ケ
ー
ス
と
な
る
。
…
…
国
家
の
改
革
は
社
会
の
改

革
に
よ
る
。」（
傍
点
、
引
用
者
。
こ
れ
は
そ
の
意
味
を
も
ち
な
が
ら
、
一
種
の
代

名
詞
と
な
っ
て
い
る（

15
））。

ま
る
で
、
今
日
に
そ
の
ま
ま
通
用
す
る
内
容
と
な
っ
て

い
る
。
ト
ニ
ー
・
ブ
レ
ア
は
「
わ
が
国
を
変
え
る
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
を
か

え
る
勇
気
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
書
い
た
。
そ
っ
く
り
で
あ
る
。（T

ony
B

lair,

N
ew

B
ritain,m

y
V

ision
ofa

young
country,L

ondon,1996.9.1

）

こ
う
し
た
な
か
で
、
ア
ラ
ン
・
マ
ク
フ
ァ
ー
レ
ン
は
小
農
（
ペ
ザ
ン
ト
リ
）
の

一
般
的
成
立
を
描
き
出
し
、
そ
こ
に
近
代
個
人
主
義
の
起
源
を
求
め
て
き
た
。

「
近
代
個
人
主
義
の
成
長
は
、
宗
教
改
革
、
ル
ネ
サ
ン
ス
、
お
よ
び
旧
封
建
世
界

解
体
と
直
接
関
連
し
て
い
た
。
強
烈
な
個
人
主
義
の
「
内
面
か
ら
方
向
」
ず
け
ら

れ
た
段
階
は
、
十
六
―
十
九
世
紀
の
間
の
時
期
に
生
じ
た
。」（
前
掲
、
三
二
三
頁
）

こ
の
小
農
層
（
ペ
ザ
ン
ト
リ
）
に
一
ま
と
め
に
し
、
し
か
し
「
内
面
か
ら
」
の
方

向
ず
け
は
、
も
ち
ろ
ん
、「
所
有
的
個
人
主
義
）（P

ossesive
Individualism

）
に

視
点
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
か
っ
た（

16
）。

こ
の
本
は
私
の
意
見
で
は
、
小
農
層
と
一
括
す
る
に
は
、
封
建
的
保
有
の
多
様

な
形
式
を
一
挙
に
自
由
保
有
農
お
よ
び
そ
の
類
似
に
ま
と
め
る
こ
と
か
ら
、
保
有

諸
形
式
の
相
違
を
強
引
に
あ
る
視
角
、
つ
ま
り
個
人
主
義
に
帰
着
さ
せ
る
弱
点
が

あ
る
こ
と
。
他
面
で
は
、
小
農
層
の
民
主
的
平
等
性
の
「
内
面
的
自
生
制
」
に
強

力
に
視
点
を
一
本
化
さ
せ
る
強
い
魅
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
考
え

る
。
そ
の
個
人
主
義
が
所
有
的
限
界
を
明
確
に
刻
印
す
る
反
面
、
そ
の
範
囲
の
自

由
と
民
主
主
義
欲
求
を
生
む
強
力
な
対
立
性
も
ま
た
明
示
し
た
。

ブ
レ
ン
ナ
ー
に
お
け
る
資
本
主
義
発
生
論
の
特
徴

ブ
レ
ン
ナ
ー
に
お
け
る
資
本
主
義
発
生
論
に
は
、
詳
細
に
は
及
び
え
な
い
が
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
と
そ
の
民
主
的
権
利
の
欠
陥
と
い
う
本
稿
の
意
図
か
ら
は
、
三

つ
の
点
を
特
徴
と
し
て
把
握
で
き
る
。
第
一
は
、
封
建
制
の
解
体
そ
れ
自
体
、
商

業
化
モ
デ
ル
の
発
達
と
同
じ
く
、
商
品
小
生
産
は
資
本
主
義
の
発
生
と
直
接
結
び

つ
く
こ
と
は
な
い
。
封
建
制
の
解
体
と
資
本
主
義
の
発
生
と
が
、
論
理
的
に
併
行

す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
説
明
の
必
要
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
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商
業
、
と
く
に
小
生
産
が
な
ぜ
関
係
が
な
い
か
が
問
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
自
由
な

自
営
農
民
や
小
生
産
者
の
分
解
が
財
産
（
生
産
手
段
）
な
き
労
働
者
、
二
重
に
自

由
な
「
鳥
の
如
く
自
由
」
な
労
働
者
を
生
み
出
す
。
と
こ
ろ
が
彼
ら
は
、
そ
の
ま

ま
で
は
毎
日
の
食
料
品
な
ど
を
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
ら
は
「
売
る
こ
と
」

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
買
う
こ
と
が
で
き
る
。
毎
日
の
必
要
事
と
し
て
。
他
方
、
小

生
産
は
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
さ
え
も
、
年
中
生
産
を
継
続
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
し
、
現
実
に
、
年
間
生
産
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
、
前
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
封
建
的
大
規
模
所
領
の
貴
族
も
、
長
期
大
規
模

な
戦
乱
に
よ
っ
て
、
た
ん
な
る
封
建
的
土
地
保
有
者
と
な
り
、
農
民
の
各
種
保
有

農
は
金
納
化
に
よ
っ
て
、
両
者
共
「
附
帯
義
務
」（incidents

）
は
金
銭
納
付
と
同

時
に
契
約
的
性
質
へ
と
変
化
に
傾
き
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
異
っ
て
、
い
わ

ゆ
る
三
つ
の
要
素
か
ら
な
る
三
肢
形
態
（
地
主
、
資
本
家
的
借
地
農
、
賃
金
労
働

者
）
が
早
く
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
カ
タ
ロ
ニ
ア
に
も
顕
著
に
み
ら

れ
た
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
需
要
に
対
し
従
来
の
旧
式
体
制
下
で
大
規
模
化
す
る
も

の
が
あ
っ
た
が
、
十
六
、
十
七
世
紀
の
農
業
危
機
（
十
六
世
紀
中
期
の
イ
ギ
リ
ス

の
一
揆
と
く
に
ケ
ッ
ト
一
揆
（
一
五
四
九
年
の
頃
）
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
相
違

は
明
瞭
に
現
れ
、
イ
ギ
リ
ス
の
農
業
資
本
主
義
化
、
他
国
と
く
に
東
ド
イ
ツ
は
再

版
農
奴
制
へ
の
逆
行
へ
と
進
み
、
際
立
っ
た
差
異
を
生
ん
だ
。（
ブ
レ
ン
ナ
ー
、

一
九
七
六
、
五
〇
―
五
五
頁
）
つ
ま
り
資
本
主
義
は
農
業
資
本
主
義
化
か
ら
始
ま

っ
た
と
い
う
見
解
を
採
用
し
た
。
こ
の
見
解
は
、
ウ
ッ
ド
教
授
も
賛
意
を
表
し
て

お
り
（
ウ
ッ
ド
、
一
九
九
九
年
・
邦
訳
二
〇
〇
一
年
、
第
四
章
参
照
）、
私
も
す

ぐ
れ
た
見
解
と
受
取
っ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
見
解
に
は
二
つ
の
弱
点
が
あ
る
と

私
は
考
え
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
農
業
資
本
主
義
化
か
ら
産
業
革
命
へ
の
移
行
を

論
理
整
序
的
に
分
析
す
る
こ
と
を
、
直
接
に
連
結
し
て
（
つ
ま
り
、
労
働
者
利
害

の
一
貫
し
た
継
続
を
保
障
し
て
）
行
う
の
は
困
難
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
私
は
業

種
差
へ
の
刺
激
と
す
る
と
し
て
解
明
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
実
証
的
に

は
、
な
お
強
化
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
。
第
二
の
困
難
（
欠
陥
）
は
、
ブ
ル
ジ
ョ

ア
革
命
の
必
然
性
が
稀
薄
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
欠
陥
は
、
ペ
リ
ー
・
ア
ン

ダ
ー
ス
ン
の
見
解
と
同
じ
よ
う
な
弱
点
を
共
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
二

つ
の
点
、
と
く
に
後
者
は
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
に
関
す
る
従
来
の
基
本
的
解
明
（
理

論
構
成
）
と
は
異
っ
た
も
の
と
な
っ
た
。
私
は
ペ
リ
ー
・
ア
ン
ダ
ー
ス
ン
を
批
判

し
た
、
Ｅ
・
Ｐ
・
ト
ム
ス
ン
と
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ヒ
ル
の
見
解
に
同
意
し
、
そ

の
立
場
か
ら
、
ブ
レ
ン
ナ
ー
の
見
解
を
批
判
す
る
余
地
は
あ
る
と
考
え
て
い
る
し
、

の
ち
行
う
。

こ
う
し
て
み
る
と
、「
起
源
」
に
つ
い
て
は
、
ブ
レ
ン
ナ
ー
と
ア
ン
ダ
ー
ス
ン

が
接
近
し
た
見
解
を
も
ち
（
二
者
間
の
相
違
も
大
き
い
が
、
後
者
の
異
論
は
刺
激

と
な
っ
た
）、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
の
歴
史
的
意
味
を
低
く
み
る
点
で
は
共
通
し
て

い
る
。
他
方
、
Ｅ
・
Ｐ
・
ト
ム
ス
ン
と
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ヒ
ル
と
が
、
ブ
ル
ジ

ョ
ア
革
命
を
画
期
的
重
要
と
看
做
す
の
は
、
国
民
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
（
主
権

と
人
権
）
の
実
現
は
み
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
封
建
的
意
識
と
生
活
習
慣
つ
ま
り
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文
化
の
基
本
的
転
換
、
お
よ
び
個
人
的
主
体
の
形
成
と
自
己
形
成
（
自
己
実
現
）

へ
の
、
つ
ま
り
、
近
代
的
主
体
へ
の
転
機
と
み
る
点
で
は
共
通
し
て
い
た
。
私
は

も
ち
ろ
ん
、
ト
ム
ス
ン
と
ヒ
ル
の
見
解
に
同
意
す
る
が
、
共
同
の
階
級
的
自
己
規

制
と
基
本
的
価
値
観
な
し
に
は
（
社
会
的
文
化
の
向
上
な
し
に
は
）、
社
会
的
進

歩
は
一
歩
も
進
み
え
な
い
と
の
見
地
に
立
っ
て
い
る（

18
）。（
19
）

第
三
に
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
諸
宗
派
の
簇
出
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
国
民

形
成
の
政
治
的
意
味
に
つ
い
て
は
、
彼
は
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
こ

の
点
は
、
彼
の
イ
ギ
リ
ス
研
究
に
限
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
歴
史
学
の
通
弊
で
あ
っ
た

か
ら
、
一
般
的
に
、
私
自
分
の
固
有
の
見
解
と
し
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ

れ
は
次
節
に
述
る
。

ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
に
お
け
る
国
民
形
成
の
役
割
と
国
民
の
普
通
参
政
権
の
決
定

的
喪
失

ブ
レ
ン
ナ
ー
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
論
の
首
唱
は
（
ペ
リ
ー
・
ア
ン
ダ
ー
ス
ン
が

先
か
も
し
れ
な
い
が
）、
国
民
理
論
の
欠
落
に
よ
っ
て
は
こ
れ
ほ
ど
に
変
質
す
る

か
、
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
が
不
必
要
な
概
念
だ
と
帰
結
す
る
自
己
破
産
性
を
内

包
し
て
い
る
。
第
一
に
彼
の
議
論
は
、
封
建
的
保
有
の
実
質
的
所
有
化
（
つ
ま
り

近
代
的
私
的
所
有
）
へ
の
変
化
が
農
業
資
本
主
義
の
三
肢
形
態
に
定
着
す
れ
ば
、

事
実
上
、
イ
ギ
リ
ス
的
特
殊
経
路
を
へ
て
（in

an
ad

hoc
w

ay

）
資
本
主
義
的
財

産
形
態
す
な
わ
ち
近
代
的
社
会
構
成
に
近
づ
く
以
上
、
旧
王
政
と
貴
族
層
お
よ
び

ジ
ェ
ン
ト
リ
（
貴
族
の
す
ぐ
下
の
所
有
者
）
が
、
宮
廷
、
法
廷
、
司
法
の
担
当
あ

る
い
は
地
方
の
司
法
、
行
政
の
担
当
と
な
っ
た
形
態
を
、
さ
ら
に
変
更
す
る
必
要

は
、
恣
意
的
課
税
と
特
権
賦
与
の
権
限
を
制
約
す
る
な
ら
（
つ
ま
り
旧
来
か
ら
あ

っ
た
議
会
下
に
お
く
な
ら
）、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
の
必
要
は
な
い
し
、
内
容
的
に

も
そ
れ
だ
け
の
小
さ
い
も
の
だ
け
だ
、
と
述
べ
る（

20
）。

こ
れ
に
対
す
る
私
の
反
対
の
意
見
は
、
次
の
三
つ
で
あ
る
。
一
つ
は
、
彼
に
は

農
業
近
代
化
の
普
及
に
つ
き
過
大
評
価
が
あ
る
。
マ
ッ
ヂ
の
研
究
に
よ
る
と
、
王

領
地
、
教
会
領
、
王
党
派
の
貴
族
保
有
地
の
没
収
と
売
却
が
、
さ
ら
に
そ
れ
以
上

共
和
派
敗
北
時
の
没
収
、
売
却
を
ふ
く
め
て
圧
倒
的
に
多
く
、
そ
こ
に
は
農
耕
地

に
利
用
し
え
な
い
し
、
普
及
の
い
ま
だ
及
ん
で
い
な
い
土
地
も
あ
っ
た（

21
）。

第
二
に
、
農
村
、
都
市
と
も
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
小
会
派
、
諸
セ
ク
ト

（m
any

a
m

ove
or

sects

）
の
簇
出
す
る
革
命
的
高
揚
期
に
は
、
四
〇
年
代
か
ら
六

〇
年
代
の
深
刻
な
経
済
的
沈
滞
に
沈
ん
で
い
た
事
情
も
加
わ
っ
て
変
革
意
識
の
先

鋭
化
と
、
旧
体
制
下
に
骨
肉
化
し
て
い
た
苦
情
に
満
ち
た
生
活
文
化
（
日
常
生
活

の
旧
慣
習
と
思
考
様
式
）
と
の
矛
盾
は
、
日
常
社
会
生
活
の
基
本
的
な
様
式
、
つ

ま
り
生
産
、
消
費
、
家
庭
生
活
と
社
会
的
交
流
と
の
向
上
に
お
い
て
、
根
本
的
に

自
己
流
に
転
換
す
る
欲
求
を
生
ん
で
い
た
。
い
わ
ゆ
る
「
マ
ナ
ー
の
慣
習
」（T

he

C
ustom

of
T

he
M

anor

）
は
領
主
農
民
、
農
民
間
協
同
下
の
、
農
耕
と
生
活
の
有

機
的
に
複
雑
な
入
り
組
み
を
、
解
き
難
い
ブ
ラ
ッ
ク
・
ホ
ー
ル
に
陥
し
入
れ
て
い

た
。
一
例
を
示
せ
ば
、
婚
姻
形
態
、
離
婚
に
伴
う
旧
慣
習
の
非
人
間
性
は
、
個
々

的
に
は
解
決
し
に
く
く
、
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ヒ
ル
は
革
命
の
政
治
的
意
味
に
お．

三
五

民
主
主
義
を
拒
否
す
る
資
本
主
義
―
―
森



と
ら
ず

．
．
．

、
性
革
命
は
重
要
性
を
も
っ
た
と
強
調
し
て
い
る（

22
）。

こ
れ
を
単
独
と
し
て

で
な
く
、
旧
生
活
慣
習
と
そ
れ
に
編
み
上
げ
ら
れ
た
発
想
様
式
の
一
部
と
凝
視
さ

れ
る
よ
う
に
み
る
べ
き
で
あ
る
。

第
三
は
、
こ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
、
ブ
レ
ン
ナ
ー
に
限
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、

国
民
形
成
は
政
治
的
変
革
の
必
然
的
前
提
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
参
政
権
の
国

民
的
完
全
喪
失
が
な
ぜ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
時
に
お
こ
る
か
を
解
明
す
る
手
が
か
り

を
与
え
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
私
は
、
国
民
と
は
何
か
？
を
主

題
と
し
て
、
す
で
に
「
若
き
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
国
民
理
論

（
24
ー
ｋ
）」（

一
九
八
六
年
）

に
詳
述
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
要
点
の
み
に
多
少
の
補
筆
を
加
え
る
に
止
め
る
。

な
お
欧
米
で
今
日
．
．

「
国
民
と
は
な
に
か
」
が
焦
眉
の
政
治
学
課
題
と
な
っ
た
。
な

お
私
は
初
期
三
論
文
を
ま
と
め
て
考
察
す
べ
き
だ
と
扱
っ
て
い
た
。「
ヘ
ー
ゲ
ル

国
法
論
批
判
（
草
稿
）」、「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
よ
せ
て
」
お
よ
び
「
ヘ
ー
ゲ
ル
法

哲
学
批
判
序
説
」
で
（「
ク
ロ
イ
ツ
ナ
ハ
・
ノ
ー
ト
」
に
発
表
、
一
九
八
二
）、
そ

こ
か
ら
次
の
二
項
目
を
必
要
な
限
り
に
つ
め
て
掲
げ
る
。

（一）
「
人
民
主
権
と
は
国
民
的
存
在
の
こ
と
（V

olks-S
overeinetiätist

N
ationa-

lität

）
…
…
こ
の
国
民
的
存
在
は
そ
れ
だ
け
が
…
一
つ
の
国
民
の
主
権
性
を

意
味
す
る
。」
な
お
、
フ
ォ
ル
ク
ス
は
多
義
で
あ
る
こ
と
に
注
意
。

（二）
「
一
国
民
の
革
命

．
．
．
．
．
．

は
市
民
社
会
の
あ
る
特
殊
階
級
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
を
さ

す
。
―
引
用
者
）
の
解
放
と
が
一
致
す
る
」（
傍
点
は
原
文
）
こ
と
で
解
放
者

的
立
場
が
確
立
す
る
。「
市
民
社
会
の
い
ず
れ
の
階
級
と
い
え
ど
も
熱
狂
．
．

と
い

う
一
つ
の
契
機
を
己
が
う
ち
と
大
衆
の
う
ち
に
喚
起
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
こ

の
役
割
を
演
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」（
前
掲
・
第
三
書
、
二
〇
、
三
三
頁
、

傍
点
・
引
用
者
）
す
な
わ
ち
一
国
民
の
革
命
の
形
を
と
る
な
か
で
、
は
じ
め
て

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
解
放
を
と
げ
、
彼
が
執
権
す
る
。
と
こ
ろ
が
国
民
（
人
民
）

の
方
は
、
自
ら
を
市
民
社
会
と
勘
違
い
を
し
て
、
彼
ら
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
）

か
ら
足
げ
に
さ
れ
蹴
落
さ
れ
る
こ
と
で
真
実
を
知
る
の
で
あ
る
。
が
、
彼
ら
は

所
有
な
き
者
の
み
に
恵
ま
れ
る
普
遍
性

．
．
．

の
上
に
直
感
．
．

と
し
て
未
来
性
に
開
眼
す

る
。
マ
ル
ク
ス
は
右
の
よ
う
に
み
て
い
た
。
な
ぜ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
彼
ら
か

ら
参
政
権
を
奪
う
か
と
い
え
ば
、
幼
少
期
の
資
本
が
少
数
か
つ
弱
少
で
不
十
分

な
力
し
か
も
っ
て
い
な
い
の
で
、
人
民
主
権
を
現
実
化
す
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
転

覆
す
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
は
封
建
的
社
会
、
思
想
、
倫
理
お

よ
び
政
治
権
力
構
造
と
新
し
い
異
質
な
総
体
的
社
会
構
造
と
の
転
換
を
意
味
し

て
い
た
。
そ
の
軸
心
に
は
生
産
手
段
の
所
有
形
態
が
厳
然
と
あ
っ
た
。

附
記
す
れ
ば
、
ブ
レ
ン
ナ
ー
は
、
ペ
リ
ー
・
ア
ン
タ
ー
ス
ン
を
含
め
イ
ギ
リ
ス

資
本
主
義
の
未
成
熟
（P

rem
ature

）
の
故
に
、
す
な
わ
ち
弱
く
不
十
分
（w

eak

and
incom

plete

）
の
故
に
貴
族
的
寡
頭
政
治
と
貴
族
的
執
権
を
残
存
し
た
と
す
る

（
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主
義
の
論
旨
も
含
ま
れ
る
と
思
う
）
が
、
私
の
見
解
は

正
に
逆

．
．
．

に
、
十
七
世
紀
と
い
う
飛
び
抜
け
た
早
い
時
期
に
、
単
独
で
先
が
け
た
イ

ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
発
展
に
拘
ら
ず
（
あ
る
い
は
そ
の
故
に

．
．
．
．

）、
無
産
大
衆
と
の

階
級
対
立
に
お
い
て
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
弱
少
の
ゆ
え
に
政
治
的
補
強
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（「
議
会
の
中
の
君
主
制
（M

onarchy
in

P
arliam

ent

）
は
ま
さ
に
そ
の
典
型
）
を

対
内
的
、
対
外
的
に
必
要
と
し
許
容
し
た
と
考
え
る
。
ヘ
ッ
チ
ス
ゼ
ー
シ
ョ
ン

（fetishisation
）
と
し
て
の
王
が
、
王
冠
そ
の
も
の
の
ミ
ス
テ
リ
テ
ッ
ク
な
機
能

の
担
手
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
觸
発
さ
れ
た
大
西
洋
岸
先
進
資
本
主
義
諸
国
に
王

制
が
多
く
存
在
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
意
味
で
の
み
現
存
す
る（

24
）。

そ
れ
は
弱
さ
の

故
で
は
な
く
、
帝
国
的
伸
張
に
伴
う
こ
と
の
で
き
る
資
本
主
義
の
強
さ
の
故
で
あ

っ
た
。

Ｂ
　
イ
ギ
リ
ス
革
命
に
お
け
る
国
民
の
参
政
権
喪
失

こ
の
項
で
は
イ
ギ
リ
ス
革
命
に
よ
っ
て
国
家
主
権
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
側
（
議

会
側
）
に
転
嫁
し
た
事
情
を
第
一
に
取
り
扱
う
。
第
二
に
、
そ
の
勝
利
は
、
ジ
ェ

ー
ム
ズ
・
ホ
ル
ス
タ
ン
『
エ
ュ
ー
ド
の
短
剱
―
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
階
級
闘
争
』

（
二
〇
〇
〇
年
）
に
明
瞭
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
労
働
大
衆
の
急
進
的
実
践
が

イ
ギ
リ
ス
革
命
に
お
い
て
決
定
的

．
．
．

役
割
を
果
た
し
た
。」（（
24
）
―
i
・
ix
・
傍

点
は
引
用
者
）
そ
の
過
程
で
世
界
最
初
の
最
も
民
主
的
で
人
民
主
権
（
生
得
権
）

の
思
想
を
育
く
ん
で
「
人
民
協
定
」（
草
案
）
出
し
た
レ
ベ
ラ
ー
ズ
が
、
な
ぜ
参

政
権
を
強
奪
さ
れ
主
権
者
の
地
位
か
ら
蹴
落
さ
れ
た
の
か
解
明
に
充
て
る
。
最
後

に
第
三
に
、
人
類
史
最
初
の
初
期
共
産
主
義
者
グ
ル
ー
プ
（
デ
ッ
カ
ー
ズ
）
が

「
真
の
レ
ベ
ラ
ー
ズ
」
と
し
て
自
己
を
宣
明
し
、
そ
の
公
然
た
る
原
理
と
行
為
を

も
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
主
義
思
想
潮
流
の
始
源
を
画
し
た
こ
と
の
意
味
を
、
一

言
ふ
れ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
以
上
は
も
ち
ろ
ん
、
ヒ
ル
、
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
お

よ
び
ホ
ル
ス
タ
ン
の
見
解
に
觸
発
さ
れ
た
。

さ
て
、
ヒ
ル
に
よ
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
は
二
つ
の
革
命
の
重
層
し
た
行
程
で

あ
っ
た
。
第
一
に
、「
神
聖
な
〔
近
代
的
〕
財
産
権
の
確
立
（
封
建
的
保
有
の
諸

形
式
の
廃
止
と
自
由
保
有
形
式
へ
の
一
本
化
と
、
王
の
恣
意
的
課
税
権
の
廃
止
）

に
勝
利
し
た
側
の
大
土
地
所
有
者
に
政
治
権
力
を
移
穰
す
る
道
が
あ
っ
た
。
そ
れ

に
よ
っ
て
所
有
権
に
つ
い
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
思
想
、
行
動
の
自
由
意
思
）
の

勝
利
（
自
由
の
支
配
的
普
遍
化
）
に
対
立
す
る
一
切
の
阻
害
を
と
り
除
く
こ
と
、

―
つ
ま
り
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
倫
理
の
一
般
化
を
目
ざ
す
に
至
る
。
だ
が
も
う

一
つ
の
別
の
革
命
路
線
が
あ
っ
た
。
こ
の
路
線
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
が
、
彼
ら

の
信
条
、
理
論
の
徹
底
的
合
理
性
と
特
異
な
行
動
に
よ
っ
て
人
々
を
仰
天
さ
せ
、

思
考
さ
せ
た
。
彼
ら
は
当
時
の
農
村
が
共
同
な
い
し
集
団
的
耕
作
と
公
有
入
会
地

（ager
publicus

）
に
よ
る
相
互
扶
助
的
に
入
り
混
ん
だ
村
落
生
活
が
、
頻
繁
に
ジ

ェ
ン
ト
リ
（
地
主
）
の
私
有
地
（ager

privatus

）
化
に
乱
さ
れ
る
の
を
恐
れ
、
共

同
所
有
を
守
り
、
地
主
の
森
林
の
乱
伐
と
エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
（disafforestation

and
enclosure

）
に
よ
る
一
部
少
数
者
の
手
に
厖
大
に
集
積
さ
れ
る
私
有
化
に
怒

り
反
対
し
、
加
え
て
国
教
会
（state

church

）
と
そ
の
賦
課
す
る
十
分
の
一
税
の

廃
止
、
日
曜
日
の
教
会
へ
の
義
務
的
出
席
の
廃
止
、
そ
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
倫

理
の
廃
止
等
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。（
ヒ
ル
、
一
八
七
二
、
15
頁
）
こ
の
二
重
構
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造
の
把
握
は
ホ
ル
ス
タ
ン
『
エ
ュ
ー
ド
の
短
剱
』
に
お
い
て
も
、
ヒ
ル
に
做
っ
て
、

工
夫
を
こ
ら
し
な
が
ら
、
二
重
構
造
を
継
続
し
て
い
る（

25
）。

が
、
こ
れ
は
明
か
に
、

Ｃ
・
Ｂ
・
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
『
所
有
的
個
人
主
義
の
政
治
理
論
』（
原
文
一
九
六

二
、
訳
一
九
八
〇
年
）
に
よ
る
影
響
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
レ
ベ

ラ
ー
ズ
の
分
裂
・
分
散
化
そ
し
て
「
真
の
レ
ベ
ラ
ー
ズ
」
分
立
の
理
由
を
説
明
す

る
手
が
か
り
と
な
っ
た
。（
24
―
ａ
、
ヒ
ル
、
一
八
七
二
、
補
論
Ａ
で
、
ホ
ッ
ブ

ス
と
ウ
イ
ン
ス
タ
ン
レ
ー
と
の
理
論
上
の
対
比
に
明
瞭
に
示
さ
れ
、
ヒ
ル
の
（
24

―
ｂ
）『
ウ
イ
ン
ス
タ
ン
レ
ー
』
に
は
、
そ
の
対
比
を
解
説
文
中
に
と
り
入
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。）

さ
て
、
次
に
は
「
パ
ト
ニ
ー
討
論
」
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
的
を
し
ぼ
る
こ

と
に
し
、
だ
が
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
諸
宗
派
の
内
容
及
び
「
人
民
協
定
」
の
内
容
に
立

ち
入
る
こ
と
は
省
略
し
た
い
。

（一）

革
命
時
期
の
以
前
か
ら
、
経
済
的
不
況
の
深
化
と
長
期
化
、
他
方
、
人
口
の

増
加
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
下
層
階
級
に
は
社
会
的
政
治
的
不
満
が
満
ち
て

い
た
。
農
村
の
乞
食
と
荒
蕪
地
な
ど
へ
の
無
断
居
住
者
（
ス
コ
ッ
タ
ー
と
云
わ

れ
た
）
が
無
数
に
現
れ
、
他
方
都
市
で
は
定
職
な
き
労
働
者
（m

asterless
ser-

vants

）
が
短
期
間
に
急
増
、
失
業
者

．
．
．

の
厖
大
化
が
と
く
に
ロ
ン
ド
ン
に
集
中
し

て
い
た
。

（二）

彼
ら
は
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
の
新
規
の
軍
隊
、
ニ
ュ
ー
・
モ
デ
ル
・
ア
ー
ミ
ー
に

大
量
に
加
入
し
、
軍
の
決
定
的
力
量
の
中
心
と
な
り
、
そ
の
下
級
兵
士
（rank

and
file

）
は
、
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
（
伝
導
的
職
長
―
引
用
者
の
試
訳
）
と
将
校

に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
は
レ
ベ
ラ
ー
ズ
に
加
盟
し
た
。
レ
ベ
ラ
ー

ズ
に
は
市
民
も
加
盟
し
て
い
る
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
諸
派
を
中
心
と
す
る
政
党
的

役
割
を
果
た
し
た
が
、
ニ
ュ
ー
モ
デ
ル
軍
の
核
心
的
部
分
で
も
あ
っ
た
か
ら
、

「
人
民
協
定
」
草
案
起
草
の
原
動
力
的
重
要
な
役
目
を
果
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、

レ
ベ
ラ
ー
ズ
が
人
権
意
識
を
熟
成
し
て
ゆ
く
に
つ
い
て
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
意

識
（
宗
派
形
成
の
自
由
、
自
主
的
権
利
意
識
）
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ

で
は
レ
ベ
ラ
ー
ズ
の
革
命
的
意
識
の
状
況
を
、
ヒ
ル
に
よ
っ
て
長
文
な
が
ら
引

用
し
て
お
く
。（（
24
）
―
ａ
、
一
九
七
二
、
六
六
頁
）

「
レ
ベ
ラ
ー
ズ
は
内
乱
（
革
命
の
こ
と
―
引
用
者
）
の
な
か
で
国
家
が
崩

壊
し
た
と
思
っ
た
。
遂
に
は
、
正
当
な
手
続
き
で
、
既
存
の
性
格
の
国
家
は

改
編
さ
れ
た
、
―
そ
の
旧
国
家
は
剱
が
唯
一
の
権
威
で
あ
っ
た
の
だ
。
し

か
し
軍
事
力
は
正
当
に
も
権
力
を
人
民

．
．
．
．
．

に
と
り
戻
す
た
め
に
の
み
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
こ
れ
が
「
人
民
協
定
」（T

he
A

greem
ent

of
the

P
eople

）
の
目
標
で
あ
り
、
レ
ベ
ラ
ー
ズ
の
国
家
改
編
の
新
し
い
社
会
契
約

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
六
四
七
年
十
月
に
軍
評
議
会
へ
提
出
さ
れ
た（

26
）。」（

傍

点
は
引
用
者
）「
生
得
権
」
こ
そ
は
、
人
民
が
主
権
者
と
な
る
正
当
な
人
民

主
権
の
保
障
で
あ
っ
た
。

議
会
側
が
勝
利
し
て
主
権
が
移
動
す
る
と
、
軍
事
的
指
揮
官
つ
ま
り
ク
ロ
ム
ウ

エ
ル
を
先
頭
と
す
る
将
軍
た
ち
は
、
指
導
権
を
握
っ
て
離
さ
ず
、
直
ち
に
旧
来
の
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議
会
制
度
の
下
に
あ
り
な
が
ら
、
共
和
制
へ
の
修
正
と
同
時
に
、
参
政
権
の
範
囲
．
．

に．
、
つ
ま
り
参
政
者
の
選
別
に
、
問
題
を
移
し
た
。
し
か
し
上
層
部
が
旧
王
お
よ

び
王
党
派
幹
部
と
は
よ
し
み
を
保
つ
よ
う
努
め
な
が
ら
、
他
方
で
は
軍
の
総
司
令

が
政
治
的
執
権
を
改
め
て
問
い
直
す
こ
と
は
思
い
も
よ
ら
ず
、
む
し
ろ
実
力
の
主

勢
力
の
実
権
の
制
限
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
矛
盾
し
た
現
況
の
乗
り
切
り

が
焦
眉
の
急
務
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
に
気
付
い
た
。
し
か
し
革
命
成
功
の
功

労
者
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
提
出
を
受
納
し
た
民
主
的
社
会
契
約
を
否
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
か
ら
に
は
、
民
主
的
手
順
を
ふ
む
と
い
う
厳
し
い
制
約
下
に
お

か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
プ
ラ
イ
ド
の
パ
ー
ジ
」（
一
六
四
八
）
に
よ
っ
て
長
老
派
を
追
放
す
る
と
、

将
軍
た
ち
の
結
集
す
る
独
立
派
が
権
力
を
排
他
的
に
握
っ
た
。
同
時
に
ピ
ュ
ー
リ

タ
ン
各
派
の
乱
立
す
る
宗
派
結
成
の
自
由
が
認
め
ら
れ
、
数
限
り
な
い
小
宗
派
乱

立
と
な
っ
た
。
し
か
し
乱
立
す
る
小
会
派
の
自
由
化
は
、
生
活
を
拘
束
し
て
き
た
、

ま
た
現
に
拘
束
す
る
機
能
を
打
破
す
る
力
量
と
政
治
的
高
揚
と
が
結
合
し
合
い
、

そ
の
強
烈
な
勢
い
を
伴
っ
た
実
力
の
高
ま
り
を
押
え
る
こ
と
は
殆
ど
で
き
な
く
な

っ
て
、
レ
ベ
ラ
ー
ズ
の
脅
威
・
圧
迫
を
、
粗
野
、
乱
暴
、
無
秩
序
、
乱
派
と
逆
に

攻
撃
し
、
そ
の
勢
力
の
分
散
と
弱
体
化
（
い
わ
ゆ
る
分
割
し
て
統
治
。divide

et

im
pera

）
を
画
策
し
始
め
た
。

こ
れ
に
先
立
ち
、
第
二
次
内
乱
に
至
っ
た
事
情
を
み
る
と
、
将
軍
た
ち
は
国
王

の
逃
避
を
画
策
、
レ
ベ
ラ
ー
ズ
が
そ
れ
に
立
ち
向
う
方
向
に
し
む
け
た
。
し
か
し

将
軍
（
フ
ェ
ア
フ
ッ
ク
ス
）
が
兵
士
へ
の
給
与
未
払
い
分
の
支
払
い
の
約
束
や
政

治
制
度
改
善
の
こ
と
を
約
束
さ
せ
ら
れ
た
が
、
も
し
で
き
な
け
れ
ば
解
任
さ
せ
ら

れ
る
の
を
心
配
し
て
い
た
。
こ
の
時
期
が
、
軍
即
ち
レ
ベ
ラ
ー
ズ
と
将
軍
と
の
間

で
、
指
導
権
を
争
奪
す
る
分
岐
点
で
あ
っ
た
。
正
に
そ
の
と
き
将
軍
の
指
揮
権
が

武
器
に
よ
っ
て
軍
を
圧
服
し
、
指
揮
権
を
回
復
し
た
。
レ
ベ
ラ
ー
ズ
の
軍
評
議
会

の
指
揮
権
を
握
る
試
み
は
失
敗
に
終
っ
た
。
将
軍
は
、
一
方
で
レ
ベ
ラ
ー
ズ
の
改

革
案
、
す
な
わ
ち
、
共
和
国
の
採
用
、
貴
族
院
廃
止
を
受
け
納
れ
、
王
を
殺
害
し

た
。
が
、
民
主
主
義
推
進
の
た
だ
一
つ
の
具
体
案
も
認
め
ら
れ
ず
、
レ
ベ
ラ
ー
ズ

の
指
導
者
の
逮
捕
を
機
と
し
た
レ
ベ
ラ
ー
ズ
の
バ
ー
フ
ォ
ー
ド
（B

urford

）
の
蜂

起
は
弾
圧
・
敗
北
し
て
、
兵
士
民
主
主
義
は
終
っ
た（

27
）。

ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
は
開
庁
と

同
時
に
、
レ
ベ
ラ
ー
ズ
指
導
者
層
を
弾
圧
し
、
兵
士
を
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
侵
略
に
差

し
向
け
、
略
奪
し
た
土
地
を
兵
士
に
配
っ
て
未
払
い
給
与
と
宿
泊
料
の
償
い
と
し

た
。
国
民
統
一
は
粉
粹
さ
れ
、
国
民
は
参
政
権
の
一
切
を
失
っ
た
。

さ
て
右
に
み
た
革
命
劇
を
、
真
に
現
実
化
す
る
前
提
条
件
で
あ
り
、
実
施
主
体

で
あ
る
国
民
・
民
衆
（nation

and
P

opular

）
は
い
か
に
し
て
接
合
（articulate

）

さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
姿
で
立
ち
現
れ
た
か
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。

革
命
を
成
功
に
導
く
主
勢
力
と
な
っ
た
の
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
数
多
く
の
宗

派
（m

ove,
sect

小
規
模
の
サ
ー
ク
ル
で
宗
派
に
至
ら
ぬ
も
の
を
ム
ー
ブ
と
よ

ん
だ
）
の
連
帯
で
あ
り
、「
敵
」
と
対
象
化
さ
れ
た
の
は
、
反
キ
リ
ス
ト
教
グ
ル
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ー
プ
で
あ
っ
た（

28
）。

新
し
い
グ
ル
ー
プ
の
レ
ベ
ラ
ー
ズ
、
デ
ッ
カ
ー
ズ
、
第
五
王
国

派
な
ど
の
政
治
的
グ
ル
ー
プ
の
性
格
の
強
い
も
の
は
、
そ
の
対
策
を
急
速
に
作
り

上
げ
、
他
方
の
宗
派
の
、
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
、
ク
エ
ー
カ
ー
ズ
、
マ
グ
ル
ト
ニ
ア
ン
、

シ
ー
カ
ー
ズ
な
ど
は
、
宗
教
制
度
、
信
仰
内
容
上
の
疑
問
・
要
求
を
も
ち
よ
り
、

代
案
を
も
っ
た
。
ヒ
ル
は
次
の
よ
う
に
、
そ
の
様
相
を
描
写
し
て
い
る
。（
ヒ
ル
、

一
九
七
二
年
、
十
四
頁
）「
一
六
四
五
年
か
ら
一
六
五
五
年
ま
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
す
べ
て
の
も
の
が
、
大
き
く
転
換
し
、
問
い
正
さ
れ
、
再
評
価
さ
れ
た
」
と
。

人
々
は
た
易
く
、
あ
る
グ
ル
ー
プ
か
ら
他
へ
移
り
、
ま
た
一
六
五
〇
年
初
め
に
は
、

ク
エ
ー
カ
ー
は
（
今
日
．
．

よ
り
は
）
は
る
か
に
レ
ベ
ラ
ー
ズ
、
デ
ッ
カ
ー
ズ
、
ラ
ン

タ
ー
ズ
と
共
通
し
て
い
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
彼
ら
の
驚
く
べ
き
特
徴
は
、
ピ
ュ

ー
リ
タ
ン
各
宗
派
は
、
西
欧
精
神
的
基
調
の
基
本
的
価
値
の
共
有
は
こ
こ
で
は
措

く
が
、
教
典
主
義
を
排
し
、
神
（
な
い
し
キ
リ
ス
ト
）
と
直
結
し
た
こ
と
、
そ
れ

ゆ
え
、
共
通
し
て
「
内
な
る
光
」「
内
な
る
神
」
を
自
ら
の
内
部
に
と
り
込
ん
で

い
た
こ
と
で
、
「
内
な
る
光
は
一
つ
」
、
つ
ま
り
共
通
に
も
っ
て
い
た
。

ホ
ル
ス
ト
ン
は
、
戦
い
は
「
統
一
」
の
闘
い
だ
っ
た
と
云
い
、
レ
ベ
ラ
ー
ズ
は
一

六
四
九
年
の
緊
張
時
の
公
文
書
は
、
く
り
か
え
し
「
国
民
契
約
」
を
（
一
六
四
九

年
「
人
民
宣
言
」
を
ふ
く
め
）
訴
え
て
い
る
。（
加
藤
和
敏
、
前
掲
書
、
一
九
九

〇
年
を
み
よ
。
こ
の
本
の
一
六
四
九
年
の
訴
え
や
宣
言
を
み
よ
。
同
書
、
八
三
―

五
、
九
三
―
五
頁
な
ど
）。
ホ
ル
ス
ト
ン
は
こ
れ
を
「
超
階
級
（cross

class

）」

と
の
べ
て
い
る
（
前
掲
、
一
〇
五
―
六
頁
）
が
、
こ
れ
は
「
国
民
」
結
集
の
も
つ

政
治
的
役
割
を
、
権
力
争
奪
の
決
定
的
役
割
を
担
う
も
の
と
し
て
、
知
覚
、
無
自

覚
を
問
わ
ず
、
位
置
ず
け
て
取
り
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
ジ
ェ
ラ
ー
ド
・
ウ
イ
ン
ス
タ
ン
レ
ー
に
つ
き
一
言
し
よ
う
。
こ
の
人

類
史
上
最
初
の
共
産
主
義
者
の
存
在
と
そ
の
主
張
・
行
動
に
は
詳
し
く
は
ふ
れ
な

い
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
モ
デ
ル
的
公
準
を
、
人
類
史
の
正
当
的
潮
流
に
位
置
ず

け
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
類
の
理
念
的
課
題
と
合

一
し
て
い
る
。
そ
の
後
そ
の
公
準
が
い
か
に
扱
わ
れ
た
か
は
、
別
個
の
こ
と
で
あ

る（
29
）。（
補
注
）

第
二
章
　
労
働
者
階
級
の
参
政
権
獲
得
運
動

（ａ）

第
一
階
悌
モ
デ
ル
・
啓
蒙
的
自
己
規
制

メ
タ
フ
ォ
ー
ル
と
モ
デ
ル

は
じ
め
に
、
歴
史
学
が
存
在
理
由
（the

raison
d’être

）
を
主
張
し
う
る
の
は
、

マ
ル
ク
ス
的
論
理
に
お
い
て
、
モ
デ
ル

．
．
．

の
形
成
そ
れ
自
身
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

Ｅ
・
Ｐ
・
ト
ム
ス
ン
に
よ
っ
て
述
べ
て
ゆ
く
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
、
メ
タ
フ
ォ
ー

ル
（m

etaphor

）
の
意
味
を
簡
略
に
示
し
て
お
く
。
わ
が
国
の
国
民
文
化
に
は
、

メ
タ
フ
ォ
ー
ル
に
該
当
す
る
用
語
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
英
和
辞
典
は
そ
れ
を
隠

喩
な
い
し
比
喩
と
訳
す
る
。
他
方
、
メ
タ
フ
ォ
ー
ル
は
比
喩
（figurative

）
と
和

四
〇
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英
辞
典
で
訳
す
る
。
両
者
を
区
別
す
る
の
は
六
ヵ
敷
し
い
が
、
そ
れ
は
結
果
的
に

『
資
本
論
』
な
ど
の
驚
く
べ
き
誤
解
を
、
気
付
か
ず
に
い
る
一
班
の
理
由
で
あ
ろ

う
。
Ｏ
Ｅ
Ｄ
（
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
）
に
は
詳
し
い
説
明
が
あ
る
が
、

O
.w

ordpow
er

D
に
は
簡
便
な
説
明
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
説
明
す
る

（
内
容
は
全
く
同
じ
）。
あ
る
内
容
を
他
の
も
の
（
又
は
人
）
に
よ
り
、
正
確
に
同

．
．
．
．

じ
こ
と

．
．
．

を
示
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
覚
え
て
表
現
す
る
の
は
完
全

に
間
違
い
で
あ
る
。
そ
の
と
き
で
も
勿
論
「
そ
の
よ
う
な
」
と
か
「
ら
し
い
も
の
」

と
す
る
の
は
、
で
き
な
い
。
メ
タ
フ
ォ
ー
ル
を
利
用
す
る
の
は
熟
考
．
．

の
手
が
か
り

．
．
．
．

の
た
め
で
あ
り
、
考
え
ず
に
暗
記
．
．

す
る
の
は
間
違
い
な
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教

聖
典
の
処
女
受
胎
は
比
喩
で
あ
っ
て
も
、
メ
タ
フ
ォ
ー
ル
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト

教
典
に
は
多
用
し
て
い
る
の
で
、
欧
米
で
は
混
乱
は
な
い
。
わ
が
国
で
悲
惨
な
の

は
、『
経
済
学
批
判
』
に
あ
る
、
土
台
と
上
部
構
造
を
メ
タ
フ
ォ
ー
ル
と
受
け
と

ら
ず
、
丸
暗
記
し
て
考
え
る
こ
と
を
さ
け
た
の
は
、
残
酷
な
結
果
を
数
々
生
ん

だ（
30
）。つ

ぎ
に
モ
デ
ル
構
成
の
意
味
に
移
る
が（

31
）、

そ
れ
は
論
争
過
程
で
の
一
駒
で
あ
る

か
ら
、
対
峙
意
見
を
明
示
し
な
け
れ
ば
、
と
も
思
わ
れ
た
が
、
そ
れ
は
省
略
し
簡

単
化
を
選
ん
だ（

32
）。

ト
ム
ス
ン
は
い
く
つ
か
の
問
題
の
う
ち
、
五
つ
を
あ
げ
て
詳
細

説
明
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
を
と
り
上
げ
て
、
必
要
に
限
っ

た
紹
介
に
止
め
た
。（C

f.E
.P.T

hom
pson,1965,pp,349-359

）

さ
て
そ
の
五
つ
と
は
、
要
約
的
に
あ
げ
る
と
、
（一）
ど
ん
な
モ
デ
ル
を
使
う
か

（二）
土
台
と
上
部
構
造
の
メ
タ
フ
ォ
ー
ル
　
（三）
「
経
済
」
過
程
の
慣
習
的
表
示
に
お

け
る
難
点
　
（四）
階
級
の
概
念
、
以
上
で
あ
る
。
さ
て
（一）
で
あ
る
が
、
モ
デ
ル
は
歴

史
的
過
程
の
メ
タ
フ
ォ
ー
ル
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
過
程
の
重
要
部
分
と
そ
の
変

化
を
示
す
。
歴
史
は
お
こ
っ
た
ま
ま
で
、
減
じ
た
り
変
え
た
り
で
き
な
い
。
つ
ま

り
固
定
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
と
モ
デ
ル
は
、
均
衡
を
え
て
の
み
有

効
で
あ
る
が
、
必
ず
辯
証
法
的
に
破
壌
さ
れ
る
。（dis-equilibrium

）
こ
こ
に
認

識
の
軸
心
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
対
峙
（com

from
tation

）
を
通
ず
る
。

私
は
こ
の
点
、
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
ジ
ュ
の
議
論
を
く
ん
で（

33
）、

そ
れ
と
は
対
象
化
さ

れ
る
（objetify

）
機
能
と
相
互
作
用
す
る
と
考
え
て
い
る
。
以
上
で
概
要
を
終
る

が
、
く
り
返
す
と
、
モ
デ
ル
は
全
過
程
（
政
治
、
経
済
、
文
化
、
倫
理
な
ど
）
を

カ
バ
ー
し
、
前
後
と
連
結
さ
れ
、
大
き
く
云
え
ば
（
つ
ま
り
、
直
ち
に
問
う
こ
と

は
な
い
ま
で
も
）
始
源
と
終
点
に
目
く
ば
り

．
．
．
．

が
あ
る
べ
き
だ
と
思
う
。
内
在
的
必

然
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
次
に
、
第
一
モ
デ
ル
に
移
る
。

「
啓
蒙
的
自
立
」
モ
デ
ル

こ
こ
で
は
第
一
モ
デ
ル
を
扱
う
が
、
そ
れ
は
ほ
ぼ
十
八
世
紀
を
お
お
い
、
産
業

革
命
と
一
八
三
二
年
第
一
次
選
挙
法
改
正
ま
で
と
し
、
第
二
モ
デ
ル
は
労
働
党
つ

ま
り
社
会
主
義
政
党
の
成
立
ま
で
と
区
分
す
る
。
こ
れ
を
イ
ギ
リ
ス
に
範
を
と
り
、

モ
デ
ル
作
成
に
好
適
の
場
と
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
後
、
普
通
選

挙
権
獲
得
（
一
九
二
八
年
）
ま
で
、
約
二
八
〇

．
．
．

年
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
憲
法
発
布
か

ら
連
邦
男
女
普
通
選
挙
権
獲
得
（
一
九
七
〇
年
）
ま
で
一
八
二

．
．
．

年
を
要
し
て
、
異

四
一

民
主
主
義
を
拒
否
す
る
資
本
主
義
―
―
森



状
に
長
期
を
要
し
た
。
そ
れ
で
、
労
働
運
動
史
の
足
跡
の
明
確
な
例
を
も
っ
て
時

期
的
に
区
分
し
、
モ
デ
ル
化
に
便
宜
を
備
え
て
い
る
と
考
え
た
。
だ
が
米
英
を
の

ぞ
く
と
、
ホ
ブ
ズ
ホ
ー
ム
が
述
べ
る
よ
う
に
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
い
て

は
、
絶
対
王
政
が
十
八
世
紀
末
ま
で
支
配
し
て
い
た
。
ま
た
産
業
革
命
も
、
一
八

二
八
年
頃
、
英
米
を
の
ぞ
き
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
で
「
産
業
革
命
が
は
じ
ま
ろ
う

と
は
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た（

34
）。」

と
こ
ろ
が
三
〇
年
以
後
、「
事
態
は
急
速
に
か
つ

劇
的
に
変
化
し
た
。」
わ
が
国
の
産
業
革
命
（
十
九
世
紀
末
―
二
十
世
紀
初
頭
）

と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
改
め
て
驚
く
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て

も
自
成
的

．
．
．

市
民
革
命
と
自
生
的

．
．
．

産
業
革
命
は
例
外
的
に
も
見
出
せ
な
か
っ
た

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

。
第

一
表
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
普
通
選
挙
（
男
女
）
権
獲
得
状
況
を
示
す
が
、
第

一
次
世
界
大
戦
の
戦
中
戦
後
に
そ
れ
が
集
中
し
て
い
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
一
例
も

な
か
っ
た
訳
で
あ
る
。

「
階
級
な
き
階
級
闘
争
」

す
で
に
知
っ
て
の
通
り
、
こ
こ
で
は
十
八
世
紀
の
メ
タ
フ
ォ
ー
ル
す
な
わ
ち
モ

デ
ル
が
課
題
で
あ
る
が
、
蓮
見
重
彦
氏
の
『「
知
」
的
放
蕩
論
序
説
』（
河
出
書
房

新
書
）
二
〇
〇
二
年
十
月
を
読
み
、
課
題
の
重
さ
を
改
め
て
知
ら
さ
れ
、
た
じ
ろ

ぐ
思
い
だ
っ
た
。
氏
は
「
十
八
世
紀
は
本
当
に
わ
れ
わ
れ
に
理
解
で
き
る
ん
だ
ろ

う
か
」
と
問
い
、「
ア
ド
ル
ノ
と
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
驚
く
べ
き
誤
認
は
、
知
識

人
が
文
化
の
消
費
形
態
に
ど
れ
ほ
ど
鈍
感
だ
っ
た
か
」
の
象
徴
と
手
き
び
し
く
指

摘
さ
れ
る
。
そ
れ
は
大
衆
文
化
の
（
消
費
形
態
）
の
無
視
を
氏
が
強
調
さ
れ
る
ゆ

え
で
あ
る
が
、
フ
ー
コ
ー
さ
え
「
人
間
の
登
場
」
に
「
真
の
意
味
で
怯
え
て
い
た
」

の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
鋭
く
え
ぐ
っ
て
お
ら
れ
、「「
啓
蒙
」
の
機
能
不
全
に
対

応
す
べ
き
戦
略
に
失
敗
し
続
け
た
の
が
人
類
の
二
十
世
紀
だ
っ
た
の
で
す
。」
と

驚
異
的
に
現
代
知
識
人
の
課
題
を
指
し
示
さ
れ
た
。（
前
掲
書
、
二
三
三
―
二
四

一
頁
）
氏
の
云
わ
れ
る
「
迂
回
の
時
間
」
を
有
効
に
す
べ
く
「
向
い
合
う
姿
勢
」

を
き
た
え
た
い
と
思
う
。
本
稿
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
モ
デ
ル
設
定
を
意
図
し
て

い
る
が
、
未
決
問
題
論
據
（begging

of
the

question

）
の
欺
瞞
を
犯
す
こ
と
な

く
、
さ
り
と
て
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
ー
に
陥
ら
ぬ
留
意
を
も
っ
て
「
啓
蒙
」
に
ア
プ

ロ
ー
チ
を
試
み
る
。

さ
て
、
ト
ム
ス
ン
が
「
階
級
な
き
階
級
闘
争
」（
一
九
七
八
、（
17
）
―
ｂ
）
と

い
う
論
文
を
設
け
た
の
は
、「
貴
族
と
平
民
（
一
九
七
四
、
一
九
九
三
に
所
収
）
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二
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第１表　ヨーロッパ諸国における普通
（男女）選挙権獲得年度順一覧

Gövan Therborn, The Rule of Gapital and the
Rise of Democracy, New Loft Review, 103,
1977, より作成

※は条件つき，（ｃ）は約の意味を示す。

オーストラリア

ニュージーランド

デ ン マ ー ク

ノ ー ル ウ エ イ

オ ー ス ト リ ー

ス ウ ー デ ン

オ ラ ン ダ

フ ィ ン ラ ン ド

ド イ ツ

オ ラ ン ダ

カ ナ ダ

イ ギ リ ス

フ ラ ン ス

イ タ リ ア

ベ ル ギ ー

（参考）日 本

（参）アメリカ（USA）

ス イ ス

1903

1907

1915

1915

1918

1918

1919

1919

1919

1919

1920

1928

1946

1946

1948

1952

1970(C)

1971

１

２

３

４

５

〃

６

〃

〃

〃

７

８

９

〃

10

11

12

13

※

※

※

国　名 年度 順位 備考



と
い
う
論
文
と
ほ
ぼ
同
様
に
、
産
業
化
（
産
業
革
命
）
以
前
の
、
資
本
・
労
働
関

係
未
生
熟
の
状
態
の
期
間
に
涵
養
さ
れ
た
も
の
を
た
し
か
め
、
一
八
三
二
年
ま
で

の
十
八
世
紀
の
特
徴
ず
け
（
モ
デ
ル
＝
メ
タ
フ
ォ
ー
ル
）
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん

そ
れ
は
、
一
八
七
〇
―
一
九
三
二
年
間
の
労
働
者
階
級
の
形
成
（m

aking

）
つ
ま

り
階
級
意
識
と
し
て
の
実
存
に
継
続
（continuity

）
し
得
た
も
の
、
つ
ま
り
そ
れ

を
育
ん
で
い
る
側
面
を
、
モ
デ
ル
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た（

35
）。

十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス

農
村
は
、
他
の
諸
国
も
同
じ
く
、
地
主
と
農
民
社
会
の
伝
統
的
生
活
・
生
産
関
係

に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
十
八
世
紀
中
葉
ま
で
続
い
た
が
、
い
わ
ば
「
単
一
階
級
」
社

会
（one

class
society

）
と
い
い
う
る
も
の
で
、
そ
の
顕
著
な
特
徴
は
（a

reci-

procity
in

gentry
-

plebs
relations;the

structuralequilibrium
of

gentry
-

crow
d

relations

）
地
主
・
平
民
に
お
け
る
相
互
扶
助
関
係
と
も
、
地
主
・
大
衆
の
構
造

的
均
衡
（
安
定
）
と
も
呼
び
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
も
と
よ
り
様
々

な
利
害
の
対
立
（antagonism

）
や
騒
ぎ
立
て
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
対
立
と
妥

協
（
和
解
と
す
べ
き
か
）（antagonism

and
reconciliations

）
に
帰
着
し
た（

36
）。

そ

れ
は
家
父
長
主
義
や
温
情
主
義
、
非
合
理
的
魔
術
思
考
（Z

auber,
M

agic
）
を
介

在
し
た
と
は
い
え
、
現
況
と
そ
の
非
文
化
的
破
壌
と
の
対
立
、
謙
讓
と
の
バ
ラ
ン

ス
（equation

）
の
隔
離
な
ど
の
諸
対
立
が
お
こ
り
え
た
な
か
で
、
平
常
の
力
の

分
野
の
均
衡
が
、
規
則
無
視
（de

-
code

）
の
な
か
で
力
を
失
う
。
そ
し
て
、
自

治
（autonom

y

）
押
し
立
て
の
形
で
の
対
峙
が
刻
ま
れ
た
。
例
え
ば
食
糧
騒
動

（F
ood

riots

）
が
全
国
的
に
蜂
起
し
、
あ
る
い
は
長
官
や
治
安
判
事
に
対
す
る
価

格
、
給
金
、
裁
判
の
決
定
な
ど
へ
の
反
対
の
な
か
で
、「
階
級
な
き
階
級
闘
争
」

は
あ
り
え
た
し
、
あ
の
、
一
六
四
九
年
内
乱
（
革
命
）
の
平
民
的
主
権
（
こ
の
国

は
わ
れ
わ
れ
が
主
人
だ
―
筆
者
注
）
は
継
受
さ
れ
た
。
有
名
な
「
話
し
合
い
と
妥

．
．
．
．
．
．

協．
」
が
す
で
に
定
着
し
て
い
て
、
自
己
規
制
と
平
和
主
義
が
浮
上
し
て
い
る
。

「
対
峙
」
が
明
ら
か
に
文
化
維
持
、
向
上
に
前
向
き
な
の
で
あ
る
。（
ピ
エ
ー
ル
・

ブ
ル
ジ
ュ
を
想
起
さ
れ
よ
）
こ
こ
で
は
、
ト
ム
ス
ン
か
ら
引
用
し
て
区
切
り
と
し

よ
う
。「
実
際
に
、
自
分
な
り
の
展
望
を
成
熟
さ
せ
た
と
さ
え
思
わ
れ
る
ほ
ど
の

強
壮
な
、
独
立
し
た
平
民
文
化
が
こ
の
〔
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
〕
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
挑
戦

し
た
。
…
一
七
九
〇
年
代
温
情
主
義
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
、
た
ち
切
ら
れ
て
ゆ
く

と
き
、
中
産
階
級
の
反
抗
文
化
よ
り
も
平
民
的
文
化
が
最
初
に
姿
を
表
し
た
。
そ

し
て
都
市
職
人
に
及
ん
で
行
っ
た
」（1978,T

he
Poverty

of
T

heory,P,163
;〔

〕

は
引
用
者
）

十
八
世
紀
後
半
は
、
こ
ん
ど
は
非
常
な
緊
張
に
入
っ
た
。
貴
族
寡
頭
政
治
に
よ

る
議
会
政
治
の
無
能
と
腐
敗
選
挙
区
（
あ
わ
せ
て
、（O

ld
C

orruption

）
が
、
ト

ム
・
ペ
イ
ン
に
よ
る
政
治
理
論
の
深
化
と
権
利
意
識
の
深
化
に
助
け
ら
れ
た
普
通

選
挙
権
獲
得
運
動
が
、
全
国
的
ネ
ッ
ト
・
ワ
ー
ク
を
形
成
し
つ
つ
、
公
許
の
有
無

に
拘
ら
ず
、
し
か
し
つ
ね
に
弾
圧
と
防
圧
を
押
し
て
進
め
ら
れ
た
。
一
七
七
〇
年

代
は
連
合
運
動
（T

he
A

ssociation
M

ovem
ent

）
に
始
ま
っ
た
が
、
こ
ん
ど
は
、

ロ
ン
ド
ン
通
信
協
会
（T

he
L

ondon
C

orresponding
Society,1972

）
が
担
手
で

あ
り
、
実
際
に
は
非
公
然
の
形
を
と
り
な
が
ら
勿
ち
全
国
．
．

的
に
及
ん
で
行
き
、
そ

四
三
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の
他
の
憲
法
協
会
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
名
称
の
組
織
を
並
存
し
つ
つ
、
他
方
、
全

国
広
汎
に
、
パ
ン
暴
動
、
食
料
騒
動
が
立
ち
上
り
つ
つ
、
同
時
に
、
中
産
階
級

（
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
こ
の
時
期
以
降
産
業
資
本
家

．
．
．
．
．

を
さ
す
）
が
政
治
同
盟

（P
olitical

U
nion

）
を
形
成
し
つ
つ
連
帯
し
同
盟
し
た
。
彼
ら
両
者
と
も
、
自
ら

の
憲
法
草
案
を
作
成
、
こ
れ
を
採
択
す
る
準
備
を
進
め
て
い
た
た
め
、「
や
が
て

革
命
」（W

ould
-

be
R

evolution

）
の
声
が
高
ま
り
、
こ
の
高
揚
は
恐
怖
感
を
貴

族
な
い
し
大
規
模
所
有
者
に
与
え
た
。
こ
の
同
盟
は
直
前
に
切
れ
、
一
八
三
二
年

権
力
．
．

は
中
産
階
級
に
移
り
つ
つ
、
そ
の
執
行
．
．

は
こ
れ
ま
で
通
り
と
す
る
妥
協
に
至

っ
た
。
労
働
者
階
級
に
参
政
権
は
及
ば
な
か
っ
た
。
選
挙
区
、
選
挙
権
は
大
都
市

と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
再
編
、
整
備
さ
れ
、
す
ぐ
後
の
自
治
都
市
法
に
よ
り
、
都
会
に

男
子
参
政
権
と
い
う
一
種
の
緩
和
的
風
穴
を
敷
い
た（

38
）。

階
級
的
意
識
の
自
己
形
成
と
人
民
闘
争
・
倫
理
の
様
式

云
う
ま
で
も
な
く
、
階
級
（class

）
は
そ
れ
自
体

．
．
．
．

と
し
て
は
無
動
作
で
あ
る
。

私
は
Ｅ
・
Ｐ
・
ト
ム
ス
ン
『
イ
ギ
リ
ス
労
働
者
階
級
の
生
成
』（
一
九
六
三
）
に

お
い
て
採
っ
た
規
定
に
同
意
し
、
Ｋ
・
マ
ル
ク
ス
の
そ
れ
自
体
（an

sich
）
は
不

十
分
な
も
の
（
少
く
と
も
モ
デ
ル
形
成
上
は
）
と
考
え
て
い
る
。
モ
デ
ル
は
歴
史
．
．

で
あ
る
。
し
か
し
予
め
云
う
の
は
さ
け
（
既
述
し
た
が
）、
ト
ム
ス
ン
に
従
う
が
、

ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
ジ
ュ
の
対
象
化
は
対
峙
に
必
然
的
に
随
伴
し
て
い
る
と
考
え
て

い
る
。（
前
で
ふ
れ
た
通
り
、「
対
象
物
と
対
峙
」
の
関
係
を
つ
く
っ
た
。
私
が
考

え
た
も
の
。）

さ
て
、
一
七
九
〇
年
―
一
八
三
〇
年
の
期
間
、
つ
ま
り
産
業
革
命
の
期
間
は
、

旧
来
の
生
活
、
職
業
、
信
仰
、
生
活
慣
習
が
根
底
か
ら
破
壌
、
け
さ
れ
る
な
か
で
、

前
期
の
生
活
態
度
と
社
会
活
動
に
、
果
し
て
一
貫
し
た
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
と

思
わ
れ
る
向
き
も
多
い
と
思
う
。
便
宜
上
云
え
ば
、
や
は
り
モ
ラ
ル
と
階
級
意
識

と
自
治
自
覚
は
流
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
・
決
定
的
な
労
働
者
運
動
倫
理
の
分
岐

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

点．
と
な
り
、
深
刻
で
長
期
的
な
影
響
を
今
日
ま
で
も

．
．
．
．
．

持
ち
続
け
て
い
る
。

産
業
革
命
は
普
通
の
人
で
、
例
え
ば
木
綿
工
業
に
入
っ
た
人
な
ら
（
頭
の
お
か

し
い
人
や
重
傷
者
で
な
か
っ
た
ら
）
誰
で
も
大
金
持
ち
に
な
る
機
械
導
入
と
「
改

良
の
時
代
」（A

ge
of

Im
provem

ent

）
で
あ
っ
た（

39
）。

し
か
し
生
活
水
準
一
般
（
平

均
値
）
で
は
高
め
た
が
、
た
え
ず
物
価
は
急
落
し
、
手
織
工
の
「
衰
退
」
と
強
調

さ
れ
る
ほ
ど
の
小
生
産
者
の
没
落
、
失
業
、
餓
死
な
ど
が
あ
っ
た（

40
）。

工
場
が
激
増

す
る
嵐
の
な
か
で
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
人
口
は
、
一
七
七
二
年
約
二
万
人
の
数

が
二
〇
倍
以
上
に
膨
張
し
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
『
イ
ギ
リ
ス
労
働
者
階
級
の
状
態
』

（
原
文
一
八
四
五
）
は
決
し
て
誇
張
で
は
な
く
（
表
を
参
照
）、
ホ
ー
ム
レ
ス
は
あ

ふ
れ
、
食
糧
一
揆
は
全
国
主
要
都
市
に
あ
ふ
れ
、
そ
れ
ら
は
連
帯
動
作
さ
え
示
し
、

他
方
、
平
均
死
亡
年
令
は
工
場
地
帯
に
お
い
て
驚
異
的
低
年
令
を
示
し
た
（
表
参

照
）。
ス
ト
ラ
イ
キ
は
年
中
行
事
と
な
り
、
と
く
に
鉱
山
ス
ト
ラ
イ
キ
、
劇
場
ス

ト
ラ
イ
キ
は
至
る
と
こ
ろ
に
計
画
会
合
が
も
た
れ
た
。
工
場
機
械
取
り
壌
し
運
動

（L
uddism

）
は
決
し
て
一
時
の
思
い
つ
き
で
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
動
き
と
扇
動
す
る
機
関
は
多
々
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
新
聞
が

四
四

山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
四
巻
第
一
号



一
斉
に
各
地
に
出
現
し
、
噂
で
な
く
現
実
と
論
証
の
た
め
の
教
義
（
聖
典
）
上
の

根
據
と
正
当
性
を
説
得
で
き
た
こ
と
は
、
重
要
性
を
一
挙
に
高
め
た
。
十
九
世
紀

末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
の
新
聞
は
大
き
い
役
割
を
担
っ
た
。
つ
ぎ
に
扇
動
協
会

（Seditious
Society

）
や
友
愛
協
会
（Friendly

Society

）
は
平
民
牧
師

．
．
．
．

の
ス
タ
イ

ル
を
も
っ
て
お
り
、
ユ
ニ
オ
ン
会
や
ク
ラ
ブ
は
、
一
時
的
な
も
の
（
日
本
の
連
呼
）

で
な
く
、
恒
久
的
ク
ラ
ブ
（
集
会
所
）、
新
聞
閲
覧
所
（
読
ん
で
き
か
せ
る
会
を

含
み
）
が
あ
っ
た
。
権
威
の
あ
る
機
関
は
、
道
義
的
自
己
規
制
、
禁
欲
的
自
制
心

の
強
化
を
訓さ
と

す
も
の
と
し
て
、
日
曜
学
校
、
職
工
学
院
が
あ
っ
た（

41
）。

二
つ
目
に
は
、

階
級
意
識
の
自
己
形
成
上
（
ロ
ン
ド
ン
通
信
協
会
な
ど
の
ほ
か
に
）、
大
切
な
の

は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
派
で
、
と
り
わ
け
原
始
メ
ソ
ジ
ス
ト
、
ラ
ン
タ
ー
、
シ

ェ
ー
カ
ー
、
マ

ジ
ッ
ク
・
メ
ソ

ジ
ス
ト
お
よ
び

ク
エ
ー
カ
ー
な

ど
で
あ
る
。
こ

う
名
指
し
て
み

る
と
、
イ
ギ
リ

ス
革
命
時
の
小

会
派
が
い
き
い

き
と
、
こ
こ
で

再
び
出
現
さ

れ
、
「
王
と
教

会
」
「C

ro
w

n

an
d

C
h

u
rch

）

に
対
峙
す
る
「
非
服
従
（
非
国
教
）
と
自
治
」、

「
反
国
教
の
伝
統
」（T

he
T

radition
of

D
issen-

ters

）
の
強
固
な
一
貫
性
が
み
て
と
れ
る
。
そ

の
内
容
に
立
ち
入
る
こ
と
は
略
す
る
。
最
後
に

あ
げ
ら
れ
る
の
は
、「
平
和
と
改
革
」
と
い
う

階
級
意
識
と
モ
ラ
ル
を
自
立
・
自
治
を
こ
め
て

四
五
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第２表　手織工の数（U.K.）と
自動織機（イングランド）の増加

第３表　1842年イギリス工場中心地の
平均死亡年令

N.J.Smelser, Social Change in the lndustrial
Revolution（1959）による。いずれも推定。E. P.
Thompson, English Working - Class, p. 327 f. 2,による。

E. P Thompson, The making of the English Working
Class, Penguin, 1963. P. 365
原表は次による。Report on the Sanitary Covdilion of
the Labouring Classes（1842）
Cf. Asa Briggs, Victoian Cities, uk. 1963, P.101

手 織 工 数

年 次

1801

1810

1820

1830

1833

1840

年 次

1820

1829

1833

人　数

164,000

200,000

240,000

240,000

213,000

123,000

台　数

12,150

55,000

85,000

自動織機数

ゼントリ

52

40

49

38

45

35

商工業者

41

33

38

20

26

22

労働者

38

28

21

17

16

15

ル ト ラ ン ド 州

ト ル ロ

ダ ー ビ ー

マンチェスター

ベスナル・グリーン

リ バ プ ー ル

第４表 トードモルデンにおける
ストライキ資金の応募状況（19世初期）

注. E.P Thompson, English Working Class, pp. 432-3〔 〕は訳者、パブや
教会への金が、廻されたと、注釈している。1790－1830年、メソジ
ストの平民牧師の「ピューリタンの寄与」は改革と非服従を結びつ
けたという。

番号 ポンド
（£）

シリング
（ｓ）

ペンス
（ｄ） 備　　　　　　　考

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

２

０

０

０

０

０

０

１

１

０

５

４

０

６

２

６

６

４

２

２

０

０

６

４

３

４

群中の人、銀のマント、うそでありません

塩の人の写鹿〔地の塩をさす〕

「今の真実」飲食者〔？〕

宿屋主人〔客か？〕

〈愛のめぐみ、正義を行へ〉〔書きなぐり〕

老人悔殺師をつれ

ジャム。タムの妻

アメクス〔名前〕

宿屋

詩の読上げ人〔詩人〕

織工

ジヨの妻、教会へ出す金を廻したという。

へそくりをとり、処罰者のため

1
2

第５表 マンチェスターの人口増加

Alan Kidd, Manchester, Keele
U, P., 1993, p. 22

年度・年次

1801

1811

1821

1831

1841

1851

人　口

76,788

91,136

129,036

187,022

242,983

316,213



吸
収
し
て
ゆ
く
努
力
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
秘
密
の
産
業
〔
ト
レ
ー
ド
〕
評
議
会
」

「
評
議
会
の
秩
序
」
維
持
の
た
め
の
委
員
会
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
工
業
地
帯
―
マ

ン
チ
ェ
ス
タ
ー
、
オ
ル
ダ
ム
、
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
、
マ
ク
ル
ス
フ
ィ
ー
ト
な
ど
―
に

数
多
く
設
立
さ
れ
、
階
級
意
識

．
．
．
．

と
は
こ
こ
で
は
階
級
対
立
と
闘
争
を
意
味
し
て
い

た
。そ

う
し
た
な
か
で
、
数
々
の
闘
争
が
く
り
広
げ
ら
れ
た
が
、
ト
ム
ス
ン
は
こ
う

云
う
。「
お
そ
ら
く
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
的
伝
統
に
最
も
永
続
的
影
響
を
与
え
た

も
の
は
、
カ
ト
ー
街
〔
事
件
〕
や
「
六
項
目
〔
の
つ
く
り
上
げ
〕」
で
な
く
て

（
六
項
目
と
は
、
の
ち
の
チ
ャ
テ
ィ
ス
ト
の
要
求
の
原
型
を
さ
す
）、（
マ
ン
チ
ェ

ス
タ
ー
の
）「
ペ
ー
タ
ー
ル
ー
〔
大
虐
殺
〕」
で
あ
っ
た
。」（
ト
ム
ス
ン
『
労
働
者

階
級
の
生
成
』
七
七
九
頁
）

で
は
ペ
ー
タ
ー
ル
ー
と
は
何
で
あ
り
、
ど
ん
な
意
味
を
イ
ギ
リ
ス
史
に
、
あ
る

い
は
世
界
史
上

．
．
．
．

、
持
ち
続
け
て
い
る
の
か（

42
）。

一
八
一
九
年
八
月
十
六
日
（
月
曜
日
）
近
隣
町
村
を
ふ
く
め
、
セ
ン
ト
・
ペ
ー

タ
ー
広
場
に
推
定
六
万
の
群
集
が
集
り
、
全
国
的
に
有
名
な
急
進
的
政
治
家
ヘ
ン

リ
・
ハ
ン
ト
か
ら
、
現
在
の
経
済
的
困
難
と
政
治
的
無
権
利
の
回
復
の
話
を
き
き

に
、
女
子
や
幼
児
を
伴
い
、
公
然
の
公
開
野
外
集
会
を
も
っ
た
。
議
会
の
毎
年
開

催
、
参
政
権
、
穀
物
法
廃
止
が
内
容
の
、
あ
り
き
た
り
の
平
静
な
集
会
で
あ
っ
た
。

と
は
い
え
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
は
、
一
八
〇
八
年
、
一
八
一
二
年
、
一
八
一
七
年
、

一
八
一
八
年
と
食
糧
一
揆
、
ラ
ダ
イ
ト
、
居
住
状
況
改
善
、
賃
金
問
題
な
ど
の
ト

ラ
ブ
ル
が
続
き
、
と
く
に
議
席
の
な
い
自
由
都
市
（
国
政
へ
の
無
権
利
）
に
、
つ

ま
り
歴
史
家
の
「
古
く
か
ら
の
腐
敗
」（O

ld
C

orruption

）
に
不
満
は
み
ち
て
い

た
。
怒
っ
て
い
た
。
近
隣
都
市
の
騒
動
で
は
、「
自
由
の
帽
子
」（C

ap
of

L
iberty

）

を
か
ぶ
る
者
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
革
命
的
意
思
の
表
示
で
あ
り
続
け
て
き
た
が
、

こ
こ
（
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
）
で
は
そ
う
い
う
ム
ー
ド
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
驚
く
べ
き
こ
と
が
起
こ
っ
た
。
長
官
が
特
別
騎
馬
機
動
隊
（
ヨ
ー
マ
ン

リ
ー
）
を
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
、
チ
ェ
ス
タ
ー
か
ら
武
装
し
て
な
だ
れ
こ
み
、
死
者

十
名
、
数
百
人
の
負
傷
者
を
出
し
、「
ペ
ー
タ
ー
ル
ー
大
虐
殺
」〈P

eterlo
o

M
assacre

〉
の
名
を
史
上
に
残
し
た
。
こ
の
ヨ
ー
マ
ン
は
地
方
人
の
中
産
者
階
級

を
隊
員
と
し
、
兵
員
や
警
官
を
含
ん
で
い
た
の
で
、「
過
剰
防
衛
」
の
ご
う
ご
う

た
る
非
難
が
、
加
害
者
を
当
局
が
問
責
し
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
に
つ
れ
、
未
曽

有
に
高
ま
っ
た
。
そ
の
場
に
居
た
、
ヘ
ン
リ
・
ハ
ン
ト
は
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の

「
道
徳
的
勝
利
」
と
唱
え
て
い
た
。
ト
ム
ス
ン
は
そ
れ
を
大
著
に
詳
細
に
紹
介
し

て
い
る
。
今
日
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
市
教
育
委
員
会
の
資
料
に
は
、「
ペ
ー
タ
ー

ル
ー
の
歌
」
が
掲
げ
ら
れ
、「
ペ
ー
タ
ー
ル
ー
・
メ
ダ
ル
」
も
あ
る
が
、
そ
の
う

ち
の
絵
の
一
つ
に
は
、「
ペ
ー
タ
ー
ル
ー
の
英
雄
．
．

」
と
題
す
る
も
の
さ
え
、
現
に

販
売
し
て
い
る
。
そ
の
絵
に
も
、
メ
ダ
ル
に
も
、「
自
由
の
帽
子
」
が
高
々
と
か

か
げ
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
エ
ン
の
協
同
社
会
、
す
な

わ
ち
「
新
し
い
社
会
観

．
．
．
．
．
．

」
が
提
示
さ
れ
た
。
そ
れ
は
新
し
い

．
．
．

人
間
形
成
を
土
台
と

し
、「
モ
ラ
ル
」
の
高
揚
に
立
脚
し
て
い
た
。
か
く
し
て
道
義
的
優
越

．
．
．
．
．

は
武
力
に
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勝
り
、
政
治
的
潮
流
を
支
配
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
徹
底
的
な
自
由
と
民
主
主
義

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

、

お
そ
れ
る
こ
と
な
し
に
話
し
合
え
る
公
開

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

、
公
然
の
伝
統

．
．
．
．
．

は
、
こ
こ
を
境
に
転
換

し
た
。
オ
ー
エ
ン
は
「
新
道
徳
の
世
界
」
を
提
起
し
た
。

啓
蒙
と
解
放（

43
）

最
後
に
、
こ
の
モ
デ
ル
化
の
主
張
に
は
、「
啓
蒙
」
が
あ
る
の
を
お
も
い
起
こ

し
て
い
た
だ
き
、
略
逑
し
た
い
。
ペ
ー
タ
ー
ル
ー
の
前
、
一
八
一
六
年
頃
、
ラ
ン

カ
シ
ャ
ー
で
は
と
り
わ
け
、
新
し
い
憲
政
改
正
主
義
の
新
し
い
タ
イ
プ
の
運
動
が

現
れ
た
。
そ
れ
は
ペ
ー
タ
ー
ル
ー
（「
モ
ラ
ル
」
に
身
を
固
め
反
抗
的
暴
力
を
控

え
、
暴
力
者
を
下
卑
視
す
る
生
活
態
度
）
の
前
兆
と
な
っ
た
が
、
あ
の
有
名
な

「
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ガ
ー
デ
ア
ン
」
紙
（
一
八
二
一
年
）
の
創
始
者
バ
ン
フ
ォ

ー
ド
は
、
そ
れ
に
気
付
い
て
お
り
、「
清
潔
」「
節
酒
」
そ
し
て
「
秩
序
」
を
あ
げ
、

ヘ
ン
リ
ー
ハ
ン
ト
の
示
唆
で
「
平
和
」
を
そ
れ
に
加
え
た
、
と
語
っ
た
（
ト
ム
ス

ン
、
前
掲
書
七
四
頁
）。
運
動
は
か
く
し
て
、
平
和
主
義
、
憲
法
改
革
主
義
、
主

体
的
自
己
規
制
、
改
良
を
へ
た
革
命
、
一
言
で
い
え
ば
、
自
由
と
民
主
主
義
に
立

つ
生
活
文
化
を
土
台
と
す
る
理
論
の
発
達
を
へ
た
革
命
を
見
透
し
し
て
い
た
（
ト

ム
ス
ン
、
七
三
四
―
六
頁
）。
こ
の
啓
蒙
主
義
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
に
よ

る
と
、
（一）
啓
蒙
は
歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
の
総
体
と
し
て
、
つ
ね
に
変
る
も
の
で
単
純

な
権
威
主
義
を
拒
否

．
．
．
．
．
．
．

し
、
理
性
主
義

．
．
．
．

、
合
理
主
義

．
．
．
．

に
埋
没
し
て
は
な
ら
な
い
。
（二）

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
啓
蒙
と
は
別
の
も
の
で
、
批
判
は
つ
ね
に
あ
る
も
の
だ
が
、

そ
れ
は
拒
否
と
は
ち
が
い
、
ち
が
い
を
互
に
み
と
め
る
立
場
に
立
つ（

44
）。

こ
こ
で
問
題
を
深
め
る
た
め
、
つ
ま
り
ア
ジ
ア
か
ら
の
課
題
に
応
え
て
ゆ
く
視

点
を
求
め
て
、
Ｅ
・
Ｊ
・
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
の
意
見
を
聴
こ
う
。
以
下
同
氏
『
市
民

革
命
と
産
業
革
命
』（
一
九
六
八
）
に
主
に
依
存
す
る（

45
）。

改
め
て
紹
介
す
る
ま
で

も
な
く
、
本
書
は
一
七
八
九
年
と
一
八
四
八
年
と
の
間
の
世
界
の
変
化
を
、
有
名

な
「
二
重
革
命
」the

‘dual
revolution’

の
帰
結
（
P.V
）
と
あ
と
づ
け
る
試
み
で

あ
る
。
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
産
業
革
命
（
イ
ギ
リ
ス
）
で
あ
る
の
は
云
う
ま

で
も
な
い
。
そ
の
な
か
で
、「
啓
蒙
主
義
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
云
わ
れ
る
。

啓
蒙
主
義
を
中
流
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
す
る
の
は
、
正
確
で
な
い
。
た
と
え

多
数
の
啓
蒙
主
義
者
が
「
自
由
な
社
会
」
は
資
本
主
義
と
仮
定
し
て
い
た
と
し
て

も
、
そ
う
で
あ
っ
た
。
理
論
上
は
啓
蒙
主
義
の
目
的
は
人
類
の
解
放
で
あ
っ
た
か

ら
、
む
し
ろ
啓
蒙
主
義
を
「
革
命
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
よ
ぶ
方
が
、
も
っ
と
正

確
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
旧
い
社
会
的
政
治
的
秩
序
の
廃
止
を
そ
う
呼
ぶ
こ
と
が

行
き
わ
た
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
云
っ
て
も
旧
秩
序
が
自
ら
廃
棄
す
る
と
の

期
待
は
、
行
き
過
ぎ
た
も
の
で
、
反
対
に
、
新
し
い
社
会
経
済
的
力
に
対
抗
し
た

の
は
王
政
だ
っ
た
、
と
い
う
説
明
を
し
て
お
ら
れ
る
（
前
掲
書
、
三
四
頁
）。
か

く
て
二
つ
の
古
い
力
と
新
し
い
力
と
の
対
立
は
さ
け
難
か
っ
た
が
、
一
方
が
イ
ギ

リ
ス
産
業
革
命
の
影
響
下
に
、
他
方
、
政
治
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
フ
ラ
ン
ス
革
命

下
に
あ
っ
て
十
九
世
紀
の
世
界
経
済
が
形
成
さ
れ
た
限
り
、
両
者
は
競
争
的
と
い

う
よ
り
補
完
的
で
、
二
重
革
命
は
一
点
に
集
中
し
た
（
八
二
頁
）
の
で
あ
る
。
そ

の
あ
と
方
を
顧
み
れ
ば
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
勝
利
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
十
八
世
紀

四
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啓
蒙
主
義
を
ふ
き
こ
む
と
同
時
に
、
現
世
主
義
の
労
働
階
級
や
社
会
主
義
は
、
支

配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
つ
限
り
、
十
八
世
紀
の
合
理
主
義
に
基
づ
い
て
い
た
。

そ
れ
は
、
し
た
が
っ
て
一
定
期
間
、
い
ち
じ
る
し
い
非
宗
教
化
の
傾
向
で
あ
っ
た

（
前
掲
、
三
六
一
―
三
頁
）。

と
こ
ろ
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
二
重
革
命
の
時
代
に
あ
ら
わ
れ
た
中
流
階
級

自
由
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
急
進
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
勝
利
と
精

巧
化
は
、
同
時
に
歓
迎
さ
れ
て
出
現
し
た
国
家
や
社
会
と
の
衝
撃
で
、
崩
壊
し
た

こ
と
で
あ
っ
た
（
四
〇
九
頁
）。
二
重
革
命
は
古
い
農
林
生
活
の
一
部
を
荒
廃
さ

せ
た
に
せ
よ
、
従
来
の
文
化
を
完
全
に
破
壌
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
、
と
云
い
切

っ
て
お
ら
れ
る
（
四
五
六
頁
）。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
二
重
革
命
の
啓
蒙
主
義
の
合
理
主
義
が
、
中
途
で

立
ち
止
っ
た
理
由
は
、
説
明
の
範
囲
外
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
労
働
者

階
級
の
啓
蒙
主
義
は
、
勿
論
一
本
の
、
あ
る
い
は
純
粋
の
合
理
主
義
そ
れ
自
身
と

し
て
現
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
、
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
二
重
革

命
の
相
互
の
補
完
性
は
あ
り
え
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
だ
、
と
私
は
思
う
。
な

ぜ
な
ら
、
合
理
性
と
い
う
共
通
項
な
し
に
は
、
統
一
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
が
第
一
の
問
題
だ
と
す
れ
ば
、
第
二
に
は
啓
蒙
主
義
的
合
理
性
と
は
、
西
欧

神
秘
主
義
思
潮
の
流
れ
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
と
き
、
合
理
主
義
が
政
治
・
経
済

に
お
い
て
、
よ
そ
お
い
を
被
こ
う
も

ら
ず
に
立
ち
現
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
と

い
う
疑
問
が
残
っ
た
。
私
た
ち
ア
ジ
ア
社
会
は
、
今
日
、
合
理
性
に
ド
レ
ス
を
着

せ
、
中
途
で
立
ち
止
る
ゆ
と
り
は
な
い
ま
ま
に
、
政
治
、
経
済
、
文
化
と
科
学
の

諸
課
題
に
面
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
西
欧
合
理
主
義
は
、
特
別
の
相
違
点

（diffarentia
specifica

）
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
と
な
り
続
け
る
。
現
に

ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
は
、
宗
教
の
世
俗
化
、
非
宗
教
化
を
語
っ
て
い
る
が
、
他
方
で
宗

教
の
振
興
を
語
り
（
イ
ス
ラ
ム
教
な
ど
）、
英
米
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
至
っ
て

は
「
不
動
の
も
の
」（
三
七
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
の
だ
。（
三
六
六
頁
以
下
参
照
）

「
不
動
」
の
存
在
と
は
、
云
う
ま
で
も
な
く
、
民
衆
の
日
常
生
活
に
宗
教
が
し
み

込
ま
れ
、
日
常
習
慣
そ
の
も
の
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
具
現
化
と
し
て
営
ま
れ
て

い
る
こ
と
を
指
す
。
と
す
れ
ば
そ
の
な
か
で
合
理
主
義
が
非
合
理
主
義
と
か
ら
み

合
い
、
切
り
離
ち
難
い
事
実
の
中
で
自
ら
を
貫
く
。
い
か
に
、
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
と

て
、
資
本
主
義
の
エ
ー
ト
ス
が
少
し
も
混
在
し
て
い
な
い
と
云
い
切
る
自
信
は
な

い
だ
ろ
う
。
こ
う
み
て
く
る
と
、
合
理
性
を
抽
象
化
し
て
、
両
者
に
共
有
す
る
ゆ

え
に
統
一
さ
れ
、
そ
れ
を
基
軸
に
二
重
革
命
が
推
し
進
め
ら
れ
た
と
す
る
の
は
、

す
で
に
発
足
に
お
い
て

．
．
．
．
．
．
．
．
．

、
決
定
的
に
誤
っ
て
い
た

．
．
．
．
．
．
．
．
．

と
断
ず
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ア
ジ
ア
は
ア
ジ
ア
で
自
己
自
身
の
歴
史
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然

だ
が
、
国
民
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
克
服
の
課
題
は
、
抽
象
的
合
理
性
で
は
な

く
て
、
実
際
は
、
い
わ
ゆ
る
受
肉
し
た
宗
教
的
な
い
し
土
地
柄
の
生
活
文
化
の
混

合
を
通
し
て
、
合
理
性
を
見
極
め
て
貫
く
途
し
か
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
項

の
始
め
に
、
フ
ー
コ
ー
を
も
ち
出
し
て
お
い
た
の
も
、
そ
れ
ゆ
え
で
あ
っ
た（

46
）。
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第
三
章
　
イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

労
働
者
政
党
の
成
立

（ａ）

十
九
世
紀
と
イ
ギ
リ
ス
労
働
者
階
級

「
モ
ラ
ル
経
済
」
の
崩
れ
と
権
利
の
分
散
・
個
別
化

十
九
世
紀
は
産
業
革
命
と
自
由
化
の
波
頭
に
流
さ
れ
て
ゆ
く
潮
流
の
中
で
、
労

働
者
の
追
加
的
課
題
は
、
新
し
く
「
非
服
従
の
伝
統
」
を
改
新
し
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト

を
現
実
的
に
設
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
さ
し
当
り
浮
上

す
る
の
は
、「
モ
ラ
ル
経
済
」
と
権
利
の
分
散
化
だ
っ
た
と
思
う
。
モ
ラ
ル
経
済

と
い
う
の
は
、
社
会
生
活
の
旧
秩
序
が
経
済
活
動
の
控
え
目
に
よ
っ
て
（
日
本
的

で
云
え
ば
、「
経
済
ア
ニ
マ
ル
」
の
分
離
突
出
・
経
済
主
義
の
自
立
化
が
正
確
だ

が
）、
調
和
を
保
ち
一
種
の
均
衡
（equilibrium

）
を
維
持
し
て
い
た
が
、
機
械
の

採
用
に
当
っ
て
、
機
械
そ
の
も
の
が
「
物
」
と
し
て
中
立
的
で
あ
る
と
位
置
づ
け

る
こ
と
で
、
啓
蒙
主
義
が
こ
れ
を
、
い
わ
ば
、
す
り
抜
け
た
。
つ
ま
り
経
済
主
義

が
自
立
し
て
、
そ
れ
だ
け
抜
け
出
す
と
と
も
に
、
旧
秩
序
の
緩
み
と
の
対
応
を
迫

ら
れ
た
。
こ
れ
は
均
衡
破
壌
（de-equilibrium

）
の
再
調
整
の
限
度
を
こ
え
て
い

た
。
も
ち
ろ
ん
当
初
は
、
工
場
は
熟
練
工
下
の
組
織
編
成
に
よ
る
二
重
雇
用
の
分

だ
け
、
工
場
主
と
の
関
係
に
緩
和
は
あ
っ
た
（
つ
ま
り
請
負
的
で
あ
っ
た
）
と
は

い
え
、
労
働
規
律
は
従
来
の
ギ
ル
ド
的
な
い
し
農
村
共
同
体
的
生
活
ス
タ
イ
ル

（a
w

ay
of

life

）
と
は
異
質
で
あ
っ
た
。

も
う
一
つ
の
、
社
会
的
司
法
的
プ
レ
シ
ャ
ー
は
、
す
で
に
常
備
軍
を
廃
し
た
な

か
で
、
し
か
し
貴
族
寡
頭
政
治
の
秩
序
を
、
未
整
備
の
ま
ま
の
地
主
的
（
ゼ
ン
ト

リ
的
）
地
方
体
制
を
維
持
す
る
た
め
に
も
、
市
民
的
権
利
（civil

rights

）
＝
市

民
的
自
由
は
譲
歩
さ
れ
た
。
こ
の
経
緯
は
、
評
判
の
高
い
、
Ｔ
・
Ｈ
・
マ
ー
シ
ャ

ル
『
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
社
会
的
階
級
』（
一
九
三
七
、
邦
訳
は
増
補
再
版
。

一
九
五
〇
年（

47
））

に
詳
細
で
整
っ
た
順
位
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と

（
一
九
頁
）、
十
八
世
紀
は
市
民
的
権
利
、
十
九
世
紀
は
政
治
的
権
利
、
二
十
世
紀

に
入
っ
て
社
会
的
権
利
に
及
ん
で
い
っ
た
と
さ
れ
、
今
日
は
福
祉
や
移
民
労
働
者

を
含
め
て
、
二
重
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
、
あ
る
い
は
「
社
会
憲
章
」
な
ど
が
唱
え

ら
れ
て
い
る
（
一
八
八
頁
）。
こ
こ
で
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ

の
分
散
化
と
個
別
分
立
化
と
、
総
体
化
し
た
と
き
の
意
味
や
主
権
意
識
が
稀
薄
化

し
て
ゆ
く
傾
向
に
あ
る
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
分
立
化
・
分
散

化
し
た
権
利
の
亨
受
資
格
が
規
準
化
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
権
利
が
物
件
的
性
格
を

強
め
、
社
会
的
地
位
（social

status

）
と
し
て
現
れ
差
別
機
能
を
併
せ
持
つ
傾
向

を
み
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
以
上
は
国
際
的
に
い
え
る
こ
と
と
は
い
え
、
イ

ギ
リ
ス
の
経
済
全
体
と
し
て
も
、
特
異
な
存
在
の
特
徴
を
も
つ
も
の
に
、
浮
き
上

っ
て
く
る
の
は
、
さ
け
難
か
っ
た
。

四
九
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イ
ギ
リ
ス
経
済
の
例
外
性
と
奴
隷
の
不
可
欠
性

マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
二
十
四
章
で
、
イ
ギ
リ
ス
を
例
に
と
る
の
は
、

「
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
の
み
典
型
的
な
形
態
」
を
と
る
ゆ
え
で
あ
る
と
の
べ
て
あ

る
。
こ
の
言
葉
は
、
典
型
．
．

と
は
模
範
的

．
．
．

で
も
あ
る
か
の
如
く
響
き
、
イ
ギ
リ
ス
が

例
外
的
な
、
異
状
な
国
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
る
に
十
分
で
あ
っ
た
。
も
と
も

と
イ
ギ
リ
ス
は
、
ご
く
小
国
で
貧
弱
で
あ
り
、
国
内
経
済
は
、
雨
降
り
続
き
で
日

照
少
く
、
可
耕
地
は
狭
少
で
貧
弱
至
極
の
弱
体
な
経
済
で
、
人
口
の
ご
く
少
な
い

国
で
あ
っ
た
。
海
外
へ
富
を
求
め
る
こ
と
つ
ま
り
奴
隷
狩
り
な
し
に
、
産
業
革
命

な
ど
思
い
も
よ
ら
ず
、
そ
れ
な
し
に
は
決
し
て
成
り
立
た
な
か
っ
た
。
奴
隷
貿
易

は
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
の
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
と
の
私
の
主
張
は
、par

excel-

lence

な
偉
大
な
二
人
の
巨
匠
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
も
、
大
塚
久
雄
教

授
の
輝
か
し
い
成
果
と
も
、
真
向
か
ら
そ
の
見
解
と
は
対
立
す
る
。
し
か
し
、
こ

の
こ
と
が
云
え
る
と
す
れ
ば
、
労
働
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
、
さ
ら
に
は
国

民
一
般
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
、
ど
ん
な
意
味
合
い
を
持
つ
か
を
考
え
る
と

き
、
決
し
て
軽
い
問
題
で
は
な
い
。

さ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
研
究
者
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
（
奴
隷
制
の
研
究
者
）
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
イ
ギ
リ
ス
の
人
口
移
動
と
移
民
へ
の
希
望
は
例
外
的
に

大
で
あ
っ
た
。
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
一
六
一
〇
―
六
〇
年
間
〔
約
五
〇
年
―
引
用

者
〕
に
、
ア
メ
リ
カ
向
け
の
移
民
者
は
十
七
万
人
か
ら
二
十
二
万
五
〇
〇
〇
人
へ
、

う
ち
一
万
か
ら
十
三
万
五
〇
〇
〇
人
は
カ
リ
プ
海
、
五
万
人
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
、

二
万
か
ら
二
万
五
〇
〇
〇
人
は
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
七
万
人
の
英
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
人
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
向
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
多
く
は
戻
っ
た
。
イ
ギ

リ
ス
革
命
前
、
年
移
民
率
は
五
〇
〇
〇
人
か
ら
八
万
五
〇
〇
〇
人
で
、
イ
ベ
リ
ア

か
ら
の
移
民
の
倍
以
上
で
あ
っ
た
。」
と（

48
）。

以
下
に
か
か
げ
る
諸
統
計
・
図
は
、
次
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

（
統
計
を
み
て
下
さ
い
）

イ
ギ
リ
ス
の
生
産
諸
品
の
輸
出
先
は
、
大
部
分
が
北
ア
メ
リ
カ
（
植
民
地
時
代

を
ふ
く
む
）
お
よ
び
カ
リ
プ
海
な
ど
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、
植
民
地
経
営
に
向

け
ら
れ
て
い
た
。
綿
製
品
や
諸
製
品
は
、
す
べ
て
、
国
内
消
費
率
は
ご
く
一
部
、

少
量
に
止
っ
た
。
そ
こ
に
（
つ
ま
り
、
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
）
奴
隷
が
不
可
欠

の
要
素
と
し
て
送
り
込
ま
れ
、
そ
れ
が
廃
止
後
は
、
ア
ジ
ア

．
．
．

、
メ
キ
シ
コ
な
ど
の

移
民
に
と
っ
て
代
っ
た
。（
ア
ジ
ア
で
は
、
中
国
人
の
ク
ー
リ
ー
が
多
く
、
ま
た

早
か
っ
た
。）
イ
ギ
リ
ス
人
の
移
民

．
．
．
．
．
．
．
．

は
非
常
に
多
く
、
他
の
列
強
を
は
る
か
に
、

少
く
と
も
当
初
は
、
つ
ね
に
最
大
多
数
を
保
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
移
民
は
ア

メ
リ
カ
の
都
市
住
民
の
エ
リ
ー
ト
と
な
り
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
の
労
働
者
の
立
場
を
、

経
済
的
政
治
的
に
支
え
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
労
働
者
の
労
働
需
給
に
よ
る
賃
金

決
定
、
閉
鎖
的
労
働
組
合
（closed

system

）
に
よ
る
入
職
制
限
が
、
事
実
上
で

き
た
。
名
目
賃
金
（
名
目
的
諸
商
品
価
格
を
ふ
く
む
）
と
実
質
賃
金
（
諸
品
を
ふ

く
む
）
の
格
差
を
是
正
せ
し
め
る
金
融
・
信
用
・
価
格
政
策
へ
の
一
定
の
影
響
を

及
ぼ
し
え
た
。
そ
こ
に
は
、
市
場
原
理
の
容
認
が
ふ
く
ま
れ
て
お
り
、
中
産
階
級

五
〇

山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
四
巻
第
一
号
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第６表　10年単位でみたヨーロッパからの移民数（単位1000人）

ヨーロッパ歴史統計。フライアン．Ｒ．ミッチェル1750－1993, P.129

オーストリア＝ハンガリー－１

ベルギー
デンマーク
フィンランド

フランス
ドイツ７

イタリア
オランダ

ノルウェー
ポーランド
ポルトガル
ロシア

スペイン
スウェーデン
スイス
連合国王とアイルランド

31
1
…
…

27
671
5
16

36
…
45
…

3
17
6

1,313

1851
-60 

40
2
8
…

36
779
27
20

98
…
79
…

7
122
15

1,572

1861
-70

46
2
39
…

66
626
168
17

85
…
131
58

13
103
36

1,849

1871
-80 

248
21
82
26

119
1,342
992
52

187
…
185
288

572
327
85

3,259

1881
-90

440
16
51
59

51
527
1,580
24

95
…
266
481

791
205
35

2,149

1891
-1900 

1,111
30
73
159

53
274
3,615
28

191
…
324
911

1,091
324
37

3,150

1901
-10 

418
21
52
67

32
91

2,194
22

62
…
402
420

1,306
86
31

2,587

1911
-20

61
33
64
73

4
564
1,370
32

87
634
995
…

560
107
50

2,151

1921
-30

11
20
100
3

5
121
235
4

6
164
108
…

132
8
47
262

1931
-40 

…
29
38
7

618
467
75

109

…
6913

…

166
23
18
755

1941
-50

533

109
68
32

155
872
858
341

25
…
346
…

543
43
23

1,454

1951
-60 

第７表　イギリス奴隷貿易の数と利潤　17-61-1087

航 海 トン数
（1000t） 奴隷数 平均販売価格

£
粗収入
£

利　潤
£

利潤率
％

1761-70

1771-80

1781-90

1791-1800

1801-07

計

1,368

1,080

998

1,341

906

5,693

153

120

159

278

218

1,428

284,834

233,042

294,865

393,404

217,556

1,428,701

29

35

36

50

60

42

8,260,186

8,156,305

10,615,140

19,920,200

13,053,360

60,005,356

548,769

714,484

848,129

1,897,234

363,060

4,371,676

8.2

12.1

10.7

13.0

3.3

9.5

R. Blackbwm, The Making of New ’World Slavery, 1492-1800, Verso, 1997, P.511, Table XII.0より抽出作成

第８表　選出・国別移民者数1820-1940 

イギリス アイルランド スカンヂナビア諸国 ドイツ 中国 日本 韓国 カナダ、ニュ
・ファンド

西インド
諸島

オーストラリア
ニュージーランド

1821

1831

1841

1851

1861

1871

1881

1891

1901

1911

1921

1931

1941

備考

3 ,210

2 ,475

16 ,188

51 ,487

19 ,676

85 ,455

81 ,276

66 ,605

14 ,985

73 ,384

51 ,142

9 ,110

7 ,714

1 ,518

5 ,772

37 ,772

221 ,253

23 ,797

57 ,439

72 ,342

55 ,706

30 ,561

29 ,112

28 ,435

7 ,305

272

24

36

226

2 ,438

850

22 ,132

81 ,582

60 ,107

39 ,234

42 ,285

22 ,854

3 ,144

2 ,137

383

2 ,413

15 ,291

72 ,482

31 ,661

82 ,554

210 ,485

113 ,554

21 ,651

32 ,061

6 ,803

10 ,401

4 ,028

－

－

2

－

7 ,518

7 ,135

11 ,890

2 ,836

2 ,459

1 ,460

4 ,009

1 ,150

1 ,002

1854年より
大きくなる

－

－

－

－

1

78

11

1 ,136

5 ,269

4 ,520

7 ,878

653

289

1886年頃よ
り大きくなる

－

－

－

－

－

1946年よ
り開始

184

176

1 ,816

7 ,638

2 ,069

47 ,164

125 ,450

234

777

1920年まで
は北米
（英語）とし
て記録

107

1 ,281

1 ,042

1 ,929

358

1 ,169

1 ,680

3 ,906

3 ,176

13 ,403

13 ,774

2 ,496

4 ,696

325

984

2 ,191

616

194

※「アメリカ歴史統計」（合衆国商啓
省編第１巻、1986、原書房より作成）
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第９表 イギリスの製造品輸出の地域分布（％）（Plantation 関連の大西洋貿易
．．
の割合）

第10表 イギリス各製品の植民地・
アフリカへの輸出割合（％）

第11表 イギリス綿製品の輸出

Blackburn, op,cit., P.524.（ ）は内訳

1784-6

1794-6

1804-6

1814-6

1824-6

36

22

33

44

38

ヨーロッパ アジア 大西洋 （アフリカ ＵＳ カリプ海 ラテン・アメリカ）

17

17

7

6

10

43

59

57

42

44

5

2

3

1

1

26

36

30

19

17

12

21

21

16

11

－

－

3

6

15

年次

1700

50

60

70

80

90

1800

釘

73.5

95.5

95.5

96.3

77.3

82.6

87.5

錬鉄

70.0

61.8

79.2

70.5

55.8

67.1

62.0

第13表 イギリス製鉄品の輸出と国内消費割合

年平均

1700－09

10－19

29

39

49

59

69

79

89

99

輸出（1000ton）

1.5

2.1

2.8

4.1

6.8

9.3

13.3

14.5

14.3

27.8

国内消費割合（％）

3.8~5.0

5.1~6.4

6.1~7.4

7.6~8.7

13.1~15.1

15.2~16.9

17.7~19.0

16.4~17.2

14.8~15.5

15.9~16.9

第15表　英領西インドと北米との取引（£1000）

年平均

1699-1701

1726- 30

1748- 50

1773- 74

商品輸出

100.0

139.5

241.5

420.0

商品輸入

110.0

190.0

313.5

725.0

第14表 1770年ジャマイカのプランテーション
と貿易の利益（1000£）

（1）プランテーション生産の利益

（2）取引、信用、加工の利益

（3） 計

450

1,049

1,499

年 次

1760-1784/6

1784/6-1805/7

1805/7-1839/41

1839/41-1869/71

生産に占める輸出の割合

13％

87％

42％

79％

第12表 イギリスの製造品輸出の地域分布（£. 1000）

R. Blackburn, The Making of New World Slavery,
1977, P. 523

年平均

1699-1701

1722-1774

〃（％）

ヨーロッパ

3,201

3,617

42.6

アイルランド

86

499

5.8

アメリカ／アフリカ

475

3,681

43.3

アジア

111

690

8.1

計

3,873

9,487

100

Blackburn, op, cit., P.519より作成

R. Blackburn, op, cit.. P.448

CHANGES IN THE URBAN AND 
RURAL POPULATION, 1860-1990 

農
村
人
口 

都
市
人
口 

人口のパーセント 
0 20 40 60 80 100

1860

1880

1900

1920

1940

1960

1980

1990*
Rural Urban

Source:Bureau of the Census 

第16表 アメリカの人口の構成

R. Blackburn, op. cit., p. 520

R. Blackburn, op, cit.. P.521

Ibid. P.532



（
産
業
資
本
）
と
労
働
者
階
級
と
の
、

利
害
の
共
通
性
が
、
以
前
と
違
っ
た

内
容
・
原
理
の
上
に
築
か
れ
た
。
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
支
配
的
普
及
の
下
に

お
い
て
、
労
働
運
動
は
自
ら
の
選
択

の
上
に
、
変
化
を
遂
げ
た
。
奴
隷
制

．
．
．

資
本
主
義

．
．
．
．

か
ら
植
民
地
主
義
帝
国

．
．
．
．
．
．
．

へ

の
拡
大
と
併
行
し
た
、
参
政
権
の
分

散
的
、
小
出
し
的
拡
大
に
は
、
見
逃

し
が
た
い
欠
陥
と
欺
瞞
性
が
内
包
さ
れ
て
い
た
。
一
般
物
価
、
小
麦
価
格
お
よ
び

賃
金
の
内
的
関
連
の
分
析
は
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る（

49
）。

（ａ）

チ
ャ
ー
テ
ィ
ス
ト
運
動
と
オ
ー
エ
ン
主
義

「
チ
ャ
ー
テ
ィ
ズ
ム
、
十
九
世
紀
最
大
の
労
働
者
抗
議
運
動
は
、〝
人
民
憲
章
〞

の
宣
言
を
も
っ
て
、
一
八
三
八
年
五
月
に
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
爾
後
五
年
の
後
に

は
、
他
の
労
働
運
動
に
越
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
チ
ャ
ー
テ
ィ
ス
ト
運
動
の
公
表
し

た
目
標
は
政
治
改
革
で
あ
っ
た
。」
イ
ギ
リ
ス
労
働
史
の
著
名
な
Ｅ
・
Ｈ
・
ハ
ン

ト
は
、
チ
ャ
ー
テ
ィ
ス
ト
の
項
を
こ
う
書
き
始
め
て
い
る（

50
）。

彼
は
　
（一）
成
年
男
子

普
通
選
権
　
（二）
秘
密
投
票
　
（三）
毎
年
改
選
す
る
議
会
　
（四）
議
員
に
対
す
る
財
産
資

格
の
廃
止
　
（五）
議
員
の
歳
費
支
給
　
（六）
平
等
な
選
挙
区
の
六
点
を
掲
げ
て
い
た（

51
）。

チ
ャ
ー
テ
ィ
ス
ト
運
動
は
、
一
八
三
九
―
四
二
年
に
高
揚
を
示
し
た
が
、
そ
れ

は
「
四
〇
年
代
の
飢
餓
」
に
当
っ
て
い
た
。
第
一
回
の
請
願
が
一
八
三
九
年
七
月

十
三
日
議
会
で
圧
倒
的
大
差
で
否
決
さ
れ
た
の
を
契
機
に
、
チ
ャ
ー
テ
ィ
ス
ト
運

動
史
上
の
転
機
を
迎
え
た
と
さ
れ
た
。
か
と
云
っ
て
急
に
改
っ
た
訳
で
は
な
く
、

次
の
請
願
も
む
し
ろ
多
く
な
っ
た
。
が
、
い
わ
ゆ
る
物
理
力
派
（phisical

force

）

が
力
を
減
じ
、
中
産
階
級
の
支
持
を
も
失
い
つ
つ
、
道
徳
派
（m

oral
force

）
が

力
を
え
て
ゆ
く
傾
向
に
な
っ
た
。
一
八
三
七
年
道
徳
派
（
平
和
主
義
）
の
指
導
者

オ
ブ
ラ
イ
エ
ン
は
、
暴
力
革
命
は
で
き
な
い
、
遠
か
ら
ず
「
中
産
階
級
と
下
層
階

級
の
和
解
」
を
求
め
て
温
和
な
「
完
全
参
政
権
同
盟
」
を
支
持
す
る
、
と
監
獄
の
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CHANGES IN AMERICAN OCCUPATIONS, 1890-1980
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第18表 アメリカの職業別人口構成の変化

第17表 アメリカ（USA）の農業労働者（％）
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中
で
心
に
決
め
た
と
い
う
（H

unt,
op,

cit,
p.225

）。
彼
は
一
八
四
九
年
「
チ
ャ

ー
テ
ィ
ス
ト
運
動
は
失
敗
に
終
っ
た
」
宣
言
を
し
た
。
と
は
い
え
、
そ
の
後
も
後

継
者
が
引
き
つ
い
だ
。
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
は
「
チ
ャ
ー
テ
ィ
ズ
ム
の
歴
史
は
、
イ
ギ

リ
ス
労
働
者
の
大
衆
運
動
の
な
か
で
、
こ
の
最
大
の
運
動
の
著
し
い
弱
さ
に
、
悲

し
む
に
は
及
ば
な
い
」
と
語
っ
た
と
い
う（

52
）。

た
し
か
に
こ
の
大
運
動
の
足
ど
り
は
、

そ
の
一
駒
一
駒
の
成
否
と
も
ど
も
、
世
界
労
働
史
上
の
遺
産
で
あ
り
教
訓
で
あ
り

続
け
る
と
思
う
。

し
か
し
、
こ
の
運
動
は
、
一
八
三
二
年
か
ら
、
引
き
続
い
て
お
こ
っ
た
の
で
な

く
て
、
そ
の
前
に
、
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
エ
ン
を
指
導
者
と
し
た
全
国
労
働
者
組
織

（G
rand

N
ational

C
onsolidated

U
nion

（1833
―4

）
の
活
動
、
救
貧
法
改
正
反

対
運
動
、
団
結
禁
止
法
廃
止
な
ど
の
成
果
を
み
て
か
ら
に
し
た
事
情
が
あ
っ
た

（
そ
の
な
か
に
は
彼
・
オ
ー
エ
ン
の
社
会
主
義
建
設
へ
の
歩
み
・
実
践
も
あ
っ
た

と
思
う
）。
ペ
ー
タ
ー
ル
ー
の
「
道
徳
的
勝
利
」
の
あ
と
、
異
見
も
現
れ
て
多
様

化
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
合
意
は
成
立
し
て
、「
で
き
る
な
ら
平
和
的
に

．
．
．
．
．
．
．
．
．

、
止
む
を

．
．
．

え
な
け
れ
ば
力
づ
く
で

．
．
．
．
．
．
．
．
．

」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
い
た
。
そ
れ
を
実
行
す
る
前
に
、

オ
ー
エ
ン
の
多
彩
な
プ
ラ
ン
の
「
新
し
い
社
会
」
に
は
労
働
者
の
全
面
的
支
持
を

え
て
こ
そ
成
る
と
の
オ
ー
エ
ン
主
義
思
想
に
は
広
汎
な
支
持
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
オ
ー
エ
ン
は
政
治
に
支
持
は
し
な
か
っ
た

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

。
む
し
ろ
反
対
し
、
チ
ャ

ー
テ
ィ
ス
ト
と
は
一
線
を
画
し
、
オ
ー
エ
ン
主
義
思
想
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
協

同
組
織
運
動
と
し
て
残
り
、
オ
ー
エ
ン
主
義
団
体
は
〔
政
治
的
に
は
〕
消
滅
し
た
。

こ
れ
は
な
ぜ
か
。
行
論
中
、
私
は
こ
れ
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
が
、
極
め
て
重
要
な

問
題
を
含
ん
で
い
た
。

（ｂ）

中
産
階
級
と
の
連
帯
的
参
政
権
獲
得
運
動

ペ
リ
ー
・
ア
ン
ダ
ー
ス
ン
は
「
現
代
危
機
の
起
源（

53
）」

の
中
で
次
の
よ
う
に
云
う
。

チ
ャ
ー
テ
ィ
ズ
ム
は
指
導
者
の
弱
さ
に
力
を
失
い
、「
戦
う
こ
と
な
く
崩
壊
し
た
。」

三
十
年
間
も
階
級
の
戦
闘
性
は
な
く
な
り
「
長
い
中
休
み
」（a

deep
caesura

）

を
へ
て
再
起
し
た
。
最
初
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
戦
術
は
未
熟
．
．

（im
m

ature

）

だ
っ
た
と
よ
く
云
わ
れ
る
が
、
真
の
意
味
で
は
未
成
熟

．
．
．

（prem
ature

）
だ
っ
た
の

だ
。
十
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
文
化
の
分
裂
の
意
味
す
る
も
の
は
〔
カ
ー
ラ
イ
ル
の

こ
と
を
指
す
―
引
用
者
〕、「
社
会
主
義
思
想
の
発
達
が
、
主
に
非
労
働
者
知
識
人

の
仕
事
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。」
と
（Ibid.

P
.23

）。
こ
れ
は

私
に
は

．
．
．

全
く
誤
っ
た
見
解
だ
と
、
断
乎
と
し
て
反
論
を
行
う
。
か
つ
て
青
年
マ
ル

ク
ス
は
、「
ド
イ
ツ
人
の
解
放
は
人
間
の
解
放

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

で
あ
る
。
こ
の
解
放
の
頭
脳
．
．

は
哲．

学．
で
あ
り
、
そ
の
心
臓
．
．

は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で
あ
る
」
両
者
は
、
自
ら
自
己
揚

棄
し
て
自
己
実
現
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
決
定
的
に
云
っ
て
い
る（

54
）。

（
傍
点
は
引
用
者
。
マ
ル
ク
ス
の
見
誤
り
は
省
く
。）
私
は
イ
ギ
リ
ス
労
働
者
階
級

は
成
熟
（m

ature

）
し
て
い
た
が
、
知
識
人
の
方
が
、
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
エ
ン
を

含
み
、
未
成
熟

．
．
．

（prem
ature

）
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
の
ち
に

ふ
れ
よ
う
。
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さ
て
、
ロ
イ
ド
ン
・
ハ
リ
ス
ン
は
、
一
八
四
八
年
に
多
く
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国

に
革
命
の
嵐
が
吹
き
あ
れ
、
支
配
階
級
に
打
撃
が
あ
っ
た
の
に
、
イ
ギ
リ
ス
は

「
無
傷
」
に
す
ぎ
た
と
す
る
一
般
的
な
説
明
に
反
対
の
見
解
を
引
用
し
て
、
イ
ギ

リ
ス
で
も
、
政
府
と
労
働
者
と
の
直
接
の
対
決
が
あ
っ
て
、
つ
ま
り
は
政
府
側
の

「
敗
北
」
に
終
っ
た
と
述
べ
て
い
る（

55
）。

こ
れ
は
重
大
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と

し
て
、
当
時
「
長
期
の
ヴ
イ
ク
ト
リ
ア
好
景
気
」
と
自
由
主
義
思
潮
の
全
国
的
普

及
の
中
で
、
自
助
、
自
主
、
品
性
と
文
化
向
上
の
志
向
の
な
か
で
、
労
働
組
合
の

中
に
「
新
し
い
モ
デ
ル
」
の
労
働
組
合
が
登
場
し
た
。
Ｔ
・
Ｕ
・
Ｃ
で
あ
る
。
ト

ム
ス
ン
は
一
八
三
二

．
．
．
．

年
労
働
組
合
の
階
級
意
識
は
成
熟
し
た
と
し
て
い
る
が
、
今

や
新
し
い
潮
流
に
変
っ
て
き
た
。
そ
の
特
長
は
、
ハ
ン
ト
の
書
に
詳
説
さ
れ
て
い

る
が
、
詳
し
く
は
省
略
し
、
短
い
紹
介
に
止
め
た
い
。
一
つ
は
、
一
八
七
二
年
蒸

気
機
関
メ
ー
カ
ー
と
造
船
業
者
協
会
と
の
夕
食
会
席
上
、
次
の
詩
が
読
ま
れ
た
。

（
引
用
者
の
試
訳
）

資
本
と
労
働
は
わ
が
創
造
主
が

一
緒
に
結
ん
だ
か
の
よ
う
だ

進
歩
の
丘
の
頂
ま
で

明
る
い
歩
み
を
わ
れ
わ
れ
は
止と
ど

ま
る
こ
と
な
く

続
け
る

二
つ
目

イ
ギ
リ
ス
の
ロ
バ
ー
ト
・
ア
プ
ル
ガ
ー
ス
〔
組
合
指
導
者
〕
は
、
マ
ル
ク
ス
の
第

一
イ
ン
タ
ー
に
自
慢
げ
に
述
べ
た
と
い
う
。「
わ
れ
わ
れ
イ
ギ
リ
ス
は
、
細
い
穴

や
隅
に
も
ぐ
る
必
要
は
、
ポ
リ
が
お
し
込
む
の
で
な
い
限
り
、
な
い
。
…
…
わ
れ

わ
れ
は
、
公
然
と
日
中
に
会
合
で
き
、
組
織
で
き
、
恐
れ
る
こ
と
な
く
、
影
響
の

あ
る
ど
ん
な
問
題
も
処
理
で
き
る（

59
）。」

と
。

一
八
六
〇
年
代
自
由
主
義
盛
ん
な
折
、
重
化
学
工
業
興
隆
と
ド
イ
ツ
産
業
、
と

く
に
鉄
工
業
興
起
と
緊
迫
を
加
え
る
な
か
で
、
労
働
者
の
政
治
的
課
題
の
浮
上
が
、

ア
メ
リ
カ
南
北
戦
争
の
奴
隷
解
放
問
題
の
緊
迫
化
と
と
も
に
伴
っ
て
起
っ
た
。
し

か
し
、
一
八
六
〇
年
代
の
「
選
挙
法
改
正
連
盟
」（R

eform
L

eague

）
は
、
か
つ

て
の
六
カ
條
の
う
ち
二
カ
條
だ
け
に
し
ぼ
っ
て
、
つ
ま
り
男
女
普
通
選
挙
権
と
秘

密
投
票
の
み
要
求
し
、
い
わ
ゆ
る
労
働
者
の
独
立
性

．
．
．

は
主
張
し
な
か
っ
た
。
そ
れ

は
中
産
階
級
と
の
連
帯
を
期
待
で
き
る
と
の
話
し
合
い
に
よ
っ
て
い
た
と
も
云
わ

れ
た
。
中
産
階
級
の
方
は
「
選
挙
法
改
正
連
合
」（R

eform
U

nion

）
に
よ
っ
て

伴
走
し
、
そ
の
間
労
働
者
側
に
運
動
資
金
を
融
通
た
と
い
わ
れ
る
。
今
や
こ
れ
は

常
識
と
な
っ
た
。
一
八
六
七
年
の
選
挙
法
改
正
に
当
っ
て
、
労
働
者
運
動
の
高
揚

を
土
台
と
し
て
、
保
守
党
と
自
由
党
の
マ
ヌ
バ
ー
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
が
、
当
然
自
由
党
へ
と
支
持
が
片
寄
る
の
を
防
ぎ
、
保
守
党
へ
も
引
き
つ

け
る
こ
と
を
配
慮
す
る
の
を
怠
ら
な
か
っ
た（

60
）。

他
方
自
由
党
の
方
は
、
グ
ラ
ッ
ド

ス
ト
ン
の
演
説
を
読
む
と
き
、
労
働
者
階
級
が
自
由
党
と
の
連
帯
な
し
に
は
、
や

っ
て
ゆ
け
な
い
小
規
模
性
の
ゆ
え
に
、
や
は
り
「
独
立
」
へ
の
熱
望
に
答
え
て
ゆ

く
か
の
如
き
、
ラ
デ
カ
ル
な
言
動
の
ふ
る
ま
い
に
努
め
て
い
た（

61
）。

他
方
、
労
働
者
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側
は
新
し
い
自
由
主
義
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
欲
求
が
自
ら
の
思
う
如
く
に
な
る
か

ど
う
か
は
政
治
の
問
題
と
し
て
の
上
で
、
理
論
上
身
を
委
ね
ら
れ
る
見
解
を
見
い

出
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
Ｉ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
自
由
論
で
あ
っ
た
。
ミ
ル
は
Ｊ
・
ベ

ン
サ
ム
の
功
利
主
義
（
効
用
の
平
等
を
完
全
競
争
に
よ
っ
て
実
現
す
る
と
き
、
効

用
最
大
化
す
る
と
の
学
説
）
が
、
自
由
主
義
へ
真
向
か
ら
対
立
す
る
最
初
の
主
張

で
あ
り
な
が
ら
、
資
本
主
義
（
し
た
が
っ
て
財
産
＝
所
有
）
を
み
と
め
る
こ
と
に

よ
る
歪
み
を
ミ
ル
は
批
判
し
是
正
し
て
と
り
入
れ
、
い
わ
ゆ
る
セ
イ
フ
テ
ィ
・
ネ

ッ
ト
の
充
実
を
経
過
し
、
さ
ら
に
社
会
主
義
へ
の
展
望
を
述
べ
る
説
へ
と
変
っ
て

い
た
。
労
働
者
と
自
由
主
義
と
の
連
け
い
は
、
哲
学
的
に
は
無
理
か
ら
ぬ
も
の
と

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る（

62
）。

し
か
し
、
ヒ
ン
ト
ン
の
見
解
で
は
、
最
も
重
要
な
着
眼

点
は
、
急
進
的
中
産
階
級
の
動
き
で
あ
る
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
労
働
運

動
が
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
及
ぼ
す
イ
ン
パ
ク
ト
は
、
中
産
階
級
の
急
進
的
部
分
と
の

絶
え
ざ
る
談
合
を
重
ね
て
達
す
る
連
帯
（alliance

）
抜
き
に
理
解
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
労
働
者
側
政
治
は
、
三
十
年
も
要
し
た
あ
げ
く
、「
独
立
」
と
自
由
主

義
と
の
具
合
の
よ
い
関
係
を
持
続
す
る
こ
と
の
、
複
雑
な
緊
張
に
見
い
出
さ
れ
た
。

だ
か
ら
、
運
動
の
指
導
の
範
囲
内
で
、
専
門
的
組
合
員
と
中
産
階
級
の
イ
ン
テ
リ

ゲ
ン
チ
ャ
と
の
間
の
連
帯
が
決
定
的
役
割
を
果
し
た
。
そ
の
結
果
、
社
会
主
義
政

治
運
動
再
建
の
過
程
は
、
伝
統
的
労
働
運
動
と
対
立
的
勢
力
と
を
結
節
す
る
、
新

し
い
方
法
を
見
出
す
こ
と
で
あ
っ
た（

63
）。
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第19表 イギリスの人口（100万人）と海外移民（100万人）

第20表　アメリカの繁栄・不景気の推移、1840－70

年 次 （1）イングラン
トとウエルズ

（2）
スコットランド

（3）
アイルランド

（1）の年増加　
率（％） 年　次

イギリスから（100万人）
流　出 流　入

1801

1851

1871

1891

1921

1951

8.9

17.9

22.7

29.0

37.9

43.8

1.6

2.9

3.4

4.0

4.9

5.1

5.2

6.5

5.4

4.7

4.3（1926）

4.3

1.1

1.27

1.32

1.17

0.45

0.48

1820-29

1850-59

70-79

90-99

1920-29

50-59

0.21

2.44

2.14

2.68

3.96

1.32

－

－

0.74

1.56

2.49

0.67

C.Cook and J. Stevenson, Modern British Htotory, 1714-1995, Longmon, 2nd-ed.,1996,pp.151-6

BUSINESS CYCLES, 1840-70

1870186518601855185018451840

 

Period of Recession 
Period of Prosperity
Trend Line

Mexical War

J.A.Garraty,The Story  
of America,Vol.1(1992)

Gold Rush Civil War 

Panic of 
1857

Secession  
Repression

Primary  
Postwar  
Depression
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第21表　国際的人口移動、1981年 

１０ ２０ ３０ ４０ ５０ ６０ ７０ ８０ ９０ １００ １１０ ０ 

流入 
単位千 

（単位千人） 
流出 

新英連邦とパキスタン 

旧英連邦と南アフリカ 

Ｅ． Ｅ． Ｃ． 

他の諸国 

Ｕ． Ｓ． Ａ． 

中東 

総計 １５３,０００ 

１０ ２０ ３０ ４０ ５０ ６０ ７０ ８０ ９０ １００ １１０ ０ 

中東 

他の諸国 

Ｕ． Ｓ． Ａ． 

Ｅ． Ｅ． Ｃ． 

新英連邦とパキスタン 

旧英連邦と南アフリカ 

総計 ２３３,０００ 

レックス・ポウプ編（朱川、原訳） 
イギリス社会経済史地図、原書房 
（原文、１９８９、訳１９９１） 
 

第22表　イギリスの州越移動人口 

① 州越移動の量（sum）の倍率（％） 

１７０１－５０ 

１７４ 

１７５１－８０ 

１６９ 

１７８１－１８００ 

２２３ 

１８０１－３０ 

２０８ 

② １０年間州移動人口純数（％） 

※純数とは、出入人口の差をさす。 

E.H.Hunt, British Labour History, １８１５－１９１４, London １９８１, p.１４６。 
なお、著者は、正確さに欠けるところがあるので、状況把握に供する、と記している。 

１８６１－７１ 

７７２ 

１８７１－８１ 

８０３ 

１８８１－９１ 

８１２ 

１８９１－１９０１ 

６３９ 

１９０１－１１ 

５７０ 

③ ８％以上州越移動人口をもつ州の数 

１８６１－７１ 

４９ 

１８７１－８１ 

４５ 

１８８１－９１ 

５１ 

１８９１－１９０１ 

３４ 

１９０１－１１ 

２６ 

１９２１－３１ 

３５ 
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第23表　ヨーロッパ・失業者数（1000人）と（％）　５年おき 

１８５５ 

１８６０ 

１８６５ 

１８７０ 

１８７５ 

１８８０ 

１８８５ 

１９００ 

１９０５ 

１９１０ 

１９１５ 

１９２０ 

１９２５ 

１９２９ 

備考 

イギリス（u.k） 

（３.７）％ 

（１.８） 〃  

（１.８） 〃  

（３.７） 〃  

（２.２） 〃  

（５.２） 〃  

（９.３） 〃 

オーストリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５８ 

１８４ 

１９２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４９ 

４２ 

ベルギー 

※１９１１ ※１８９５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３.０（－）※ 

 ３５.０（－） 

　  －（－） 

 ７.３（２.４） 

 ５.６（１.９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １０ （－） 

 １１ （１０.７） 

 ３２ （１０.９） 

 １７ （６.１） 

 ４０ （１４.７） 

 ４３ （１５.５） 

 

チェコ・スロバキア デンマーク フィンランド フランス 

 

 

 

 

 

 

 （７.０）※ 

 （６.８） 

 （９.０） 

 （５.８） 

 

１３ 

１２ 

１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２５ 

  ３.９ 

アメリカ歴史統計によって作成 

第24表　男子熟練職における低賃金労働者（％） 
 

馬具屋、乗馬道具 

旅行カバン、カバン類、皮もの 

帽子屋 

桶屋 

かざ棚製造 

洋服仕立屋 

注文と修理、くつ類 

　　　　　備　　　　　考　　　Ｓ＝シルリング 

 

 １２.５ （％） 

 １９.６ 〃 

 ３０.７ 〃 

 １８.９ 〃 

 １９ 〃 

 ２９.４ 〃 

 ５.１  〃 

 

 ３５.４ （％） 

 ３１.９ 〃 

 ２７.８ 〃 

 ２７.３ 〃 

 ２２.７ 〃 

 ４１.６ 〃 

 ４０.８ 〃 

職　　　　　業 労働貴族（４０.S以上） 平職（plebeians）の％（２５.S.以下） 

E.Hobsbawm, The Labour Aristocracy in １９th century Britain; in: 
J.Saville ed., Democracy and Labour Movement, London １９５４, pp. ２０１－２３９..  Ｓはシリング.

第25表　イギリスの実質賃金地域差（1700＝100） 

年　　次 ロンドン 

備　　考 －印は欠 

Op.cit., Modern British. History, p.２５９－６０ 

ランカシャ 

１００ 

７４ 

１０８ 

１２２ 

９７ 

１２９ 

１２２ 

１０３ 

９８ 

－ 

－ 

１００ 

７１ 

１３０ 

１４９ 

１１２ 

１４３ 

１２７ 

１６９ 

１６０ 

１７５ 

１５２ 

１７００ 

１０ 

２０ 

３０ 

４０ 

５０ 

６０ 

７０ 

８０ 

９０ 

１７９６ 

第26表　イギリス（uk）の賃金指数（1850＝100） 

年　　次 貨幣賃金 

Op.cit., Modern British. History, pp.２６０－１ 

実質賃金 

 

１００ 

１１６ 

１１４ 

１３２ 

１３７ 

１５５ 

１４７ 

１５６ 

１４８ 

１６２ 

１６２ 

１７９ 

１８１ 

 

１００ 

９４ 

１０５ 

１１７ 

１２５ 

１３６ 

１３２ 

１４２ 

１４２ 

１６６ 

１７７ 

１８４ 

１９４ 

 

１８５０ 

１８５５ 

１８６０ 

１８６６ 

１８７１ 

１８７４ 

１８８０ 

１８８３ 

１８８６ 

１８９１ 

１８９６ 

１９００ 

１９０６ 
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第27表　イギリスの労働組合数と組合員数、ＴＵＣへの加盟人数、スト数、ストによる休業日数（年間） 

１８９３ 

１８９５ 

１９００ 

１９０５ 

１９１０ 

１９１５ 

１９２０ 

１９２５ 

１９３０ 

１９３５ 

年　次 

C. Cook and J. Stevenson, Modern British History, p.２２６－７ 

１２７９ 

１３４０ 

１３２３ 

１２４４ 

１２６９ 

１２２９ 

１３８４ 

１１７５ 

１１２１ 

１０４９ 

組合数 

１５５９ 

１５０４ 

２０２２ 

１９９７ 

２５６５ 

４３５９ 

８３４８ 

５５０６ 

４８４２ 

４８６７ 

組合員数 
（１０００人） 

ＴＵＣ 
（１０００人） 

スト休業日数 
（１０００日） 

１１００ 

１０７６ 

１２００ 

１５５５ 

１６６２ 

２８５０ 

６４１７ 

４３６９ 

３７１９ 

３６１４ 

ストの数 

３０４４０ 

５７００ 

３０９０ 

２３７０ 

９８７０ 

２９５０ 

２６５７０ 

１９８５０ 

４４００ 

１９６０ 

５９９ 

７２８ 

６３３ 

３４９ 

５２１ 

６７２ 

１６０７ 

５７６ 

４２２ 

５５３ 

第28表　イギリス・業種別・労働組合人数，１８８８ 

EH. Hunt, British Labour History, 
１８１５－１９１４, London １９８１  p.２５１により作成 

業　　　種 人数（人） 比率 

金属、キカイ、造船 

鉱山と採石業 

センイ 

建築 

運輸 

織物 

印刷と紙 

その他 

　　　　計 

１９０,０００ 

１５０,０００ 

１２０,０００ 

９０,０００ 

６０,０００ 

４０,０００ 

３０,０００ 

７０,０００ 

７５０,０００ 

２５ 

２０ 

１６ 

１２ 

８ 

５ 

４ 

９ 

１００ 

第29表　小麦価格（１クオーター当五カ年間隔、暦年）と指数 

年　次 ｓ 指数 

Cook & Stevenson, Modern British. History, 
p.２５８－９, より作成 

１７７１ 

７５ 

８０ 

８５ 

９０ 

９５ 

１８００ 

０５ 

１８１０ 

１５ 

２０ 

２５ 

１８３０ 

３５ 

４０ 

４５ 

１８５０ 

５５ 

６０ 

６５ 

１８７０ 

７５ 

８０ 

８５ 

９０ 

１９００ 

０５ 

１９１０ 

１４ 

４８ 

４９ 

３６ 

４３ 

５４ 

７５ 

１１３ 

８９ 

１０６ 

６５ 

６７ 

６８ 

６４ 

３９ 

６６ 

５０ 

４０ 

７４ 

５３ 

４１ 

４６ 

４５ 

４４ 

３２ 

３１ 

２６ 

２９ 

３１ 

３４ 

１００ 

１０２ 

７５ 

８８ 

１１２ 

１５４ 

２３４ 

１８６ 

２１９ 

１３４ 

１３９ 

１４０ 

１３２ 

８０ 

１３６ 

１０４ 

８２ 

１５３ 

１０９ 

８６ 

９６ 

９２ 

９１ 

６７ 

６５ 

５５ 

６１ 

６５ 

７１ 

ｄ 

７ 

１０ 

９ 

１ 

９ 

２ 

１０ 

９ 

５ 

７ 

１０ 

６ 

３ 

４ 

４ 

１０ 

３ 

８ 

３ 

１０ 

１１ 

２ 

４ 

１１ 

１１ 

１１ 

８ 

８ 

１１ 

備　考　   ｓ＝シルリング　ｄ＝ペンス 
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ギ
リ
ス
労
働
党
は
、
そ
の
母
体
と
な
っ
た
労
働
者
代
表
委
員
会
が
、
一
九
〇

〇
年
に
成
立
、
そ
の
六
年
後
に
そ
れ
を
労
働
党
と
名
称
を
改
め
成
立
し
た
。
第
30

表
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
初
か
ら
暫
く
の
間
個
人
加
盟
は
認
め
て
お
ら
ず
、
団

体
加
盟
か
ら
の
み
で
出
来
て
い
た
。
そ
れ
は
二
つ
に
分
類
で
き
、
一
つ
は
労
働
組

合
、
他
は
左
翼
政
党
で
あ
っ
た
。
一
九
一
四
年
に
、
六
三
組
合
が
投
票
の
結
果
は
、

賛
成
者
六
七
万
人
余
、
反
対
が
実
に
四
〇
万
人
余
で
、
約
六
五
％
の
支
持
と
な
り
、

抗
夫
組
合
二
六
万
（
一
九
万
が
反
対
）、
鉄
道
従
業
員
組
合
一
〇
万
（
三
万
反
対
）、

織
布
工
組
合
九
万
（
反
対
七
万
人
）
な
ど
が
大
口
で
、
組
合
が
丸
ご
と
加
盟
す
る

の
が
特
色
で
あ
っ
た（

64
）。
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第30表　労働党・労働組織加入者，その他 1900～1946（加入者数の単位千） 

年 

１９００ 
１９０１ 
１９０２ 
１９０３ 
１９０４ 
１９０５ 
１９０６ 
１９０７ 
１９０８ 
１９０９ 
１９１０ 
１９１１ 
１９１２ 
１９１３ 
１９１４ 
１９１５ 
１９１６ 
１９１７ 
１９１８ 
１９１９ 
１９２０ 
１９２１ 
１９２２ 
１９２３ 
１９２４ 
１９２５ 
１９２６ 
１９２７ 
１９２８ 
１９２９ 
１９３０ 
１９３１ 
１９３２ 
１９３３ 
１９３４ 
１９３５ 
１９３６ 
１９３７ 
１９３８ 
１９３９ 
１９４０ 
１９４１ 
１９４２ 
１９４３ 
１９４４ 
１９４５ 
１９４６ 

１,９７２ 
１,９７９ 
１,９６６ 
１,９４２ 
１,９１１ 
１,９３４ 
２,１２９ 
２,４２５ 
２,３８９ 
２,３６９ 
２,５６５ 
３,１３９ 
３,４１６ 
４,１３５ 
４,１４５ 
４,３５９ 
４,６４４ 
５,４９９ 
６,５３３ 
７,９２６ 
８,３３４ 
６,６６２ 
５,６１４ 
５,４１０ 
５,５３１ 
５,５２２ 
５,２１８ 
４,９１７ 
４,８０４ 
４,８５５ 
４,８３９ 
４,６２４ 
４,４４４ 
４,３９２ 
４,５９０ 
４,８６７ 
５,２９５ 
５,９４２ 
６,０５３ 
６,２４４ 
６,５５８ 
７,１０９ 
７,８１０ 
８,１１７ 
８,０２６ 
７,８８３ 

１,２００ 
１,４００ 
１,５００ 
１,４２３ 
１,５４１ 
１,５５５ 
１,７００ 
１,７７７ 
１,７０５ 
１,６４８ 
１,６６２ 
２,００２ 
２,３３２ 
　   － 
２,６８２ 
２,８５１ 
３,０８２ 
４,５３２ 
５,２８４ 
６,５０５ 
６,４１８ 
５,１２９ 
４,３６９ 
４,３２８ 
４,３５１ 
４,３６６ 
４,１６４ 
３,８７５ 
３,６７３ 
３,７４４ 
３,７１９ 
３,６１３ 
３,３６８ 
３,２９５ 
３,３８９ 
３,６１５ 
４,００９ 
４,４６１ 
４,６６９ 
４,８６７ 
５,０７９ 
５,４３３ 
６,０２４ 
６,６４２ 
６,５７６ 
６,６７１ 

１,７０７ 
１,７９３ 
１,８９３ 
１,９８７ 
２,０７８ 
２,１５３ 
２,２２２ 
２,３２３ 
２,４１４ 
２,４６９ 
２,５４２ 
２,６４０ 
２,７５１ 
２,９７８ 
３,０５４ 
３,２６５ 
３,５２０ 
３,７８８ 
３,８４７ 
４,１３１ 
４,５０５ 
４,５４９ 
４,５１９ 
４,５６９ 
４,７０３ 
４,９１１ 
５,１８７ 
５,５７９ 
５,８８５ 
６,１６９ 
６,４０３ 
６,５９０ 
６,７６０ 
６,９１７ 
７,２０３ 
７,４８４ 
７,８０８ 
８,０８５ 
８,４０５ 
８,６４３ 
８,７１７ 
８,７７３ 
８,９２５ 
９,０８２ 
９,２２５ 
９,４０２ 

全労働 
組合　 

労働組 
合会議 

労　働　党 

個人加入者 団体加入者 
小売協 
同組合 参加労働者 

ストライキと閉鎖 

継続日数 

１． その翌年の会議における加入者数　２． オスボーン判決により数字なし 
３． １９２７年の労働組合法の影響 
G.D.H.コール, イギリス労働運動史． Ⅲ, 岩波書店, １９５７, p.３７８より作成． 

（千） 

１ 

－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 

２１５ 
２２８ 
２７７ 
２９７ 
３７２ 
３６６ 
３８１ 
４１９ 
４３１ 
４４７ 
４２９ 
４０９ 
３０４ 
２２７ 
２１９ 
２３５ 
２６６ 
４８７ 

３ 

２ 

３７６ 
４６９ 
８６１ 
９７０ 
９００ 
９２１ 
９９８ 
１,０７２ 
１,１５９ 
１,４８６ 
１,４３１ 
１,５３９ 
１,８９５ 
　   － 
１,６１２ 
２,０９３ 
２,２２０ 
２,４６５ 
３,０１３ 
３,５１１ 
４,３６０ 
４,０１０ 
３,３１０ 
３,３１０ 
３,１９４ 
３,３７４ 
３,３８８ 
３,２９４ 
２,０７７ 
２,１０３ 
２,０７０ 
２,０６１ 
２,０００ 
１,９３６ 
１,８９７ 
１,９５８ 
２,０１４ 
２,０８１ 
２,２０１ 
２,２５４ 
２,２６７ 
２,２５９ 
２,２３５ 
２,２６８ 
２,４０７ 
２,５５２ 

１８９ 
１８０ 
２５７ 
１１７ 
８７ 
９４ 
２１８ 
１４７ 
２９６ 
３０１ 
５１４ 
９５２ 
１,４６２ 
６６４ 
４４７ 
４４８ 
２７０ 
８７２ 
１,１１６ 
２,５９１ 
１,９３２ 
１,８０１ 
５５２ 
４０５ 
６１３ 
４４５ 
２,７５１ 
１０８ 
１２４ 
５３３ 
３０７ 
４９０ 
３７９ 
１３６ 
１３４ 
２７１ 
３１６ 
５９７ 
２７４ 
３３７ 
２９９ 
３６０ 
４５７ 
５５７ 
８２１ 
５３１ 
５２５ 

３,１５３ 
４,１４２ 
３,４７９ 
２,３３９ 
１,４８４ 
２,４７０ 
３,０２９ 
２,１６２ 
１０,８３４ 
２,７７４ 
１２,３３６ 
１０,１２６ 
３８,２５５ 
１０,２３９ 
９,３６２ 
２,９６９ 
２,３６７ 
５,８６５ 
５,８９２ 
３６,３３０ 
２８,８５８ 
８２,２６９ 
１９,６５２ 
１９,９４９ 
８,３６１ 
７,９５２ 

１６２,２３３ 
１,１７４ 
１,３８８ 
８,２８７ 
４,３９９ 
６,９８３ 
６,４８８ 
１,０７２ 
９５９ 
１,９２４ 
１,８３０ 
３,４１０ 
１,３３０ 
１,３６０ 
９４０ 
１,０８０ 
１,５３０ 
１,８１０ 
３,７１０ 
２,８４０ 
２,１６０ 



が
特
色
で
あ
っ
た
。
フ
ェ

ビ
ア
ン
協
会
や
独
立
労
働

党
、
マ
ル
ク
ス
系
の
ハ
イ

ン
ド
マ
ン
の
社
会
民
主
連

盟
、
ウ
ィ
リ
マ
ム
・
モ
リ

ス
の
社
会
主
義
者
同
盟
、

リ
ブ
・
ラ
ブ
、
な
ど
で
あ

っ
た
が
、
い
ず
れ
小
規
模

乱
立
の
観
が
あ
っ
た
。
そ

れ
は
ま
た
、
思
想
的
に
も

多
彩
で
あ
っ
た
が
、
フ
エ

ビ
ア
ン
協
会
的
発
案
を
独

立
労
働
党
が
、
肉
付
け
す

る
形
で
「
新
し
い
社
会
主

義
」
を
目
ざ
す
案
を
作
成

し
た
。
コ
ー
ル
の
言
に
よ

る
と
、「
本
質
的
に
穏
和

で
」
社
会
変
革
観
は
進
化

論
的
、
国
際
主
義
的
、
平

和
主
義
的
で
、「
そ
の
政

策
や
表
現
の
方
法
に
関
し
て
は
骨
の
髄
ま
で
イ
ギ
リ
ス
的
で
あ
っ
た（

65
）。」

と
い
う
。

い
ま
、
こ
の
事
情
を
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
そ
の
予
定
は
な
い
が
、
数
多

く
の
デ
ー
タ
を
掲
げ
た
の
に
は
理
由
が
あ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
異
例
さ
を
指

摘
し
て
そ
の
理
由
を
埋
め
る
必
要
を
感
じ
た
た
め
で
あ
る
。
一
つ
は
左
翼
政
党
の

な
か
に
、
オ
ー
エ
ン
主
義
の
グ
ル
ー
プ
が
姿
を
消
し
て
、
現
れ
て
い
な
い
の
は
な

ぜ
か
と
い
う
こ
と
。
二
つ
に
は
、
第
23
表
の
失
業
数
・
率
を
み
る
と
わ
か
る
よ
う

に
、
イ
ギ
リ
ス
の
み
単
独
に
ご
く
早
期
に
発
生
し
、
二
、
三
の
例
外
（
例
、
フ
ラ

ン
ス
）
は
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
が
、
多
く
は
二
十
世
紀
に
入
っ
て
産
業
化
が
「
離

陸
」（
発
生
）
し
て
い
る
。
つ
ま
り
大
部
分
が
、
資
本
主
義
工
業
化
は
、
日
本
と

余
り
違
わ
ぬ
時
期
に
お
こ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
驚
く
こ

と
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
小
国
の
人
口
を
抱
え
る
イ
ギ
リ
ス
が
（
第
19
、
20
、

22
表
）
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
多
大
な
移
民
の
数
、
比
率
で
発
生
し
、
国
内
の
州
越

の
出
入
人
口
も
と
も
に
大
き
な
移
動
を
し
て
い
る
。
第
21
表
は
、
国
際
的
に
も

（
Ｕ
・
Ｋ
の
類
縁
国
つ
ま
り
旧
植
民
地
を
加
え
れ
ば
）
突
出
出
し
た
巨
大
数
と
な

る
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、
南
北
戦
争
の
ブ
ー
ム
期
、
五
年
間
で
イ
ギ
リ
ス
の
ア
メ

リ
カ
移
民
は
、
実
に
、
一
八
七
万
人
に
上
っ
た
。
自
由
主
義
者
ブ
ラ
イ
ト
は
労
働

者
に
語
り
か
け
る
と
き
、
よ
く
、
こ
こ
十
四
年
間
に
、
二
三
二

．
．
．

万
人
ア
メ
リ
カ
に

渡
っ
た
と
、
自
慢
げ
に
語
っ
た
と
い
う（

66
）。

ア
ジ
ア
人
、
と
く
に
中
国
人
や
メ
キ
シ

コ
人
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
人
の
移
民
は
、
南
北
戦
争
の
前
後
に
始
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
私
が
今
、
問
う
の
は
イ
ギ
リ
ス
で
マ
ル
ク
ス
の
創
意
に
よ
る
社
会
民
主
同
盟

六
一

民
主
主
義
を
拒
否
す
る
資
本
主
義
―
―
森

第31表　第一次世界大戦後の敗戦国の変化 

国 革　　　　命 

１９２０ 

１９２３ 

１９１８ 

１９１８ 

１９２０ 

１９１９ 

 

１９２６ 

１９１８ 

１９１８ 

１９２６ 

１９２６ 

反　革　命 

１９３４ 

１９３４ 

１９２６ 

── 

１９３３ 

── 

 

１９２９ 

１９３４ 

１９２６ 

── 

── 

一党独裁政府 

ポラニー「大転換」p.３６３より 

オーストリア 

ブルガリア 

エストニア 

フィンランド 

ド　イ　ツ 

ハンガリー 

 

ユーゴスラヴィア 

ラトヴィア 

リトアニア 

ポーランド 

ルーマニア 

１９１８.１０  

１９１８.１０  

１９１７ 

１９１７.  ２ 

１９１８.１１  

１９１８.１０  

１９１９.  ３ 

１９１８ 

１９１７ 

１９１７ 

１９１９ 

１９１８ 

社会民主主義共和制 

急進的農業改革 

社会主義共和制 

社会主義共和制 

社会民主主義共和制 

民主主義共和制 

ソヴェト 

民主主義連邦制 

社会主義共和制 

社会主義共和制 

社会主義共和制 

農業改革 

中産階級共和制 

ファシスト反革命 

中産階級共和制 

中産階級共和制 

中産階級共和制 

反　革　命 

 

軍事独裁国家 

中産階級共和制 

中産階級共和制 

独裁国家 

独裁体制 



が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
も
お
そ
く
、
ま
た
普
通
男
女
選
挙
権
は
、
一
九
二
八
年
、
世

界
大
恐
慌
の
直
前
ま
で
、
最
も
お
そ
く
ま
で
引
延
ば
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
な
ぜ

か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
後
者
に
つ
い
て
判
断
の
参
考
と
な
る
の
は
、
二
、

三
あ
る
と
思
う
。
一
つ
は
イ
ギ
リ
ス
の
移
民
が
ど
こ
え
向
い
た
か
で
あ
る
。
そ
れ

は
旧
植
民
地
と
旧
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
、
つ
ま
り
東
イ
ン
ド
、
西
イ
ン
ド
と
北

米
で
大
半
以
上
を
占
め
、
名
目
価
格
と
実
質
価
格
の
差
異
を
、
賃
金
、
生
活
用
品
、

小
麦
に
お
い
て
縮
め
つ
つ
、
こ
れ
を
見
返
り
と
し
、
雇
用
を
保
障
し
安
定
化
し
た

こ
と
で
あ
る
。
移
民
は
そ
れ
ゆ
え
、
労
働
組
合
も
そ
の
他
機
関
も
制
度
を
設
け
て

準
備
金
（
仕
た
く
金
）、
旅
費
を
補
給
し
て
い
た（

67
）。

イ
ン
ド
・
シ
ー
ポ
イ
の
反
乱

（
一
八
五
七
ー
八
）
以
後
、
外
交
方
針
は
一
変
し
、
平
和
主
義
、
文
化
主
義
に
変

じ
た
。
参
政
権
が
、
各
種
フ
ォ
ー
マ
ル
・
コ
ロ
ニ
ー
の
範
囲
内
と
は
い
え
、
い
わ

ゆ
る
公
的
植
民
地
に
通
用
し
た
こ
と
は
、
ガ
ン
ジ
ー
の
南
ア
フ
リ
カ
の
出
稼
イ
ン

ド
人
の
裁
判
に
当
っ
て
、
本
国
同
様
の
権
利
、
義
務
に
立
脚
し
て
と
主
張
し
実
現

し
た
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
他
人
の
も
の
な
の
に

．
．
．
．
．
．
．
．

捕
獲
し
た
も

の
（captives

）
を
取
り
戻
さ
れ
る
こ
と
を
恐
怖
し
た
の
で
あ
っ
た
。
香
港
に
も

イ
ン
ド
同
様
「
ク
ラ
ウ
ン
・
コ
ロ
ニ
ー
」（C

row
n

C
olony

）
と
い
う
「
フ
ォ
ー

マ
ル
」
な
ド
レ
ス

．
．
．

を
着
用
さ
せ
た
。
今
や
香
港
と
日
本
は
近
く
な
り
、
改
め
て
外

交
の
交
渉
な
く
と
も
出
入
は
楽
々
と
な
っ
た
。
中
国
と
オ
ラ
ン
ダ
は
、
長
崎
貿
易

は
特
権
的
に
長
い
こ
と
許
さ
れ
て
い
た
。

第
４
章
　
む
す
び
に
か
え
て
―
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
エ
ン
と
労
働
者

（一）

フ
ラ
ン
ス
の
、
グ
ラ
シ
モ
・
モ
シ
ヨ
ナ
は
そ
の
著
『
社
会
民
主
主
義
の
名
に

お
い
て（

68
）』（

二
〇
〇
二
年
）
に
興
味
あ
る
一
つ
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

十
九
世
紀
の
末
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
民
主
党
の
大
部
分
が
設
立
さ
れ
た
。

彼
ら
が
そ
の
力
量
の
基
礎
と
し
た
の
は
、「
数
の
力
」
と
集
団
行
動
で
あ
っ
て
、

そ
の
点
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
は
特
徴
的
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
労
働
組
合
と
労
働
者

政
党
と
は
併
行
し
て
共
に
発
達
し
て
き
た
、
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
こ
こ
で
、
類
型
的
区
分
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
第
一
の
型
は
、
ス

イ
ス
、
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
、
労
働
組
合
の
出
現
、
労
働
者
政

党
、
そ
し
て
普
通
参
政
権
の
順
序
を
と
っ
た
。
つ
ま
り
産
業
革
命
の
あ
と
に
社

会
主
義
諸
党
（
つ
ま
り
社
会
民
主
党
に
収

）
が
生
れ
て
か
ら
、
そ
の
後
に
、

労
働
者
の
政
治
上
の
権
利
が
賦
与
さ
れ
る
順
を
と
っ
た
。
そ
の
最
大
の
先
駆
的

例
は
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
。

第
二
の
型
は
、
こ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
半

．
．
．
．
．
．
．
．

で
あ
る
が
、
政
党
（
労
働
者
政

党
も
同
じ
く
）
が
資
本
家
と
労
働
者
の
出
現
に
先
ん
じ
て
設
立
さ
れ
た
。
こ
こ

で
は
政
党
と
殆
ん
ど
同
時
か
あ
る
い
は
お
く
れ
が
長
び
い
た
か
の
違
い
が
区
別

さ
れ
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
デ
ン
マ
ー
ク
で
は
、
一
八
七
六
ー
八

年
に
社
会
主
義
的
全
国
党
が
で
き
た
が
、
そ
の
二
十
年
以
上
あ
と
に
全
国
労
働

六
二

山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
四
巻
第
一
号



組
合
連
合
会
が
で
き
た
。
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
（
ニ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
）、
イ

タ
リ
ア
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
十
年
ほ
ど
の
間
隔
を
も
っ
て
、
政
党
と
全
国

組
合
が
生
れ
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
と
フ
ラ
ン
ス
は
殆

ん
ど
同
時
に
並
行
し
て
出
現
し
た
。
こ
の
種
の
タ
イ
プ
で
い
う
社
会
主
義
的
政

党
と
は
、
労
働
者
の
場
合
、
社
会
民
主
党
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
は
労
働
者
参

政
権
獲
得
を
も
意
味
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
社
会
民
主
党
が
資
本
主
義
に
影

響
を
与
え
え
た
し
実
際
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
時
を
へ
て
資
本
家
側
が
社
会
民

主
党
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
、
さ
け
え
な
か
っ
た
。
第
二
の
タ
イ
プ
は
そ
れ

ゆ
え
、
社
会
民
主
党
の
政
権
下
に
あ
っ
て
、
労
資
協
調
を
と
り
つ
つ
、
産
業
、

文
化
、
教
育
、
福
祉
な
ど
を
、
お
く
れ
ば
せ
な
が
ら
、
充
実
さ
せ
て
ゆ
く
途
を

辿
っ
た
。
そ
の
モ
デ
ル
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
社
会
民
主
党

以
来
、
四
十
年
以
上
一
貫
し
て
政
権
の
座
に
あ
っ
た（

69
）。（
70
）こ

こ
で
は
社
会
主
義
の

理
論
の
必
要
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
最
先
端
の
イ
ギ
リ
ス
で
、
ロ
バ
ー
ト
・

オ
ー
エ
ン
と
、
最
後
尾
の
ド
イ
ツ
で
Ｋ
・
マ
ル
ク
ス
が
、
と
も
に
社
会
主
義
理

論
を
社
会
的
に
は
求
め
ら
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
全
く
正
反
対
の
内
容
を
提
供
し

た
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
見
逃
し
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
二
人
に
共
通
し
て
二
人

共
々
に
同
じ
性
質
の
致
命
的
欠
陥
（
克
服
の
で
き
な
い
自
己
崩
壊
の
必
然
的
弱

点
）
を
内
包
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
エ
ン
を
と
り

上
げ
検
討
を
加
え
る
。
こ
れ
は
、
論
理
的
に
は
マ
ル
ク
ス
に
も
同
じ
く
妥
当
す

る
。

（二）

ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
エ
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
今
で
も
左
翼
政
党
が
わ
が
祖
先

と
云
い
合
っ
て
い
る
し
、
イ
ギ
リ
ス
的
社
会
主
義
思
想
の
特
殊
性
そ
の
も
の
、

事
実
上
の
具
現
と
し
て
敬
愛
を
隠
そ
う
と
し
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
社
会
で
「
社
会

主
義
」
と
い
う
言
葉
を
少
し
も
抵
抗
感
な
く
受
け
納
れ
ら
れ
て
い
る
上
で
貢
献

は
大
き
い
と
思
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
十
九
世
紀
末
社
会
主
義
諸
党
が
簇
出
し

た
と
き
、
オ
ー
エ
ン
主
義
団
体
は
消
滅
し
て
お
り
、
そ
れ
を
お
こ
そ
う
と
す
る

試
み
は
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
協
同
組
合
運
動
は
一
八
四
四
年
、
オ
ー
エ
ン
主

義
者
ホ
リ
ヨ
ー
ク
の
示
唆
に
よ
っ
て
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
か
ら
展
開
さ
れ
た
が
、
彼

ら
は
決
し
て
政
治
に
係
り
を
持
と
う
と
し
な
か
っ
た
。
一
体
何
が
理
由
な
の
で

あ
ろ
う
か
。

私
は
最
近
、
昔
よ
ん
だ
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
本
で
知
っ
た
、
イ

ギ
リ
ス
社
会
主
義
思
想
の
流
れ
を
辿
っ
て
み
た
。
デ
ッ
カ
ー
の
ウ
イ
ン
ス
タ
ン

レ
ー
か
ら
、
ク
エ
ー
カ
ー
の
ジ
ョ
ン
・
ベ
ラ
ー
ズ
、
そ
し
て
ベ
ラ
ー
ズ
の
影
響

を
多
く
受
け
た
と
さ
れ
る
、
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
エ
ン
に
至
る
エ
ッ
セ
イ
を
書
い

た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
知
っ
た
こ
と
は
、
ジ
ョ
ン
・
ベ
ラ
ー
ズ
（
ク
エ

ー
カ
ー
）
と
オ
ー
エ
ン
の
関
係
は
殆
ん
ど
、
こ
れ
ま
で
、
紹
介
さ
れ
て
来
な
か

っ
た
こ
と
で
、
ま
た
知
る
す
べ
も
欠
落
さ
せ
て
来
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
は
ベ

ラ
ー
ズ
の
強
い
影
響
が
オ
ー
エ
ン
に
あ
っ
た
こ
と
は
解
っ
た
が
、
ポ
ラ
ニ
ー

「
大
転
換
」（
原
文
一
九
五
七
、
訳
一
九
七
五
）
は
詳
細
に
亘
っ
て
両
者
の
関
係

に
ふ
れ
、
殆
ん
ど
両
者
が
双
子
の
兄
弟
ほ
ど
の
影
響
を
、
オ
ー
エ
ン
が
受
け
て
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い
る
と
記
し
て
い
た
。
両
者
に
相
違
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ベ
ラ
ー
ズ
は
ク
エ

ー
カ
ー
、
オ
ー
エ
ン
は
無
宗
教
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
一
点
だ
け
で
あ
る
と
私
は

思
う
。
イ
ギ
リ
ス
は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
い
っ
て
も
、
今
日
、
教
会
へ
行
く

習
い
は
消
え
、
聖
書
を
日
曜
日
に
読
む
姿
な
ど
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
生
活
習

慣
に
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
き
び
し
い
習
い
は
し
み
込
ん
で
い
な
い
と
は
決
し
て
い

．
．
．
．
．
．
．
．
．

え
な
い

．
．
．

。
イ
ギ
リ
ス
は
根
っ
か
ら

．
．
．
．

の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
国
を
今
に
続
け
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
革
命
研
究
の
権
威
、
Ｃ
・
ヒ
ル（

72
）

に
よ
る
と
、
ラ
ン
タ
ー
（R

anter

）

と
い
う
革
命
時
の
一
小
会
派
は
、
旧
慣
習
の
非
人
間
性
、
権
威
主
義
に
強
く
反

抗
し
た
が
、
そ
の
行
為
が
「
強
烈
で
粗
暴
」
と
非
難
さ
れ
抑
圧
さ
れ
た
。
そ
の

た
め
彼
ら
は
殆
ん
ど
、
の
ち
ク
エ
ー
カ
ー
に
統
合
さ
れ
た
と
い
う
が
、
ウ
イ
ン

ス
タ
ン
レ
ー
ら
初
期
共
産
主
義
者
も
強
烈
至
極
な
弾
圧
を
受
け
、
彼
ら
も
ク
エ

ー
カ
ー
に
加
入
し
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
ラ
ン
タ
ー
の
思
想
上
の
影
響
は
当
時

イ
ギ
リ
ス
全
土
に
及
ん
で
お
り
、
の
ち
の
ち
ま
で
に
及
び
つ
つ
、
ウ
イ
リ
ア
ム
、

ブ
レ
ー
ク
に
及
ん
で
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ブ
レ
ー
ク
は
、
ダ
ン
テ
「
神

曲
」
に
さ
し
絵
を
入
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
お
り
、
私
自
身
、
あ
の
絵
で
「
神

曲
」
が
手
ば
な
せ
な
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
詩
人
、
執
筆
家
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

思
想
の
潮
流
を
知
る
、
こ
の
上
な
い
文
献
と
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
難
解
さ

．
．
．

に

お
い
て
こ
れ
以
上
の
も
の
は
な
い
と
定
評
が
あ
る
。
わ
が
国
で
は
生
涯
を
こ
の

研
究
に
さ
さ
げ
た
小
数
の
偉
大
な
頑
固
一
徹
の
頭
悩
．
．

が
巨
大
な
業
績
を
あ
げ
ら

れ
、
私
は
帽
子
を
脱
い
で
敬
意
を
表
す
る
ば
か
り
で
あ
る（

73
）。

私
は
主
と
し
て
、
キ
ャ
ス
リ
ー
ン
・
レ
イ
ン
『
ブ
レ
ー
ク
と
古
代
』
（
吉
村
訳
）

一
九
八
八
年
原
文
一
九
七
七
）
に
強
く
ひ
か
れ
、
Ｅ
・
Ｐ
・
ト
ム
ス
ン
『
野
獣

に
反
対
す
る
証
據
』
（
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
）
に
依
っ
て
読
ん
だ（

73
）。

誤
解
を
恐
れ
ず

に
い
え
ば
、
西
欧
思
想
と
は
神
秘
主
義
思
想
の
流
れ
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ャ
、
と

く
に
プ
ラ
ト
ン
と
そ
の
後
現
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
と
の
絡
み
合
い
の
な

か
、
二
つ
の
要
素
、
理
性
（
リ
ー
ズ
ン
）
と
創
造
力
（
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
）

の
絡
み
合
い
と
し
て
一
つ
の
潮
流
を
な
し
、
一
方
に
知
覚
し
う
る
決
定
能
力
＝

理
性
と
、
精
神
的
心
像
な
い
し
思
い
つ
き
＝
創
造
力
の
結
合
、
つ
ま
り
は
合
理

と
非
合
理
の
絡
み
合
い
を
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
デ
ッ
カ
ー
の
ウ
イ
ン

ス
タ
ン
レ
ー
は
「
内
な
る
神
」
で
各
宗
派
は
連
帯
し
（
国
民
の
形
成
）。
反
キ

リ
ス
ト
教
（
旧
権
力
者
）
と
対
峙
し
た
が
、
ウ
イ
ン
ス
タ
ン
レ
ー
の
「
内
な
る

神
」
は
「
理
性
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
同
じ
く
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
ー

ク
も
、
宗
教
に
あ
っ
て
宗
教
を
越
え
る
宗
教
、
す
な
わ
ち
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ

ル
グ（

74
）」

を
想
起
し
た
。
つ
ま
り
、
理
性
な
い
し
合
理
性
は
受
肉
．
．

し
な
い
ま
ま
、

純
一
な
姿
で
現
世
に
現
れ
る
こ
と
（
合
理
性
そ
の
も
の
で
と
ら
え
る
こ
と
）、

つ
ま
り
、
そ
れ
を
論
理
的
に
假
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ

る
未
決
の
問
題
を
論
據
と
す
る
（question

begging

）
誤
ち
に
陥
る
こ
と
で
、

許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ラ
ン
タ
ー
た
ち
は
、
ピ
ュ
ー
タ
ニ
ズ
ム
に
あ
っ
て
ピ

ュ
ー
リ
タ
ン
の
俗
物
性
に
反
逆
し
、「
乱
暴
も
の
」「
モ
ラ
ル
知
ら
ず
」
な
ど
悪

態
の
限
り
を
身
に
受
け
た
。
し
か
し
彼
ら
は
一
般
民
衆
に
納
れ
ら
れ
て
い
た
の
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で
あ
っ
た
。

さ
て
、
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
エ
ン（

75
）は

、
隨
所
に
協
同
社
会
建
設
の
試
み
を
行
っ

た
が
悉
く
成
功
を
見
ず
、
ア
メ
リ
カ
で
の
実
験
の
後
、
労
働
者
階
級
か
ら
の
支

援
の
必
要
も
あ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
最
初
の
全
国
的
労
働
組
合
連
合
「
大
全
国
統

合
労
働
組
合
」（G

rand
N

ational
C

onsolidated
T

rades
U

nion

）
を
つ
く
っ
た

が
短
命
に
終
っ
た
。（
一
八
三
三
―
四
）
そ
の
直
後
、「
新
道
徳
世
界
」
誌
を
定

期
に
刊
行
し
、「
合
理
的
宗
教
者
の
一
般
的
協
同
協
会
」
と
略
称
さ
れ
る
協
会

を
つ
く
っ
て
伝
導
に
移
り
資
金
を
え
て
再
度
の
試
み
に
備
え
た
。
上
記
の
も
の

は
一
般
に
「
合
理
的
社
会
」（T

he
R

ational
Society

）
と
い
わ
れ
、
多
く
の
支

持
者
を
集
め
た
と
い
う
。
同
時
に
彼
は
政
治
へ
の
関
与
を
拒
絶
し
、
無
宗
教
と

な
っ
た
。
そ
の
意
味
は
、
政
治
を
回
収
す
る
こ
と
（
社
会
生
活
に
と
り
戻
す
こ

と
）
で
「
真
の
社
会
」
本
来
の
め
ざ
す
社
会
と
な
る
と
い
う
意
味
（
こ
の
点
、

マ
ル
ク
ス
は
、
政
治
を
実
生
活
に
と
り
戻
す
こ
と
で
、
人
間
解
放
（「
種
的
存

在
」「
自
己
実
現
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
云
っ
た
が
）
と
し
た
の
と
、
全
く
同

じ
こ
と
を
ね
ら
っ
て
い
た
）
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
合
理
性
に
徹
し
た
〔
理
想

の
―
引
用
者
〕
社
会
、
つ
ま
り
、
か
れ
は
無
宗
教
と
「
徹
底
し
た
合
理
性
」
と

を
同
一
と
み
、
か
つ
そ
れ
を
実
践
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の

追
随
者
た
る
オ
ー
エ
ン
主
義
者
は
す
べ
て
宗
教
を
放
さ
ず
に
持
ち
、
組
合
に
お

い
て
も
組
合
礼
拝
堂
設
立
運
動
さ
え
行
う
仕
末
で
、
オ
ー
エ
ン
は
完
全
に
労
働

者
社
会
つ
ま
り
国
民
か
ら
は
理
想
思
想
の
み

．
．
．
．
．
．

の
存
在
と
な
っ
た
。
一
八
四
八
年
、

キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
者
の
出
現
は
無
宗
教
反
対
の
た
め
で
あ
っ
た
。
チ
ャ
ー

テ
ィ
ス
ト
（
政
治
運
動
）
と
は
絶
縁
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
マ
ル
ク
ス
も
同
じ
論

理
を
辿
っ
た
。
彼
マ
ル
ク
ス
は
政
治
変
革
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
）
に
よ
り
、
政

治
と
実
生
活
と
は
分
離
し
、「
抽
象
的
政
治
国
家
」
つ
ま
り
政
治
と
実
際
生
活

は
分
離
す
る
の
で
、
そ
の
政
治
（「
抽
象
的
政
治
国
家
」）
を
回
収
（
と
り
戻
す
）

こ
と
で
本
来
の
社
会
に
到
る
と
し
、
た
だ
彼
は
（
オ
ー
エ
ン
が
政
治
拒
否
し
た

の
と
異
り
）
暴
力
に
よ
る
奪
権
と
共
同
社
会
に
よ
っ
て
〔
理
想
の
―
引
用
者
〕

本
来
の
人
間
社
会
に
至
る
の
を
方
針
と
し
、
そ
の
行
為
自
身
に
お
い
て
内
部
に

政
治
と
道
徳
が
包
摂
さ
れ
る
（
実
際
に
は
放
棄
す
る
こ
と
）
と
し
、
つ
ま
り
は

政
治
と
モ
ラ
ル
は
顧
み
ず
に
、
実
現
さ
れ
た
社
会
は
合
理
性
に
徹
す
る
故
に
、

無
宗
教
と
な
る
も
の
と
唱
え
、
か
く
て
無
宗
教
と
合
理
性
（
な
い
し
合
理
的
社

会
）
と
は
等
置
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
オ
ー
エ
ン
と
マ
ル
ク
ス
の
無
宗
教
は
、
未
来
に

生
起
す
る
で
あ
ろ
う
事
実
を
仮
定
し
て
、
実
際
上
の
正
統
な
論
と
す
る
、
い
わ

ゆ
る
未
決
の
問
題
を
論
據
と
す
る
誤
謬
（begging

of
the

question’s
failure

）

を
犯
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
以
上
に
実
際
的
な
問
題
は
、
か
く
し
て
、

天
国
と
地
獄
と
が
解
け
難
く
結
び
つ
く
土
台
の
中
で
、
自
己
崩
壊
の
必
然
性
の

内
在
的
素
因
を
解
く
こ
と
も
、
そ
れ
を
知
覚
す
る
こ
と
さ
え
で
き
ず
に
、
消
滅

し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
本
稿
は
無
宗
教
の
誤
謬
が
完
全
な
自
己
崩
壊
の

論
理
的
必
然
性
に
あ
る
こ
と
を
、
明
白
に
証
明
し
た
。
こ
れ
が
人
類
史
上
、
最
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初
の
分
析
を
な
し
え
た
論
文
と
な
っ
た
。

（
二
〇
〇
三
年
三
月
十
四
日
）

注

（
１
）G

övan
T

herborn,T
he

R
ule

of
C

apitaland
the

R
ise

of
D

em
ocracy,N

ew
L

eft

R
eview

,103,m
ay

/june
1977.

（
２
）
拙
著
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
価
値
観
と
戦
後
社
会
』（
二
〇
〇
二
年
六
月
。
第
九
章
一
七

六
頁
を
み
よ
。
ま
た
、Isa

K
atynelson,W

orking
C

lass
form

ation
and

state
:N

ine-

teenth-century
E

ngland
in

A
m

erican
perspectiure,in

:D
avid

E
nglander

ed,B
ri-

tain
and

A
m

erica-Studies
in

C
om

parative
H

istory
1760-1970,O

pen
U

niversity,

p.186.

に
は
、
Ｊ
・
Ｐ
・
ネ
ト
ル
の
言
説
に
引
用
し
て
い
る
マ
ル
ク
ス
の
用
例
と
し

て
、
マ
ル
ク
ス
は
国
家
適
性
（S

tateness

）
を
都
市
の
一
変
種
と
扱
っ
て
お
り
、
ア

メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
は
「
国
家
の
暴
力
的
転
覆
の
例
外
と
し
た
が
、
そ
れ
は
、
こ
の

よ
う
な
国
家
に
は
転
覆
す
べ
き
国
家
が
な
い
か
ら
」
と
述
べ
た
と
い
う
。
ネ
ト
ル
は
、

両
国
は
「
国
家
が
直
接
、
自
治
活
動
の
領
域
と
認
め
ら
れ
」、
法
が
国
家
の
発
散

（em
anation

）
と
い
う
よ
り
、
大
幅
な
自
治
を
持
つ
ゆ
え
、
と
説
明
し
て
い
る
。
な

お
ネ
ト
ル
の
文
献
は
「
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
（
下
）」
河
出
書
房
、
一
九
七

五

二
八
と
あ
っ
た
が
、
未
見
。
な
お
、K

.M
arx,T

he
FirstInternationaland

A
fter,ed,and

Introduction
by

D
avid

F
ernbach,P

enguin
B

ooks
1974,p.54

を

参
照
の
こ
と
。
な
お
、
マ
ル
ク
ス
は
フ
ラ
ン
ス
労
働
者
党
（P

arti
O

uvri

）
の
設
立

（
一
八
七
九
）
へ
の
挨
拶
の
な
か
で
、
普
通
選
挙
権
に
ふ
れ
、「
欺
瞞
の
道
具
か
ら
解

放
の
手
段
」
に
転
化
し
う
る
と
述
べ
た
と
い
う
。
た
だ
し
、
こ
の
文
章
は
マ
・
エ
ン

全
集
（
英
文
一
九
巻
）
に
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
た
め
、
の
ち
に
な
っ
て
か
ら
紹
介
さ

れ
た
と
い
う
。C

f.K
.M

arx,T
he

FirstInternationaland
A

fter,p.377.

（
３
）
女
性
参
政
権
の
「
賦
与
」
は
一
般
に
投
票
率
を
は
じ
め
と
す
る
政
治
意
識
の
稀
薄

化
の
傾
向
が
あ
る
と
日
本
で
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
日
本
で
女
性
が
と
り
わ
け
民
主

的
弱
体
化
に
至
る
一
つ
の
理
由
と
さ
れ
た
の
は
、「
外
部
」
か
ら
課
せ
ら
れ
た
場
合

が
民
主
主
義
を
吸
収
し
に
く
く
す
る
典
型
と
さ
れ
る
。
勿
論
こ
れ
は
旧
体
制
下
家
族

制
度
（
嫁
・
姑
関
係
な
ど
）
を
も
無
視
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

で
は
、
逆
に
、「
草
の
根
」
民
主
主
義
を
振
い
立
た
せ
る
逆
の
刺
激
傾
向
を
指
摘
す

る
向
き
が
多
い
と
い
う
。（G

.T
herborn,op,cit·p.37

）
ア
メ
リ
カ
南
部
で
も
白
人

女
性
は
黒
人
男
性
よ
り
も
五
十
年
前
に
投
票
権

．
．
．

を
獲
得
し
た
。
ア
メ
リ
カ
西
部
の

二
・
三
州
で
も
、
女
性
は
十
九
世
紀
末
に
、
男
子
の
国
民
投
票
に
よ
っ
て
、
投
票
権

を
え
た
。
し
か
し
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
北
部
諸
州
で
、
白
人
男
女
が
と
も
に
投
票
権

を
え
た
の
は
、
一
九
六
〇
年
だ
っ
た
の
で
あ
る
。（lbid·p.17

）
な
お
女
性
参
政
権

獲
得
と
女
性
の
有
給
雇
用
率
に
は
相
関
性
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
第
一
次
世
界
大
戦

の
戦
中
戦
後
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
一
般
に
、
三
〇
％
弱
と
な
っ
て
い
た
。
ラ
テ
ン
・

ア
メ
リ
カ
諸
国
が
男
女
と
も
早
期
達
成
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
注
で
述
べ
る
。

（
４
）John

M
arkoff,R

eally
E

xisting
D

em
ocracy

:L
earning

From
L

atin
A

m
erica

in

六
六

山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
四
巻
第
一
号



L
ate
1990,N

ew
L

eftR
eview

,223,m
ay

/june
1997,

こ
の
論
文
は
、
ラ
テ
ン
・
ア

メ
リ
カ
の
民
主
主
義
が
後
発
な
が
ら
欧
米
に
追
い
つ
き
追
い
こ
す
動
向
を
示
し
た
好

論
文
で
あ
る
。
た
だ
経
済
的
分
析
が
弱
い
の
が
難
点
と
い
え
る
と
思
う
。
基
準
と
し

て
い
る
着
眼
点
は
「
草
の
根
」
の
組
織
化
と
組
織
運
動
に
お
き
、
必
ず
し
も
参
政
権

を
重
視
し
て
い
な
い
。
し
か
し
最
近
の
時
期
を
扱
っ
て
い
る
た
め
、
民
主
主
義
の
日

常
化
（
啓
蒙
化
あ
る
い
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
自
立
化
）
と
深
化
に
よ
る
体
制
転

換
を
（
従
来
と
ち
が
っ
た
意
味
と
形
で
）
展
望
し
な
が
ら
、
決
し
て
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を

固
定
し
て
い
な
い
の
が
特
長
で
あ
る
。
な
お
現
在
（
二
〇
〇
三
年
一
月
）
ブ
ラ
ジ
ル

に
左
翼
大
統
領
の
出
現
に
よ
り
、
具
体
化
に
突
入
し
た
。
チ
リ
ー
も
こ
れ
に
做
っ
て

い
る
が
注
目
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
の
「
土
地
な
き
運
動
」
に
つ
い
て

は
、
い
ず
れ
紹
介
し
た
い
。
大
統
領
は
当
選
後
閣
僚
全
員
と
と
も
に
農
民
に
会
い
に

赴
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
マ
ー
コ
フ
に
も
連
絡
を
と
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ち
が

っ
た
途
を
開
発
す
る
こ
と
に
、
期
待
し
て
い
る
。

（
５
）
「
聖
域
は
必
ず
消
滅
す
る
」
こ
と
を
別
言
す
れ
ば
、
近
代
的
合
理
主
義
の
基
本
価

値
が
生
活
慣
習
に
嵌
め
込
ま
れ
、
文
明
化
さ
れ
た
価
値
観
と
禁
欲
的
自
己
抑
制
、
男

女
平
等
、
人
権
の
尊
重
と
平
等
な
ど
に
一
変
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル

・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
放
棄
（
も
ち
ろ
ん
、
如
上
の
除
外
を
ふ
く
み
）
を
反
省

し
、
決
意
で
き
ず
に
い
る
現
況
下
、
決
し
て
容
易
に
聖
域
消
滅
を
云
々
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
手
だ
て
を
思
慮
深
く
設
け
な
く
て
は
、
無
責
任
と
な
る
。
こ
れ
は
「
お

前
の
こ
と
を
云
っ
て
い
る
の
だ
」。

（
６
）
な
お
、
マ
ル
ク
ス
は
研
究
の
仕
方
と
叙
述
の
仕
方
を
「
形
式
と
し
て
」
は
区
別
し

「
発
展
諸
形
態
の
内
的
紐
帯
」
を
探
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
た
。（『
資
本
論
』
第

二
版
あ
と
が
き
①
二
七
頁
）
本
稿
で
は
こ
れ
を
「
モ
デ
ル
」
と
概
念
化
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
Ｅ
・
Ｐ
・
ト
ム
ス
ン
に
做
っ
た
が
、
詳
細
は
後
に
述
べ
る
。（E

.P.T
hom

-

pson,T
he

P
eculianities

of
T

he
E

nglish,T
he

Socialist
R

egister,1965,p.349.

）

「
あ
る
意
味
で
、
歴
史
は
思
っ
た
よ
う
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
す
べ
て
起
っ

た
ま
ま
に
留
る
。
別
言
す
れ
ば
、
歴
史
は
モ
デ
ル
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
歴
史
と
な
る

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

。」

（lbid·y
349,

傍
点
・
引
用
者
）

（
７
）
以
下
は
次
の
文
献
を
参
照
し
た
。

John
H

ollow
ay

and
SolPicciotto,C

apital,C
risis

and
the

State,C
apitaland

C
lass,

4 ,1978.

ま
た
、
エ
レ
ン
・
メ
イ
ク
シ
ン
ス
ク
・
ウ
ッ
ド
（
石
堂
監
訳
、
森
川
辰
夫
訳
）『
民

主
主
義
対
資
本
主
義
―
史
的
唯
物
論
の
革
新
』
論
創
社
一
九
九
九
年
を
も
参
照
の
こ

と
。
原
本
は
の
ち
紹
介
す
る
。

（
８
）
カ
ー
ル
・
ポ
ラ
ニ
ー
『
大
転
換
―
市
場
社
会
の
形
成
と
崩
壊
』（
吉
沢
、
野
口
、

長
尾
、
杉
村
訳
）、
東
洋
経
済
新
報
社
一
九
七
五
。

K
arlPolanyi,T

he
G

reatT
ransform

ation-T
he

P
oliticaland

E
conom

ic
O

rigins
of

O
ur

T
im

e-,B
eacan

Press,1957.

（
９
）T

.H
.A

ston
and

C
.H

.E
.P

rilpin
ed,T

he
B

renner
D

ebate
:

A
grarian

C
lass

Structure
and

E
conom

ic
D

evelopm
entin

P
re-IndustrialE

urope ,C
am

bridge
:

六
七

民
主
主
義
を
拒
否
す
る
資
本
主
義
―
―
森



C
am

-bridge
U

niversity
Press,1985,viii+

pp.339.
（
10
）
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
も
み
ら
れ
、
欧
米
に
お
け
る
教
育
・

研
究
の
、
大
き
な
躍
進
と
改
革
の
時
期
に
当
面
し
て
い
る
か
に
見
受
け
ら
れ
る
。

「
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
精
神
は
、Scrutiny

の
一
語
に
盡
き
る
」（
ペ
リ
・
ア
ン
ダ
ー
ソ

ン
）（E

nglish
Q

uestions,p.101

）
と
の
言
葉
は
、
真
理
へ
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
イ
以

外
は
、
入
学
と
研
究
に
何
の
支
障
も
あ
り
え
な
い
と
の
含
蓄
を
、
熟
考
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
ル
ネ
サ
ン
ス
を
担
っ
た
偉
大
な
大
学
は
、
決
し
て
時
を
空
し

く
過
し
て
い
な
か
っ
た
。

（
11
）
こ
の
論
文
は
前
注
の
本
の
副
題
と
さ
れ
、『
パ
ー
ス
ト
と
プ
レ
ゼ
ン
ト
』
70
（
一

九
七
六
年
二
月
）
に
発
表
さ
せ
た
。
そ
れ
は
次
注
（
12
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
全

欧
州
に
ま
た
が
る
実
証
研
究
を
ふ
ま
え
て
い
た
だ
け
に
、
学
派
を
こ
え
全
地
域
に
ま

た
が
る
一
大
論
争
と
な
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
ポ
ス
タ
ン
教
授
（
マ
ル
サ
ス
主
義
に
よ

る
人
口
研
究
）、
フ
ラ
ン
ス
の
Ｅ
・
ル
・
ロ
ワ
・
ラ
デ
ユ
リ
（
マ
ル
サ
ス
主
義
に
よ
る
、

ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
の
農
民
・
農
村
研
究
）、
ポ
ー
ラ
ン
ド
研
究
の
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史

家
Ｗ
・
ク
ラ
教
授
、
ボ
ヘ
ミ
ア
地
方
の
経
済
研
究
を
し
て
い
る
、
Ａ
・
ク
リ
マ
教
授
、

Ｐ
・
ク
ル
ー
ト
、
Ｄ
・
パ
ー
カ
の
共
同
研
究
に
よ
る
英
佛
農
村
の
比
較
研
究
、
と
り

わ
け
興
味
を
そ
そ
っ
た
の
は
、
エ
ル
ベ
河
の
東
側
と
西
側
（
つ
ま
り
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

と
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
）
つ
ま
り
ド
イ
ツ
の
両
地
区
の
比
較
研
究
な
ど
で
、
九
篇
の
論
文

が
論
争
し
合
う
壮
観
な
状
況
と
な
っ
た
。
最
後
に
ブ
レ
ン
ナ
ー
が
ま
と
め
の
論
文
を

発
表
し
た
が
、
こ
れ
が
ま
た
百
頁
を
こ
え
る
大
論
文
で
、
一
九
八
二
年
に
ま
と
め
た
。

こ
の
間
十
年
近
く
経
過
し
、
こ
の
間
に
、
ポ
ス
タ
ン
教
授
と
ク
ー
パ
ー
氏
が
な
く
な

っ
た
。
こ
の
内
容
紹
介
は
、
ヒ
ル
ト
ン
教
授
が
行
っ
て
い
る
の
で
省
く
が
、「
資
本
論
」

刊
行
以
降
の
一
大
討
論
と
さ
れ
、
ド
ッ
プ
・
ス
イ
ー
ジ
ー
論
争
を
は
る
か
に
上
廻
る

規
模
と
質
量
的
広
範
囲
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
私
が
一
つ
加
え
る
と
、
い
わ
ゆ

る
ブ
ル
ジ
ュ
ア
学
者
の
ポ
ス
タ
ン
教
授
（
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
）
が
、
英
ソ
外
交
関
係
の

険
悪
な
時
期
、
ソ
連
の
コ
ス
ミ
ン
ス
キ
ー
教
授
の
依
頼
に
応
え
、
公
文
書
館
資
料
を

送
っ
た
り
、
コ
ス
ミ
ン
ス
キ
ー
教
授
の
英
国
留
学
の
面
倒
を
み
た
。
コ
ス
ミ
ン
ス
キ

ー
教
授
は
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
・
ロ
ー
ル
ズ
の
分
析
に
よ
っ
て
、
国
際
的
に
名
声
の
高
い

研
究
成
果
を
上
げ
た
。
彼
ら
の
研
究
者
間
友
情
は
、
思
想
や
政
治
を
こ
え
最
高
の
あ

り
方
を
示
し
た
も
の
で
、
恒
久
的
に
記
憶
さ
れ
続
け
ら
れ
る
と
思
う
。

（
12
）
Ｋ
・
マ
ル
ク
ス
の
ヴ
ェ
ラ
・
ザ
ス
ー
リ
ッ
チ
へ
の
手
紙
（
草
稿
）
は
、
フ
ラ
ン
ス

語
版
に
よ
っ
て
い
る
が
、
モ
ス
ク
ワ
版
（
一
九
三
二
年
）
と
英
語
訳
（
ペ
ン
ギ
ン
・

ブ
ッ
ク
ス
社
版
、
一
九
七
六
）
に
は
の
っ
て
い
な
い
。
邦
訳
④
は
注
記
し
て
い
る
。

大
内
力
編
訳
『
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
農
業
論
集
』
岩
波
文
庫
、
一
九
七
三
年
が

よ
く
整
っ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
の
歴
史
観
（
第
二
十
四
章
）
の
最
大
の
問
題
点
が
そ

こ
に
見
ら
れ
る
。

（
13
）
エ
レ
ン
・
Ｍ
・
ウ
ッ
ド
『
資
本
主
義
の
起
源
』
第
三
、
第
四
章
を
み
よ
。

（
14
）
こ
の
前
後
、
ア
ラ
ン
・
マ
ク
フ
ァ
ー
レ
ン
『
イ
ギ
リ
ス
個
人
主
義
の
起
源
』（
酒

井
利
夫
訳
）
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
、
一
九
九
〇
年
二
四
九
―
二
五
〇
頁
、
三
二
三
頁
な
ど

を
参
照
し
た
。A

lan
M

acfarlane,T
he

O
rigins

ofE
nglish

Individualiom
:

P
roperty

六
八

山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
四
巻
第
一
号



and
SocialT

ransition,O
xford

:B
asilB

lackw
ell,1978.

（
15
）W

illiam
L

angland,P
iers

the
P

loughm
an,T

r.into
m

odern
E

nglish
and

an
intr-

oduction
by

J.F.G
oodridge,Penguin

B
ooks

1957,revised
ed,1966,p270.

に

よ
る
。
邦
訳
は
、
中
世
英
語
か
ら
直
接
日
本
語
訳
し
た
二
種
類
が
あ
る
が
、
生
出
訳

を
一
部
参
考
に
し
た
。
な
お
、
浜
林
正
夫
『
イ
ギ
リ
ス
民
主
主
義
思
想
史
』
新
日
本

出
版
社
、
一
九
七
三
年
は
、
す
ぐ
れ
た
入
門
書
で
あ
る
。

（
16
）C

.
B

.
M

acpherson,
T

he
political

T
heory

of
P

ossesive
Individualism

,
O

xford

U
niversity

P
ress,

1962.

マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
『
所
有
的
個
人
主
義
の
政
治
理
論
』

（
藤
野
、
折
積
、
瀬
沢
副
）
合
同
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
。

（
17
）
次
に
あ
げ
る
の
は
、
本
稿
で
参
照
し
た
、
Ｅ
・
Ｐ
・
ト
ム
ス
ン
、
ロ
バ
ー
ト
・
ブ

レ
ン
ナ
ー
お
よ
び
エ
レ
ン
・
ウ
ッ
ド
の
主
要
文
献
（locus

classicus

）
で
、
参
照
し

な
か
っ
た
も
の
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

（
Ａ
）E

.P
T

hom
pson

1

）1955.
W

illiam
M

orris
:

R
om

antic
to

R
evolutionary,

L
ondon

:
N

ew
Y

ork,

1976.

2

）1968.
T

he
M

aking
of

the
E

nglish
W

orking
C

lass,
Pelican

B
ooks,

first
ed.,

1963,revised
ed.1968.

3

）1978,T
he

Poverty
of

T
heory

:or
an

O
rrery

of
E

rrors,M
erlin

Press.

4

）1993.C
ustom

in
C

om
m

ons,T
he

N
ew

Press

（N
.Y

.

）

5

）1993.
W

itness
A

gainst
the

B
east

:
W

illiam
B

lake
and

the
M

oral
L

aw
,

C
am

bridge
:C

am
bridge

U
niversity

Press.

6

）A
rticles

:

a

）1965.T
he

Peculiarities
of

the
E

nglish,T
he

SocialistR
egister

1955.

b

）1978.E
ighteenth-century

E
nglish

Society
:C

lass
struggle

w
ithoutclass

?

,SocialH
istory,3-2,m

ay
1978.

（
Ｂ
）R

obertB
renner

1

）1976.
A

grarian
C

lass
S

tructure
and

E
conom

ic
D

evelopm
ent,

P
ast

and

P
resent,

70
in

:
T

.H
.

A
shton

and
C

.
H

.
E

.
P

hilpin,
T

he
B

renner
D

ebate,

C
am

bridge
:C

am
bridge

U
niversity

Press,T
sted.1985,paperbock

1985.

2

）1977.
T

he
O

rigins
of

C
apitalist

D
evelopm

ent
:

A
C

ritique
of

N
eo-

S
m

ithian
M

arxism
, N

ew
leftR

eview
,104,July

/A
ugust1977.

3

）1985.
T

he
A

grarian
R

oots
of

E
uropean

C
apitalism

,
in

:
op.

cit.,
T

he

B
renner

D
ebate.

4

）1989.
B

ourgeois
R

evolution
and

T
ransition

to
C

apitalism
,

in
:

T
he

F
irst

M
odern

Society
:

essays
in

E
nglish

H
istory

in
honour

of
L

aw
rence

Stone
/

edited
by

A
.

L
.

B
lier,

D
avid

C
annadiane

and
Jam

es
M

.
R

osenheim
,

C
am

bridge
U

niversity
Press,1989.

5
）1998.

T
he

E
conom

ics
of

G
lobal

T
hurbulence

:
T

he
A

dvanced
C

apitalist

E
conom

ics
from

B
oom

to
S

tagnation,
N

ew
L

eft
R

eview
,
299,

m
ay

/
june

1988.

六
九

民
主
主
義
を
拒
否
す
る
資
本
主
義
―
―
森



6

）2000.
T

he
B

oom
and

the
B

ubble,
N

ew
L

eft
R

eview
,
2nd

series,
6,

N
ov.

/

D
ec./2000.

7

）1993.
M

erchants
and

R
evolution

1550-1653,
P

rinceton
U

niversity
P

ress.

1993.

8

）2002.
T

he
B

oom
and

the
B

ubble-T
he

U
.

S.
in

T
he

W
orld

E
conom

y,

V
E

R
SO

,2002.

（
Ｃ
）E

llen
M

eiksins
W

ood,

1

）1991.T
he

P
restine

C
ultuse

ofC
apitalism

V
E

R
SO

,1991.

2

）1995.
D

em
ocracy

A
gainst

C
apitalism

-R
enew

ing
H

istorical
m

aterialism
,

C
am

bridge
U

niversity
P

ress.

邦
訳

:
石
堂
清
倫
、
森
川
辰
文
訳
、
論
創
社
、

1999.

3

）1999.
T

he
O

rigin
of

C
apitalism

,
M

onthly
R

eview
P

ress,
1999.

邦
訳
、

平
子
友
長
、
中
村
好
孝
訳
、
こ
ぶ
し
書
房
、2001.

4

）1997.T
he

N
on-H

istory
of

C
apitalism

,H
istoricalM

aterialism
,1,1992.

5

）1998.
T

he
A

grarian
O

rigins
of

C
apitalism

,
M

onthly
R

eview
,
50,

July
/

A
ugust1998.

（
18
）Perry

A
nderson,

O
rigins

of
T

he
Present

C
risis,

N
ew

L
eft

R
eview

,23,1964,

in
:E

nglish
Q

uestions,V
E

R
SO

,1992.

こ
の
論
文
は
、
い
わ
ゆ
る
イ
ギ
リ
ス
病
と
称
さ
れ
た
困
難
な
状
況
を
歴
史
的
に
由
来

す
る
と
し
た
主
張
で
、
以
後
、
大
き
な
論
争
の
契
機
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
は
、
イ
ギ

リ
ス
革
命
に
つ
い
て
も
そ
の
一
部
と
し
て
含
ん
で
い
た
が
、
全
体
と
し
て
、
Ｅ
・
Ｐ

・
ト
ム
ス
ン
は
一
九
六
五
a）
論
文
で
批
判
を
加
え
た
。
が
、
ト
ム
ス
ン
・
ヒ
ル
の
見

解
と
は
ち
が
っ
て
い
た
。
ウ
ッ
ド
教
授
の
見
解
は
、
ブ
レ
ン
ナ
ー
、
ア
ン
ダ
ー
ス
ン

の
ブ
ル
シ
ョ
ア
革
命
論
に
は
部
分
的
に
批
判
し
た
が
、
ヒ
ル
に
は
一
切
ふ
れ
ず
、
同

調
し
た
と
も
、
問
題
を
さ
け
た
と
も
、
と
れ
る
。
私
は
後
者
つ
ま
り
、
さ
け
た
と
み

て
い
る
。
つ
ま
り
、
ウ
ッ
ド
は
「
起
源
」
で
は
ブ
レ
ン
ナ
ー
に
賛
成
し
、「
ブ
ル
革
」

で
は
消
極
的
に
、
ヒ
ル
に
傾
き
、
問
題
を
の
こ
し
た
。

（
19
）A

lex
H

onnth,T
he

Struggle
for

R
ecognition-T

he
M

oral
G

ram
m

er
of

Social

C
onflicts ,tr,by

Joe
A

nderson,Polity
Press

1995.

彼
は
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト
学
派
ハ
バ
ー
マ
ス
の
後
継
者
と
目
さ
れ
て
お
り
、
極
め
て
注
目
さ
れ
た
著
書
で

あ
る
。
後
の
用
語
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
形
成
で
あ
り
、
ウ
ッ

ド
の
場
合
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
政
治
と
述
べ
て
い
る
が
、
と
も
に
、
Ｅ
・
Ｐ
・

ト
ム
ス
ン
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
グ
ラ
ム
シ
の
思
想
の
要
点
を
汲
ん
で
い
る
。「
革
命
的

文
化
な
く
し
て
革
命
的
理
論
は
生
れ
な
い
。」（
グ
ラ
ム
シ
）
文
化
と
は
生
活
を
さ
す
。

（
20
）
ブ
レ
ン
ナ
ー
に
つ
い
て
は
、（（
17
）
―
Ｂ
―
４
（
一
九
八
九
）、
ペ
リ
ー
ア
ン
タ
ー

ス
ン
に
つ
い
て
は
、（
１
）O

rigins
of

the
P

resent
C

risis
N

ew
L

eft
R

eviers,23,

1964,in
: E

nglish
Q

uestions,op.cit.

（２）

T
he

N
otion

of
B

ourgois
R

evolution,1976,in
:E

nglish
Q

uestions,V
E

R
SO

,

1992.
な
お
（２）
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
お
け
る
講
演
要
旨
で
あ
る
。
Ｅ
・
Ｐ
・
ト
ム
ス
ン

七
〇

山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
四
巻
第
一
号



に
つ
い
て
は
、（
17
）
―
Ａ
―
６
・
（ａ）
一
九
六
五
を
み
よ
。

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ヒ
ル
に
つ
い
て
は
、C

hristopher
H

ill,T
he

W
orld

T
urned

U
pside

D
ow

n-R
adical

ldeas
D

uring
the

E
nglish

R
evolution,P

enguin
B

ooks,

1972.;do. E
nglish

T
urning

P
oint,L

ondon
1998.

（
21
）Sidney

J.M
adge,T

he
D

om
esday

ofC
row

n
L

ands-A
Study

ofthe
L

egislation,

Surveys,and
Sales

of
R

oyal
E

states
under

the
C

om
m

onw
ealth,L

ondon
:

G
.

R
outledge

and
Sons,L

td.,1937.

マ
ツ
ヂ
の
研
究
は
比
肩
な
き
労
作
で
あ
り
、
四
十
年
要
し
た
と
い
う
。
王
領
地
は
一

挙
に
は
処
理
さ
れ
て
お
ら
ず
、
共
和
国
保
留
に
止
め
ら
れ
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
売

却
地
は
、
そ
の
一
部
分
だ
け
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
、
ア
イ
ア
ト
ン
等
、
十
六
名
の
少
数

に
分
配
し
た
。
教
会
領
地
の
処
理
も
同
様
で
、
こ
れ
ま
た
莫
大
な
量
で
あ
っ
た
。
こ

こ
で
紹
介
す
る
の
は
、
（一）
収
入
形
態
が
、
レ
ン
ト
、
イ
シ
ユ
ー
、
プ
ロ
フ
イ
ッ
ト

（rent,issues,profits

）
に
区
分
さ
れ
て
い
る
こ
と

（二）
売
却
と
リ
ー
ス
は
中
間
形
態

を
と
り
短
期
間
で
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
リ
ー
ス
は
（ａ）
世
代
リ
ー
ス
（generation

lease

）
の
場
合
は
、
一
代
の
と
き
六
年
半
買
い
、
二
、
三
世
代
で
は
三
年
買
い
が
多

い
。
（ｂ）
年
間
リ
ー
ス
は
、
七
年
売
り
に
つ
き
、
六
年
買
い
、
十
四
年
は
四
年
買
い
、

二
十
一
年
は
三
年
買
い
と
な
っ
て
い
る
。
売
却
は
十
二
年
売
り
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

以
上
は
農
業
技
術
に
つ
い
て
年
限
が
短
期
的
で
あ
り
、
資
本
投
下
の
余
地
が
狭
す
ぎ
、

資
本
主
義
化
の
過
大
な
評
価
は
で
き
な
い
。

王
領
地
以
外
の
没
収
地
の
研
究
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
考
え
る
。
件
数
が
極
端
に

多
く
資
料
的
に
余
り
に
多
く
分
散
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
王
領
地
で
も
、
三
十
三

州
、
一
一
三
項
目
に
分
散
し
、
全
額
的
算
出
は
困
難
で
あ
っ
た
。

な
お
革
命
側
は
、
王
党
派
の
没
収
地
の
農
民
・
農
村
へ
の
販
売
を
求
め
た
。（C

f.

nextnote.C
.H

ill,op.cit.,131.

）
イ
ギ
リ
ス
革
命
時
、
ウ
ィ
ン
ス
タ
ン
リ
ー
は
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
半
分
か
ら
三
分
の
二
は
適
切
に
耕
作
さ
れ
な
い
で
放
置
さ
れ
、
三

分
の
一
は
「
不
毛
の
」
未
墾
地
だ
っ
た
と
の
べ
、
領
主
が
そ
こ
を
も
貧
民
が
耕
作
す

る
の
を
許
さ
な
い
の
だ
と
語
っ
た
。
も
し
そ
こ
を
施
肥
す
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
豊
か
に

な
り
、
共
同
耕
作
（
一
般
に
集
団
的
に
耕
作
し
て
い
た
が
）
す
れ
ば
、
現
在
の
十
倍

の
人
口
を
養
い
、
イ
ギ
リ
ス
は
「
諸
国
民
の
先
頭
に
立
つ
」
と
述
べ
て
い
た
。（C

f.

nextnote.C
.H

ill,op,cit.,p.128-29

）
こ
の
よ
う
に
し
て
ブ
レ
ン
ナ
ー
の
主
張
は
、

大
き
な
弱
点
を
も
つ
こ
と
が
明
白
と
な
っ
た
と
思
う
。

な
お
、
マ
ツ
ジ
の
著
書
に
つ
い
て
、
東
北
大
学
経
済
学
部
柴
田
信
也
教
授
に
よ
り
、

多
忙
中
多
大
な
探
査
の
協
力
に
よ
っ
て
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
、
厚
く
御

礼
を
申
し
上
げ
る
。

（
22
）C

hristopher
H

ill,T
he

W
orld

T
urned

U
pside

D
ow

n,P
enguin

B
ooks,1972

p.

306
ff.

（
23
）
ブ
ン
レ
ナ
ー
は
現
在
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル
ス
校
の
所
属
。
当

代
最
先
頭
に
位
置
す
る
比
肩
な
き
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
史
家
で
あ
る
。
彼
が
二
五
〇

頁
の
現
代
の
長
期
停
滞
の
分
析
に
充
て
た
一
論
文
を
、
一
雑
誌
全
頁
を
あ
て
て
発
表

し
た
と
き
、
編
集
長
は
「
こ
れ
で
マ
ル
ク
ス
の
後
継
者
を
え
た
」
と
言
明
し
た
。
私

七
一

民
主
主
義
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す
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―
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は
彼
の
比
類
な
き
明
晰
な
頭
脳
に
敬
意
を
表
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
全
力
で
批
判
す
る
。

（
24
）
資
本
主
義
下
に
あ
っ
て
は
、
権
力
な
き
王
制
と
権
力
を
も
つ
王
制
（P

ow
erless

m
onarchy,m

onarchy
in

parliam
ent

）
と
の
実
質
的
相
違
は
な
い
。
権
力
の
機
能

（m
odus

operandiof
pow

er

）
の
変
化
は
、
ヘ
ツ
チ
ス
ゼ
ー
シ
ョ
ン
、
す
な
わ
ち
権

力
（
な
い
し
王
）
の
欺
瞞
構
造
の
外
観
（prim

a
facie

）
と
は
相
互
に
伸
縮
し
調
整

し
合
え
る
。
マ
ル
ク
ス
は
社
会
関
係
の
物
的
欺
瞞
を
指
摘
し
た
が
、
物
的
関
係
の
社

会
的
欺
瞞
も
ま
た
あ
り
え
た
。
国
家
は
物
で
は
な
く
、
社
会
関
係
の
物
的
表
現
な
の

で
あ
る
。
司
法
、
病
院
、
福
祉
お
よ
び
学
校
の
ス
タ
ッ
フ
を
想
起
す
れ
ば
理
解
で
き

よ
う
。
だ
が
王
が
欺
瞞
構
造
に
立
ち
う
る
の
は
、「
王
の
二
つ
の
身
」
の
統
一
に
よ

る
王
冠
の
機
能
の
ゆ
え
に
の
み
に
よ
る
の
か
、
人
民
の
守
衛
的
先
行
性
（
互
恵
的
あ

り
方
を
み
よ
。
後
文
参
照
の
こ
と
）
に
も
依
存
す
る
の
か
、
は
、
な
お
検
討
の
必
要

が
あ
る
。（
次
注
を
み
よ
）

（
24
―
補
）
エ
ル
ン
ス
ト
・
Ｈ
・
カ
ン
ト
ロ
ヴ
イ
チ
、
一
九
九
二
年
、『
王
の
二
つ
の
身

体
―
中
世
政
治
神
学
研
究
』（
小
松
公
訳
）
平
凡
社
。

E
rnstH

.K
antorow

ity,T
he

K
ing’s

T
w

o
B

odies-A
Study

in
M

ediaevalP
olitical

T
heology,P

rinceton
U

niversity
Press,1957.

王
の
自
然
的
側
面
と
政
治
的
側
面
と
は
切
り
離
ち
が
た
く
、
王
冠
の
担
い
手
と
し
て

王
は
存
在
す
る
。
ゆ
え
に
王
は
そ
の
王
冠
の
も
つ
役
割
を
、
担
い
手
た
る
に
相
応
し

た
形
を
と
る
こ
と
で
、
い
わ
ば
ウ
エ
イ
ト
を
付
加
し
、
ヘ
ッ
チ
ス
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
対

象
と
な
る
。
極
端
に
は
王
は
俗
物
化
・
世
俗
化
す
る
に
拘
ら
ず
王
冠
は
「
永
遠
」
の

存
在
と
な
り
う
る
。
そ
れ
は
変
転
し
て
国
民
と
合
一
し
て
ゆ
く
の
は
さ
け
ら
れ
な
い
。

本
稿
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
は
行
論
中
、
姿
を
か
え
て
論
ず
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、

さ
し
当
り
、
大
澤
真
幸
「
公
共
性
の
条
件
（
下
の
一
）『
思
想
』
九
四
六
号
（
二
〇

〇
三
、
三
月
）
を
参
照
の
こ
と
。
た
だ
、
カ
ン
ト
ロ
ヴ
イ
チ
が
人
民
の
側
の
パ
ラ
ド

キ
カ
ル
な
存
在
様
式
（
前
注
を
み
よ
）
に
留
意
を
怠
っ
て
い
る
こ
と
は
指
摘
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

（
補
）
イ
ギ
リ
ス
革
命
に
関
説
し
た
限
り
で
の
文
献
は
次
の
通
り
。

（ａ）

C
hristopher

H
ill,T

he
W

orld
T

urned
U

pside
D

ow
n,1872.

（ｂ）

C
.H

ill（1973

）,W
inotanley

:
T

he
L

aw
ofF

reedom
and

other
w

ritings,ed.

w
ith

an
Introduction

by
C

.H
ill,C

am
bridge

U
niversity

Press.

（ｃ）

加
藤
和
敏
編
訳
（1990

）『
自
由
と
正
義
を
も
と
め
て
―
ウ
イ
ン
ス
タ
ン
レ
ー

と
イ
ギ
リ
ス
市
民
革
命
』
光
陽
出
版
社

（ｄ）

加
藤
和
敏
（
訳
）、
柴
の
中
の
炎
（
一
六
五
〇
―
ウ
イ
ン
ス
タ
ン
レ
ー
）『
Ｍ
Ｕ

Ｌ
Ｂ
Ｅ
Ｒ
Ｒ
Ｙ
』
38
号
一
九
八
九
年

（ｅ）

C
.H

ill

（1990

）,A
ntichristin

Seventeenth
-C

entury
E

ngland,revised
ed.,

1971,revised
1990.

（ｆ）

Ｃ
・
Ｂ
・
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
（
藤
野
、
採
種
、
瀬
沼
訳
）
一
九
六
二
、『
所
有

的
個
人
主
義
の
政
治
理
論
』
合
同
出
版
、
一
九
八
〇
年C

.B
.M

acpherson,

（1962

）The
P

oliticalT
heory

ofP
ossessive

Individualism
,O

xford
U

niversity

Press,1962.

七
二

山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
四
巻
第
一
号



（ｇ）

大
澤
麦
、
澁
谷
浩
訳
、
一
九
九
九
、『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
討
論
の
誕
生

―
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
に
お
け
る
パ
ト
ニ
ー
討
論
』
聖
学
院
大
学
出
版
会
。

（ｈ）

Stephen
Sedley

and
L

aw
rence

K
aplin

ed,and
w

ith
an

Introduction

（1992

）,

A
Spark

in
the

A
shes-T

he
P

am
phlets

ofJohn
W

arr,

（ｉ）

Jam
es

H
olstun

（2000

）,E
hud’s

D
agger-C

lass
Struggle

in
the

E
nglish

R
evolution,V

E
R

SO
.

（ｋ）

森
芳
三
（
一
九
九
四
）
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
成
立
と
社
会
主
義
の
源
流
、『
ユ
ー
ト

ピ
ア
の
価
値
観
と
戦
後
社
会
』
二
〇
〇
〇
年
六
月
所
収
。

（
25
）
ホ
ル
ス
タ
ン
の
革
命
の
二
重
構
造
は
、
一
方
は
「
上
か
ら
」
独
立
派
将
軍
グ
ル
ー

プ
の
線
と
、「
下
か
ら
」
レ
ベ
ラ
ー
ズ
の
線
を
設
定
し
、
こ
の
線
は
敗
北
し
た
と
み

て
い
る
。
私
の
考
え
で
は
、
こ
の
図
設
（
シ
ェ
ー
マ
）
に
は
支
持
し
難
い
面
が
あ
る
。

彼
は
多
く
の
マ
ル
ク
ス
、
反
マ
ル
ク
ス
的
見
解
を
と
り
入
れ
る
試
み
を
行
っ
て
お
り
、

そ
れ
を
批
判
は
で
き
な
い
。
し
か
し
ど
の
よ
う
な
成
果
を
認
め
る
か
に
は
、
異
見
も

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ド
イ
ツ
チ
ャ
ー
賞
に
価
す
る
力
作
で
あ
る
こ
と

は
勿
論
で
あ
る
。

（
26
）
こ
の
文
章
は
、
ヒ
ル
（（
24
）
―
ａ
、
一
九
七
二
）
前
著
に
よ
っ
た
が
原
資
料
が
明

示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
再
掲
す
る
。

W
hite,T

he
C

opy
ofa

letter,pp.11-12

A
.S.P.W

oodhouse
ed., P

uritanism
and

L
iberty

（1938

）,p174

G
ardiner,H

istory
ofE

ngland,IV
,pp.302-3.

（
27
）
以
上
は
、
ヒ
ル
、
一
九
七
二
、
六
四
―
七
〇
頁
に
よ
り
要
約
・
紹
介
し
た
。
レ
ベ

ラ
ー
ズ
の
参
政
権
（
イ
ギ
リ
ス
で
は
生
得
権
と
よ
ん
で
い
た
）
喪
失
の
逆
転
劇
が
の

べ
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
こ
と
は
、
ホ
ル
ス
タ
ン
に
よ
っ
て
も
、
一
層
生
々
し
く
、
剱

に
よ
る
虐
殺
に
よ
っ
て
、
参
政
権
が
国
民
か
ら
奪
わ
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
ホ
ル
ス
タ
ン
、
二
五
一
頁
）

（
28
）
ヒ
ル
・
一
九
九
〇
年
、
を
み
よ
。

（
29
）
加
藤
和
敏
氏
は
、
氏
の
訳
本
の
紹
介
序
文
の
中
で
、
わ
が
国
は
イ
ギ
リ
ス
革
命
研

究
に
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
き
た
が
、
ウ
イ
ン
ス
タ
ン
レ
ー
に
ふ
れ
た
論
文
は
少
く
、

著
書
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
反
共
風
土
の
せ
い
だ
ろ
う
か
と
、
考
え
こ
ん
で
お
ら
れ

る
。
私
も
加
藤
氏
同
様
に
懸
念
し
て
い
る
。
た
だ
私
は
反
共
風
土
の
せ
い
で
研
究
が

上
ら
な
い
の
で
は
な
く
、
日
本
人
が
「
真
理
に
対
す
る
恐
怖
心

．
．
．
．
．
．
．
．
．

」
の
故
だ
と
考
え
る
。

（
補
注
）
ペ
リ
ー
・
ア
ン
ダ
ー
ス
ン
の
イ
ギ
リ
ス
革
命
論
は
、
Ｅ
・
Ｐ
・
ト
ム
ス
ン
の
批

判
を
受
け
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
原
蓄
論
の
論
理
的
不
整
合
と
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
論

理
性
が
、
バ
ラ
ン
ス
に
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
原
蓄
論

の
欠
陥
が
、
さ
ら
に
深
く
え
ぐ
る
べ
き
必
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
私

は
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
は
別
稿
を
必
要
と
す
る
。
ロ
バ
ー
ト
・
ブ
レ
ン
ナ
ー
は
評

判
の
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
史
学
者
で
は
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
原
蓄
論
の
論
理
的
不
整

合
の
一
つ
．
．

を
と
り
上
げ
る
に
止
っ
た
た
め
、
自
ら
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
論
に
弱
点
を

生
ん
だ
。
マ
ル
ク
ス
原
蓄
論
に
は
な
お
弱
点
が
残
っ
て
い
る
。

（
30
）
イ
ギ
リ
ス
の
生
活
で
、
最
も
日
本
人
が
必
ず
誤
る
言
葉
に
、
モ
ラ
ル
が
あ
る
。

七
三

民
主
主
義
を
拒
否
す
る
資
本
主
義
―
―
森



「
モ
ラ
ル
経
済
」（m

oraleconom
y

）
を
モ
ラ
ル
原
理
な
ど
と
、
見
当
の
大
き
く
は

ず
れ
た
訳
（
ウ
ッ
ド
の
本
）
は
し
ば
し
ば
あ
る
が
、「
資
本
論
」
の
第
一
巻
で
、
ジ
ョ

ン
・
ベ
ラ
ー
の
「
産
業
カ
レ
ッ
ジ
」
を
専
門
学
校
と
解
釈
し
て
い
る
の
は
、
語
学
力

の
低
さ
を
ま
ざ
ま
ざ
と
示
し
て
い
る
。
定
冠
詞
（
the
）
を
つ
け
た
場
合
と
不
定
冠
詞

を
つ
け
た
場
合
で
、
意
味
が
ち
が
う
の
を
知
ら
ず
に
い
る
。
ま
た
第
一
巻
で
「
道
徳

的
磨
損
」（m

oralischen
U

erschleiβ
:m

oraldepreciation

）
と
い
う
の
も
、「
モ
ラ

ル
」
と
は
、
加
重
減
価
償
却
を
必
要
と
す
る
機
械
の
早
期
採
用
は
、
当
然
「
労
働
力

の
過
大
節
約
」
つ
ま
り
失
業
者
や
そ
う
し
た
社
会
的
負
担
を
発
生
す
る
が
、
競
争
の

激
化
の
対
応
で
あ
る
限
り
許
さ
れ
る
と
す
る
の
を
、
や
や
、
ひ
ゆ
的
表
現
を
し
て
い

る
。
マ
ル
ク
ス
は
ド
イ
ツ
人
で
イ
ギ
リ
ス
の
生
活
に
通
じ
て
い
な
い
こ
と
が
、
イ
ギ

リ
ス
人
の
多
少
歯
に
も
の
の
は
さ
ま
っ
た
閉
口
が
あ
る
の
は
否
め
な
い
。
今
回
の
訳

は
、
離
れ
た
、
日
本
人
的
理
解

．
．
．
．
．
．

に
そ
う
も
の
だ
と
思
う
。
し
か
し
「
頼
ま
れ
な
い
親

切
は
人
格
を
侵
害
」
す
る
と
い
う
言
葉
は
イ
ギ
リ
ス
人
の
常
識
で
あ
る
。

（
31
）E

.P.T
hom

pson,T
he

Peculiarities
of

the
E

nglish,T
he

SocialistR
egister,1965,

こ
の
論
文
は
ネ
イ
ア
ン
と
ペ
リ
・
ア
ン
ダ
ー
ス
ン
二
人
の
論
文
に
あ
て
ら
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
ペ
リ
ー
・
ア
ン
ダ
ー
ス
ン
の
み
掲
げ
る
。Perry

A
nderson,

O
rigins

of
the

PresentC
risis,in

: T
he

E
nglish

Q
uestions,1992.

（
32
）
ア
ン
ダ
ー
ス
ン
と
ネ
ア
ン
は
「
発
展
的
分
析
と
構
造
的
分
析
の
結
合
」
と
マ
ル
ク

ス
の
方
法
を
特
徴
づ
け
、
つ
ま
り
は
純
粋
歴
史
性
（
超
歴
史
の
否
定
）
と
、
機
能

（
社
会
性
は
重
要
な
全
体
性
）
と
の
一
致
と
し
て
い
る
。（O

p.cit·p.349

）
な
お
次

書
を
参
照
さ
れ
た
い
。G

.A
.C

ohen,K
arlM

arx’s
T

heory
ofH

istory-A
D

efence,

expanded
ed,1979,2001,Princeton

U
niversity

Press.

（
33
）
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
『
超
領
域
の
人
間
学
』
藤
原
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
ピ

エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
『
資
本
主
義
の
ハ
ビ
ト
ウ
ス
―
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
矛
盾
』
原

田
哲
訳
、
藤
原
書
店
、
一
九
九
三
年
、
宮
島
　
喬
「
ブ
ル
デ
ュ
ー
社
会
学
の
提
起
し

た
も
の
」『
Ｕ
・
Ｐ
』
三
五
四
号
二
〇
〇
二
年
四
月
。
と
く
に
宮
島
氏
の
論
文
は
ま

こ
と
に
整
っ
た
文
章
で
、
す
ば
ら
し
い
。
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
二
〇
〇
二
年
一
月
二
四
日

亡
く
な
っ
た
が
、
社
会
学
の
天
才
の
死
は
何
物
に
も
か
え
が
た
い
。
私
は
「
客
観
化

す
る
」（objectiver

）
に
注
意
し
、
こ
れ
を
変
形
さ
せ
「
対
象
化
と
対
峙
〔（objecti-

fication
and

confrontation

）
の
概
念
を
つ
く
り
、
歴
史
的
に
適
用
す
る
こ
と
で
意

識
の
自
己
限
定
に
通
ず
る
と
考
え
た
。
本
稿
は
こ
の
視
点
を
利
用
し
て
い
る
。
ま
た
、

民
主
主
義
の
仮
装
と
実
像
の
具
体
的
な
理
解
は
え
ら
れ
て
い
な
い
。
ハ
ビ
ト
ウ
ス
は

英
語
に
も
近
い
言
葉
は
用
い
て
（
歴
史
上
だ
が
）
い
る
と
お
も
う
。
ギ
デ
ン
ズ
の
利

用
を
さ
れ
て
い
る
の
は
、
親
し
め
る
。「
客
観
的
真
実
」（vérité

objective

）
は
な
じ

め
な
い
で
い
る
。『
資
本
主
義
の
ハ
ビ
ト
ウ
ス
』
は
傑
作
だ
と
考
え
て
お
り
、
十
分

吟
味
せ
ず
に
、
本
当
に
申
し
訳
な
い
。
次
の
論
文
ま
で
に
は
検
討
し
て
お
き
た
い
。

（
34
）
Ｅ
・
Ｊ
・
ボ
ブ
ス
ボ
ー
ム
（
安
川
、
水
田
訳
）『
市
民
革
命
と
産
業
革
命
』
岩
波

書
店
、
一
九
六
八
、
二
〇
〇
二
年
、
三
五
―
六
、
二
七
八
頁
以
下
。
原
文

E
.

J.

H
obsbaw

m
, T

he
A

ge
ofR

evolution
:

E
urope

1798
-1848,:L

ondon
1962.

（
35
）
こ
の
点
は
本
稿
は
「
歴
史
的
関
係
」
の
観
点
で
み
る
が
、
エ
レ
ン
・
Ｍ
・
ウ
ッ
ド

七
四

山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
四
巻
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『
民
主
主
義
対
資
本
主
義
』（
訳
一
九
九
九
）
は
、
史
的
唯
物
論
の
正
当
化
か
ら
み
て

い
る
。
比
較
の
た
め
、
と
く
に
一
〇
三
―
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
36
）
読
者
は
ど
う
ぞ
、
南
ア
フ
リ
カ
の
マ
ン
デ
ラ
の
言
葉
を
想
起
し
て
下
さ
い
。
南
ア

共
産
党
書
記
長
が
イ
ギ
リ
ス
に
亡
命
し
た
と
き
、
こ
の
言
葉
を
、
こ
ん
な
昔
の
歴
史

の
中
か
ら
記
憶
に
と
ど
め
て
い
た
の
で
す
。
亡
命
し
た
の
は
、
ジ
ョ
ウ
・
ス
ラ
ボ
で

す
。

（
37
）
Ｅ
・
Ｐ
・
ト
ム
ス
ン
、
前
掲
書
に
あ
る
「
イ
ギ
リ
ス
人
の
特
殊
性
」
や
「
階
級
な

き
階
級
闘
争
」
の
論
文
、C

ustom
in

C
om

ons,

を
み
よ
。

（
38
）E

.P.T
hom

pson,M
aking

ofthe
E

nglish
W

orking
C

lass,1968

参
照
。H

enry

C
ollins,T

he
L

ondon
C

orresponding
Society,in

:J.Saville
ed.,D

em
ocracy

and

the
L

abour
m

ovem
ent,1954 .

（
39
）
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
『
産
業
と
帝
国
』（
浜
林
、
そ
の
他
訳
）
未
来
社
、
一
九
八
四
。

同
『
市
民
革
命
と
産
業
革
命
』（
安
川
、
水
田
訳
）
岩
波
書
店
一
九
九
八
年
。
こ
れ

ら
に
は
評
判
の
高
い
見
事
な
叙
述
が
あ
る
。

（
40
）
本
文
の
表
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
イ
ギ
リ
ス
労
働
者
階
級
の
状
態
』

（
一
條
、
杉
山
訳
）
岩
波
文
庫
（
上
下
）
一
九
九
〇
年
。
原
文
一
八
四
五
年
。

（
41
）
長
谷
川
貴
彦
、
産
業
革
命
時
の
モ
ラ
ル
・
リ
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
運
動
―
バ
ー
ミ
ン

ガ
ム
の
日
曜
学
校
運
動
を
事
例
と
し
て
、
『
思
想
』
九
四
六
号
、
二
〇
〇
三
年
二
月

参
照
。
ま
た
職
工
学
院
は
研
究
上
、
判
断
に
迷
う
点
は
あ
る
が
、
技
術
、
経
営
と
エ

ー
ト
ス
の
う
え
で
重
視
さ
れ
た
。
が
、
ト
ム
ス
ン
は
、
は
じ
め
か
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
上

の
争
点
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
指
摘
し
て
い
た
。
だ
が
と
り
わ
け
初
期
工
場
に
労
働
規

律
を
下
か
ら
も
規
制
す
る
こ
と
が
―
そ
れ
も
労
働

族
と
し
て
の
限
度
は
あ
っ
て
も
、

作
業
が
事
実
上
請
負
的
で
あ
っ
た
か
ら
、
自
立
性
と
い
う
面
を
過
少
評
価
は
で
き
な

い
と
考
え
る
。Sidney

Pollard,T
he

G
enesis

ofM
odern

M
anagem

ent-A
Strdy

of

the
IndustrialR

evolution
in

G
reatB

ritain,Penguin
B

ooks,1965
:E

dw
ard

R
oyle,

m
echanics’

Institute
and

the
W

orking
C

lass,1840-1860, T
he

H
istoricalJournal,

X
IV

,2

（1971

）
こ
の
論
文
は
創
設
の
こ
ろ
、
つ
ま
り
一
八
二
〇
年
代
の
あ
と
停
滞

し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
一
八
三
二
年
改
正
の
あ
と
、
落
胆
し
分
裂
し
て
い
た
。

マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
で
は
新
職
工
学
院
が
分
立
し
て
作
ら
れ
、
並
立
し
た
。
マ
ン
チ
ェ

ス
タ
ー
は
今
日
の
大
学
の
理
工
研
究
所
（
理
工
学
部
）
と
な
っ
て
い
る
。（U

M
IST

:

U
niversity

of
M

anchester
Institute

of
S

cience
and

T
echnology

）C
f.D

.S
.I.

C
ardw

elled., A
rtisan

to
G

raduate,M
anchester

U
niversity

Press,1972.

（
42
）
近
代
イ
ギ
リ
ス
史
と
く
に
労
働
史
、
自
由
と
民
主
主
義
の
歴
史
に
つ
い
て
の
文
献

で
、
こ
れ
に
ふ
れ
て
い
な
い
も
の
は
な
い
。
こ
こ
で
は
現
在
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
市

教
育
委
員
会
作
成
の
資
料
集
に
た
よ
っ
た
。T

he
C

ity
of

M
anchester

C
ultural

C
om

m
itter

ed.,
P

eterloo
1819-A

P
ortfolio

of
C

ontem
porary

D
ocum

ents,

M
anchester

1975.

マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
に
関
す
る
著
書
、
資
料
は
無
数
に
多
い
。

ア
ー
サ
ー
・
ブ
リ
ジ
ス
教
授
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
ン
・
シ
テ
イ
ズ
（
一
九
六
三
年
）
に

は
詳
細
な
紹
介
、
分
析
が
あ
っ
て
興
味
が
そ
そ
ら
れ
る
。『
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
は
フ．

リ
ー
．
．

タ
ウ
ン

．
．
．

を
続
け
、
特
権
都
市
で
は
な
か
っ
た
。
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー

．
．
．
．
．
．
．

・
マ
ン
．
．

は
誇

七
五

民
主
主
義
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拒
否
す
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資
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主
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森



り
高
い
自
治
．
．

・
独
立
．
．

の
根
性
．
．

を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
、
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
与
え
続
け

て
き
た
。
平
民
の
街

．
．
．
．

で
あ
る
。
』

（
43
）
蓮
見
重
彦
教
授
（
元
東
大
総
長
）
の
意
見
が
、
極
め
て
大
き
な
指
示
で
あ
っ
た
と

感
謝
し
て
い
る
が
、
こ
の
語
を
用
い
る
に
、
熟
考
の
す
え
採
用
し
た
。
先
生
も
以
下

を
み
て
、
納
得
し
て
い
た
だ
け
る
と
思
っ
て
い
る
。

（
44
）
フ
ー
コ
ー
、
啓
蒙
と
は
何
か
、『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成
』
全
十
巻
所

収
（
監
修
・
編
集
、
蓮
見
重
彦
、
渡
辺
守
章
、
小
林
、
石
田
、
松
浦
）
筑
摩
書
房
、

二
〇
〇
二
年
に
よ
る
。

（
45
）
Ｅ
・
Ｊ
・
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
（
安
川
・
水
田
訳
）『
市
民
革
命
と
産
業
革
命
』
岩
波

書
房
、
一
九
六
八
年
。
原
文
は
「
革
命
の
時
代
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
七
八
九
―
一
八
四

八
」（
一
九
六
二
）
で
あ
る
。

（
46
）
西
欧
神
秘
主
義
の
潮
流
の
中
に
合
理
性
を
位
置
つ
け
、
探
求
す
る
仕
事
は
準
備
し

て
い
た
が
、
の
ち
に
と
り
上
げ
る
機
会
は
あ
る
と
思
う
。
合
理
性
に
つ
い
て
の
私
の

理
会
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
ー
ク
に
よ
っ
た
こ
と
は
、
改
め
て
云
う
ま
で
も
な
い
。

現
下
の
焦
眉
の
問
題
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
人
類
は
そ
れ
を
さ
け
難
い
も
の
と

し
て
い
る
。
私
も
ア
ジ
ア
の
発
展
の
立
場
で
必
ず
解
決
す
る
。

（
47
）T

.H
.M

arshall
and

T
om

B
ottom

ore,C
itizenship

and
Social

C
lass,P

luto

Press,1992.

岩
崎
信
彦
、
中
村
健
吾
訳
『
シ
テ
イ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
社
会
階
級
』
法

律
文
化
社
、
一
九
九
三
年
。
も
と
の
原
文
は
、
一
九
五
〇
年
発
行
。

（
48
）R

obin
B

lackburn,T
he

M
aking

ofN
ew

W
orld

Slavery
from

the
B

aroque
to

the

M
odern,1492

-1860,U
K

:V
E

R
SO
1997

:do.,T
he

O
verthrow

of
C

olonial

Slavery,1776.1878,V
E

R
O

.

L
inda

C
olley, C

aptives-B
ritain,E

m
pire

and
the

W
orld,1600-1850,U

K
:

Jonathan
C

ase,2002.

こ
の
最
後
の
文
献
は
、奴
隷
よ
り
も
ひ
ど
い
扱
い
を
う
け
た
、

英
国
生
れ
の
娘
が
、「
捕
獲
物
」（C

aptive

）
と
し
て
、
あ
る
い
は
性
奴
隷
、
あ
る
い

は
水
兵
の
妻
、
そ
れ
か
ら
売
却
さ
れ
て
生
涯
を
終
る
こ
と
を
詳
し
く
、
ま
た
、
ア
メ

リ
カ
、
地
中
海
、
ア
フ
リ
カ
、
イ
ン
ド
な
ど
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
を
イ
ギ

リ
ス
船
が
行
っ
て
い
る
事
実
を
記
し
た
。
読
者
は
私
が
平
静
な
気
持
で
こ
の
文
献
を

記
し
て
い
る
な
ど
と
考
え
な
い
で
下
さ
い
。
私
は
怒
り
に
身
が
ふ
る
え
る
の
を
禁
じ

え
ま
せ
ん
。
涙
で
原
稿
用
紙
の
イ
ン
ク
が
溶
け
る
ほ
ど
な
の
で
す
。
こ
う
し
て
初
め

て
、「
近
代
」
が
来
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
一
刻
も
早
く
去
っ
て
欲
し
い
と
思
う
の

は
さ
け
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
ブ
ッ
シ
ュ
は
そ
の
一
例
で
す
。

（
49
）
ア
メ
リ
カ
の
労
働
者
の
枯
渇
と
イ
ギ
リ
ス
の
移
民
、
資
本
輸
出
、
両
国
の
労
働
者

組
織
の
ち
が
い
と
は
、
相
互
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
及
び
え
な
い
の

で
、
別
の
機
会
に
ゆ
ず
る
が
、
文
献
は
あ
げ
て
お
く
。

Ira
K

atrnelson,W
orking

class
form

ation
and

the
state

:
nineteenth-century

E
ngland

in
A

m
erican

perspective
:D

avid
E

nglander
ed.,B

ritain
and

A
m

erica-

Studies
in

C
om

parative
H

istory,1760-1970,Y
ale

U
,P.,1997.

R
.O

.W
right, C

hronology
ofL

abor
in

the
U

nited
States,U

SA
,2003

ウ
ィ
ー
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
、
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
（
上
・
中
・
下
）
日
本
評
論
社
、
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昭
和
23
年
、
原
文
、
一
八
三
三
、
中
野
正
訳
。

（
50
）E

.H
.H

unt（1981

）,B
ritish

L
abour

H
istory,1815

-1914,L
ondon

1981,p.219.

（
51
）
青
山
、
今
井
編
『
概
説
の
イ
ギ
リ
ス
史
（
新
版
）』
有
斐
閣
、
一
九
八
二
、
初
版
、

九
一
年
新
版
、
一
六
七
頁
。
本
書
は
九
人
余
の
編
著
な
が
ら
整
序
さ
れ
た
ス
タ
イ
ル
、

妥
当
な
評
価
な
ど
、
す
ぐ
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
思
う
。

（
52
）H

unt,1981,lbid,p.233.H
obsbaw

m
,L

abouring
m

an,pp.273-4

（
鈴
木
、
永

井
訳
）
イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
史
研
究
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
・
一
九
六
八
）（
未
見
）

（
53
）Perry

A
nderson,O

rigins

（1964

）in
:E

nglish
Q

uestions,1992.

（
54
）
Ｋ
・
マ
ル
ク
ス
「
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
序
説
」
一
八
四
四
年
、『
独
仏
年
誌
』

所
収
。
岩
波
文
庫
に
は
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
よ
せ
て
」
所
収
、
一
九
七
三
、
九
六
頁
。

（
55
）
ロ
イ
ド
ン
・
ハ
リ
ス
ン
（
田
口
富
久
治
監
訳
）『
近
代
イ
ギ
リ
ス
政
治
と
労
働
運

動
　
一
八
九
〇
―
一
九
七
〇
年
』
未
来
社
、
一
九
七
二
年
九
〇
―
九
一
頁
。
第
三
章

が
一
八
六
七
年
第
二
次
選
挙
法
改
正
、
つ
ま
り
普
通
選
挙
法
へ
の
第
一
歩
を
扱
っ
て

い
る
。
な
お
、
ハ
ン
ト
の
前
掲
書
の
ほ
か
、
次
の
三
冊
を
参
し
た
の
で
番
号
を
つ
け

掲
げ
る
。

（
56
）Janathan

P
arry,1993,T

he
R

ise
and

F
allofL

iberalG
overnm

entin
V

ictorian

B
ritain ,Y

ale
U

,P,1993

（
57
）Jam

es
H

inton,1993,L
abour

M
ovem

entand
Socialsm

-A
H

istory
ofthe

B
ritish

L
abour

M
ovem

ent ,1867-1974,U
niversity

of
M

assachusetts
Press,1983.

（
58
）
カ
ー
ル
・
ポ
ラ
ニ
ー
（
吉
沢
、
野
村
、
長
尾
、
杉
村
訳
）『
大
転
換
』
東
洋
経
済

新
報
社
、
一
九
七
五
年
、
原
文
は
一
九
五
七
年
。

（
59
）H

unt,op.cit.,pp.259,264.T
hom

pson,op.ert.,p.246.

（
60
）
以
上
は
、
ロ
イ
ド
ン
・
ハ
リ
ス
ン
、
前
掲
書
に
よ
っ
た
。

（
61
）
こ
の
点
は
、（
56
）（
57
）
の
文
献
に
明
々
白
々
で
、
何
ら
疑
問
な
く
断
言
で
き
る
。

（
62
）John

S
korupskied.,T

he
C

am
bridge

C
om

panion
to

M
IL

L
,C

am
bridge

U
,P

,

1984.

こ
の
本
は
「
入
門
」
の
ほ
か
十
六
論
文
よ
り
構
成
さ
れ
、
各
論
文
は
専
門
家

に
よ
る
最
近
の
研
究
ま
で
及
ん
で
い
て
、
最
も
す
ぐ
れ
た
入
門
書
で
、
類
書
の
比
肩

す
べ
く
も
な
い
。
ベ
ン
サ
ム
の
批
判
も
、
ト
ー
マ
ス
・
グ
リ
ー
ン
と
の
か
か
わ
り
も
、

詳
細
か
つ
興
味
深
い
が
、
内
容
紹
介
は
別
の
機
会
に
委
る
。

（
63
）H

inton

（1983

）,op.cit.,Introduction.

（
64
）
マ
ッ
ク
ス
・
ベ
ア
（
大
島
清
訳
）『
イ
ギ
リ
ス
社
会
主
義
史
』（
一
―
四
）
岩
波
文

庫
、
昭
和
五
十
年
、
（四）
二
一
六
―
七
頁
。

（
65
）
Ｇ
・
Ｄ
・
Ｈ
・
コ
ー
ル
（
森
、
河
上
、
嘉
治
訳
）『
イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
史
』（
Ⅰ

Ⅱ
Ⅲ
）
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
、
Ⅲ
、
二
三
頁
。

（
66
）
拙
著
『
イ
ギ
リ
ス
綿
花
飢
饉
と
原
綿
問
題
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
六
年
、
一

四
八
頁
。

（
67
）
拙
著
、
同
前
、
末
備
の
付
録
を
み
よ
。

（
68
）G

erassim
os

M
osschonas,In

the
N

am
e

ofSocialD
em

ocracy-T
he

G
reatT

rans-

form
ation

: 1945
to

the
P

resent,U
,K

.V
E

R
SO

（tr,by
G

regory
E

lliot

）2002,p.

25.
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（
69
）
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
関
す
る
文
献
は
数
多
く
、
ま
た
評
判
も
高
い
。
元
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
大
使
藤
井
威
氏
の
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
ス
ペ
シ
ャ
ル
」
は
『
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
』
に

連
載
さ
れ
た
が
、
ま
と
め
て
出
版
さ
れ
た
。
訓
覇
法
子
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
は
い
ま

幸
せ
か
』
日
本
放
送
出
版
会
、
一
九
九
一
年
。
と
も
好
評
で
、
他
に
社
会
福
祉
分
野

に
文
献
は
多
い
。

（
70
）R

udolf
M

eidner,W
hy

the
Sw

edish
M

odelfail?
T

he
SocialistR

egister
1993.

著
書
は
モ
デ
ル
作
製
の
二
人
の
う
ち
の
一
人
で
経
済
専
門
家
で
あ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
は
立
ち
直
っ
た
が
、
政
治
つ
ま
り
社
会
民
主
党
政
権
の
経
緯
も
く
わ
し
く
述
べ
て

い
る
。
現
在
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ

ラ
ン
ダ
の
四
つ
の
モ
デ
ル
（
移
行
の
モ
デ
ル
）
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
イ
ギ
リ
ス

・
モ
デ
ル
に
収
斂
す
る
傾
向
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
71
）
拙
稿
「
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
エ
ン
と
教
育
」『
山
形
史
学
研
究
』
第
三
三
号
（
二
〇

〇
三
年
刊
行
予
定
）

（
72
）
Ｃ
・
ヒ
ル
、「
ラ
ン
タ
ー
ズ
を
抹
殺
す
る
」『
十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
急
進
主
義
と
文

学
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
七
年
所
収
。
ヒ
ル
、
一
九
七
二
年
も
参
照
の
こ
と
。

（
73
）
梅
津
清
美
訳
「
ブ
レ
イ
ク
全
著
作
」（
全
二
巻
）
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
、

氏
は
名
大
名
誉
教
授
。
山
形
県
庄
内
、
手
向
出
身
。
大
熊
昭
信
『
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ブ

レ
イ
ク
研
究
』
彩
流
社
、
一
九
九
七
、
筑
波
大
教
授
。
生
涯
研
究
さ
れ
つ
づ
け
、
多

数
論
文
を
書
か
れ
た
が
、
今
回
ド
ク
タ
ー
論
文
を
出
版
さ
れ
た
。

キ
ャ
ス
リ
ー
ン
・
レ
イ
ン
『
ブ
レ
ー
ク
と
古
代
』（
吉
村
正
和
訳
）
平
凡
社
、
一
九

八
八
年
。
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ブ
ラ
ン
ド
（
岡
崎
康
一
訳
）『
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ

ク
の
芸
術
』
晶
文
社
、
一
九
八
二
。
Ｅ
・
Ｐ
・
ト
ム
ス
ン

W
itness

A
gainstthe

B
east-

W
illiam

B
lake

and
the

M
oralL

aw
-,C

am
bridge

U
,P.,1993

（
74
）
高
橋
和
夫
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
の
宗
教
世
界
、
人
文
書
院
、
一
九
九
七

〃
　
〃
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
ダ
―
の
天
界
と
地
獄
、
春
秋
社
、
一
九
九
七

（
75
）
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
エ
ン
、
新
社
会
観，

岩
波
文
庫

〃
　
　
　
　
〃
　
、
オ
ー
エ
ン
自
叙
伝
、
岩
波
文
庫

G
regory

C
laeys

ed.,
R

obert
O

w
en

-A
N

ew
V

iew
of

Society
and

otter
W

ritings,

1991 ,pp.xviii-
xxi.

V
.

A
.

G
atrell

ed.,
R

obert
O

w
en

-
R

eport
to

the
C

ounty
of

L
anark

and
A

N
ew

V
iew

ofSociety, Pelican
B

ooks,1970.
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Conversions of Bourgoisie
Against the grass-roots Democracy

Yoshizo  MORI

(Honorary Professor)

This version is the first part of my theme which was induced by the essay of eminent Danish

Professor Göran Therborn’s ‘The Rule of Capital and the Rise of Democracy New Left Review,

103, 1977, to extend its treatment’s lists, including Japan. 

I have projected with another pivote: the grass-roots’ view-points as well as the complete

franchise which has been, de facto, his only cretrium, with considerations of attenuating or

diluting, prima facie, in an ad hoc way, though. That’s raison d’être.

My theme, which was forming through such a channel, consists of four parts described as

below, although main title is listed at the outset.

The Historical Relations between Democracy and Capitalism. 

Preface

Part１. Conversions of Bourgoisie Against the grass-roots Democracy.

Part２. Capitalism in tandem with Democracy. 

Part３. Capitalism indispensable with Democracy. 

Part４. Global ‘Empire’ and the grass-roots Democratisation of Asia et al. 

I, to begin with, try to explore the first part in this issue, in brief as follows. 

（1）Robert Brenner’s famous and excellent assertions, inter alia, of the tripartite system of

agriculture after the collapse of English feudalism, which is commonly, ipso facto, acknowl-

edged with other economists and historians, but whether or not the tripartite systems of agricul-

ture are so much prevailed to be fade out the civil war, is disputable for his much exaggeration,

Against whose arguments I attempt to make sure the confiscated crownlands’ disposals, in

which feudal forms of landholdings certainly remined of a great deal in variant dissolutions.

Morover as well, the rank and file soldiers among the New Model Army, ad hoc, Levellers

denounced that vast areas namely, over  two-third of whole England were under uncultivated or

wasted. Such complaints were full of among the magnitude of lower sort of class, which plenti-

fully contains in Christopher Hill’s par exellence book “The World turned Upside Down”0. ·At

last, majority of magnitude have lost completely their universal franchise at all, depite their vic-

torious contributions for transferance of sovereignty.

（2）Between the time from the complete lose of nation’s franchise to the complete franchise



ecovery of 1928, I try to build two stages of models, which were saved here, along its illustra-

tions about them, because of my following E.P.Thompson’s works and essays in my own way,

Two points to mention are what fo1lows; one of them is that I critisized Professor Hobsbawm’s

assertion about the so called the ‘dual revolution’ in his invaluable book, one of brilliant and

well known three books series of the Age, involving a too serious issue for discussing here.

Another is that I could furnish the resolution which is the unconscious foundations of an inex-

tricable combination between the Heaven and the Hell which was discovered by both great

scholars Christopher Hill and late E.P.Thompson, with their own accademic contributions.

When I could resolve it farther, succeeding from their attainments in this essay, I feel very

happy, because of the first successful analyse in accademic world.

（3）I would like to take up a serious problem lastly, concerning the serious delay of getting

franchise by English people at the most latest time in Europe. Why English people got it the

most latest time, even just before the Great Depression and the departure of the Gold Standard? 

My investigations upon them, which nobody has ever tried, will bring light to the problems, I

wish. I think that British foreign diplomacy changed radically after the Indian Mutiny in 1857-

8, to fairness and pacifism along with equality, toward so called formal colonies. Eventually

they gave an autonomy according to the extent of maturity. For instance, Canada, Australia and

New Zealand were given the representative autonomy because of maturity, on the other hand,

India and Hongkong were under Crown colonies because of prematurity, wheras people of

motherland as well as colonial lands were given equally the same responsibilities and rights

upon legal priniciples, under the balance of power globally, of cause. With a result of changing

British diplomacy, rights and responsibilities were not readily given to any people under British

Empire (later Commonwealth) because that each people tends to get the same rights easily on

reciprocity principle favourably, This is the reason per se of delay for concession of the com-

plete franchise. It means, obviously enough, owing to too large invasions globally in spite of a

too small country to rule as Empire. (14March 2003)
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